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務
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に
際
し
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生
じ
た
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害
と
ド
イ
ツ
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六
七
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条
(

一

)

宮

本

健

蔵

は
じ
め
に

第
一
章
無
償
の
事
務
処
理
と
栂
寄
の
帰
属

一
委
任
・
事
務
管
理
に
お
け
る
費
用
の
償
還

山
費
用
償
還
締
求
織
の
嬰
件

間
費
用
償
還
請
求
織
と
抑
制
審
賠
償
紛
求
織
の
差
異

聞
労
務
給
付
の
価
値
と
費
用
償
還
舗
求

二
受
任
者
・
事
務
管
理
者
の
被
っ
た
綱
審

川
立
法
過
程
で
の
織
論

ωラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例

間
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例

ω学
鋭

間
個
別
的
な
問
題
点

三
受
任
者
・
事
務
管
理
者
に
よ
る
加
答

ω問
題
の
所
在
と
学
説

間
関
巡
す
る
判
例
(
以
上
、
本
号
)

第
二
章
有
俄
の
事
務
処
理
契
約
と
民
法
六
七

O
条
の
準
用

一
立
法
過
程

二
民
法
六
七
五
条
一
項
の
「
事
務
処
理
」
慌
念

川
分
離
理
詰

間
続
一
理
詰

印
統
一
理
鎗
の
変
稲

川
若
干
の
検
討

三
事
務
処
理
の
過
程
で
生
じ
た
綱
審

仙
偶
然
損
害
の
賠
償

問
閲
迎
す
る
判
例

第
三
章
労
働
者
の
被
う
た
鍋
笹
と
民
法
六
七

O
条
の
類
推
沼
周

一
労
働
者
の
賠
償
紛
求
織
の
基
硲
づ
け

川
分
離
理
論
と
統
一
理
論

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
綱
審
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
条
(
一
)
〈
宮
本
)
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法
学
志
休
第
二

O
巻

第
三
号

間
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
資
任

問
人
的
損
害
に
関
す
る
特
則

二
判
例
の
基
本
的
な
立
駒

山
総
政
事
件

閉
そ
の
後
の
判
例
こ
九
七

0
年
代
ま
で
)

印
判
例
理
論
の
問
題
点

三
判
例
理
論
の
新
た
な
展
開

川
迎
邦
労
働
裁
判
所
一
九
八

O
年
判
決

叩
判
例
の
類
型
化

間
本
来
的
な
費
用
の
事
例

第
四
章
労
働
者
に
よ
る
加
害
と
賂
償
義
務
の
制
限

一
労
働
者
の
賠
償
義
務
の
制
限
の
怨
礎
づ
け

川
危
険
労
働
理
論

聞
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任

ニ
判
例
の
展
開

川
営
猿
リ
ス
ク
論
の
台
頭

間
全
部
免
貨
の
拡
大

間
危
険
労
働
性

三
辿
邦
労
働
銭
判
所
一
九
九
四
年
の
大
部
の
決
定

川
事
件
の
促
嬰
と
帯
四
経
過

間
危
険
労
働
の
放
梁
と
責
任
制
限
の
鉱
山
恨
の
基
礎
づ
け

間
営
業
的
な
惹
起

(
Z
E
o
g
R
Z〈
四

Haz--asm)
の
銃
念

川
新
し
い
理
論
の
評
悶

若
干
の
険
対
|
|
む
す
び
に
代
え
て

は
じ
め
に

わ
が
国
の
民
法
典
は
、
委
任
契
約
に
関
し
て
、
受
任
者
の
費
用
償
還
請
求
権
だ
け
で
な
く
(
六
五

O
条
一
項
)
、
委
任
事
務
を
処
理
す

る
際
に
被
っ
た
損
害
の
賠
償
請
求
慣
も
明
文
で
規
定
す
る
(
六
五

O
条
三
項
)
。
こ
れ
は
無
過
失
聞
書
陪
償
請
求
権
で
あ
っ
て
、
委
任
者

の
過
失
と
は
無
関
係
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
六
五

O
条
三
項
は
単
に
番
任
契
約
に
の
み
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
以
外
の
多
く
の
法
領
域
に
お
い
て
六
五

O
条
三
項
の
準
用
を
定
め
る
法
律
上
の
規
定
が
存
在
す
る
。

す
で
に
民
法
典
自
体
が
単
委
任
(
六
五
六
条
)
や
業
務
執
行
組
合
員
〈
六
七
一
条
)
、
過
言
執
行
者
(
一

O
一
二
条
二
項
)
に
つ
き
六
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五

O
条
の
準
用
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
特
別
法
の
規
定
に
よ
っ
て
こ
れ
が
準
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
家
事
審
判
法

二
ハ
条
や
間
接
五
五
二
条
二
項
・
五
五
八
条
、
会
社
法
三
三

O
条
・
四

O
二
条
三
項
・
五
九
三
条
四
項
・
五
九
八
条
二
項
・
六
五
一
条
・

八
二
五
条
七
項
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
六
五

O
条
三
項
の
適
用
範
聞
は
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
か
な
り
広
い
。

六
五

O
条
三
項
が
明
示
的
に
舶
用
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
揃
・
用
の
恨
拠
や
適
用
嬰
件
お
よ
び
賠
償
さ
れ
る
べ
き
細
密
の
栢
囲
の
限
定

な
ど
に
つ
い
て
個
別
的
に
検
討
す
る
必
嬰
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
こ
れ
が
事
態
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
よ
う
な
明
文
腕

定
が
な
く
と
も
解
釈
上
こ
れ
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
良
い
。

こ
の
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
の
根
拠
と
し
て
は
、
受
任
者
は
委
任
者
の
た
め
に
委
任
者
の
事
務
を
処
理
す
る
も
の
だ
か
ら
、

委
任
者
は
こ
の
事
務
処
理
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
負
担
か
ら
受
任
者
を
免
れ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
、
受
任
者
に
経
済
的

負
担
を
か
け
さ
せ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
受
任
者
が
摘
寄
を
被
っ
た

場
合
(
被
害
額
型
)
だ
け
で
な
く
、
受
任
者
が
事
務
処
理
に
際
し
て
委
任
者
ま
た
は
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
〈
加
書
類
型
〉
に
も

同
様
の
こ
と
が
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
条
項
の
類
推
適
用
に
よ
る
賠
償
義
務
の
軽
減
)
。
第
二
に
、
事
務
管
理
に
閲
し
て
も
、

原
則
的
に
は
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。
委
任
と
事
務
管
理
は
他
人
の
事
務
処
理
を
行
う
点
で
は
同
じ
で
あ
り
、
両
者
は
単
に
委
託
の
有

無
の
点
で
異
な
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
雇
用
・
労
働
契
約
に
閲
し
て
も
、
解
釈
上
六
五

O
条
三
項
を
額
推
適
用
し
う
る

{
1】

余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
労
働
者
は
労
働
時
間
に
応
じ
た
報
酬
を
受
け
取
る
だ
け
で
あ
り
、
労
務
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益

は
こ
の
報
酬
分
を
除
い
て
す
べ
て
使
用
者
に
帰
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
有
償
委
任
の
場
合
と
同
様
に
、
労
働
者
は
使
用
者
の
た
め
に
事

務
を
処
理
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
六
五

O
条
三
項
の
類
推
適
用
論
は
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法

で
は
、
わ
が
国
の
民
法
典
と
同
じ
く
、
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
圧
が
一

O
一
四
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
判
例
は
労
働

市
刑
務
処
mmι
際
し
て
生
じ
た
似
留
と
ド
イ
ツ
民
法
六
ヒ

O
条

(

一

)

(

宮

山

本

)
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日
夜
学
窓
休
第
一
一

O
巻

第
三
号

四

【

2
V

契
約
関
係
に
も
同
条
を
類
推
適
用
す
る

(
O
D
E
C『
E
-
4
0
S
2・
m
-
s
g・∞
N
g
¥∞S
。
通
説
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。
ま
た
、
事
務
管

理
に
閲
し
て
は
、

一
O
一
四
条
で
は
な
く
て
一

O
一
五
条
を
基
礎
と
す
る
「
適
切
な
賠
償
」
を
求
め
る
輔
求
植
を
肯
定
し
た

(
O
の
出

c
z
o
z
S
S
E
-
∞・
5
8
・∞
N
O
∞¥
E
N
)
。

ス
イ
ス
法
で
は
、
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
費
任
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
逆
に
、
事
務
管
理
に
関
し
て
、

ま
た
、

ス
イ

ス
債
務
法
四
ニ
ニ
条
一
一
明
が
本
人
の
無
過
失
損
害
賠
償
賀
任
(
因
果
賀
任
)
を
定
め
る
。
判
例
・
通
鋭
は
こ
の
規
定
を
無
償
の
委
任
関
係

に
類
推
適
用
す
る
こ
と
を
椅
定
す
る
。
他
方
で
、
労
働
関
係
に
関
し
て
は
、
債
務
法
三
二
一

e条
が
労
働
者
の
注
意
義
務
の
軽
減
お
よ
び

賠
償
額
の
制
限
を
定
め
る
(
加
害
類
型
)
。
こ
れ
は
他
の
国
で
は
見
ら
れ
な
い
ス
イ
ス
債
務
法
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
労
働
者
の
被
害

の
類
型
に
閲
し
て
は
、
使
用
者
の
保
護
義
務
を
厳
格
化
す
る
こ
と
に
よ
り
無
過
失
責
任
に
近
い
処
理
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
近
時
の
有
力

な
学
説
は
債
務
法
三
二
一

e条
の
類
推
適
用
を
主
揺
す
る
。
こ
こ
で
は
、
債
務
法
三
二
一

e条
が
存
在
す
る
か
ら
、
要
任
に
関
す
る
ス
イ

ス
債
務
法
四
ニ
二
条
一
項
の
類
推
適
用
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
委
任
契
約
・
事
務
管
理
・
国
用
労
働
契
約
の
三
つ
の
詰
領
域
に
お
い
て
、
結
果
的
に
事
務
処
理
に
隠
し
て
生

じ
た
損
害
は
加
書
類
型
・
被
害
額
型
を
問
わ
ず
統
一
的
に
受
益
者
(
委
任
者
や
本
人
、
使
用
者
)
に
そ
の
損
失
を
帰
す
る
と
い
う
方
向
性

が
こ
れ
ら
の
国
に
共
通
し
て
見
い
出
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
主
と
し
て
労
働
関
係
に
閲
し
て
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ

〔

4
}

る
。
カ
ナ
l
リ
ス
は
こ
れ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
「
他
人
の
た
め
に
す
る
危
険
な
行
為
の
リ
ス
ク
質
佳
」
論
を
主
張
し
た
が
、
こ
の
見
解

は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
(
前
掲
判
例
参
照
)
お
よ
び
ス
イ
ス
の
判
例
(
回
ロ
ロ
ユ
色

S
S
M
-
-
-
0・
NOON-
回
口
回
目
包
ロ
ご
巴
)
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
で
も
、
近
時
、
こ
の
理
論
と
の
関
連
で
控
目
す
べ
き
判
例
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
責
任
論
と
の
関
連
に
着
目
し
な
が
ら
、
委
任
契
約
と
事
務
管
理
、
さ
ら
に
有
償
の
事
務
処

Hosei University Repository



理
契
約
に
対
象
を
広
げ
て
考
察
し
た
い
。
ま
た
、
近
時
、
労
働
契
約
の
領
域
に
お
い
て
判
例
法
理
の
新
た
な
展
開
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ

に
閲
し
て
も
、
前
稿
と
の
重
視
を
で
き
る
だ
け
避
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
章

無
償
の
事
務
処
理
と
損
害
の
帰
属

委
任
・
事
務
管
理
に
お
け
る
費
用
の
償
還

事
務
処
理
に
隠
し
て
生
じ
た
損
害
の
帰
属
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
損
害
と
費
用
の
区
別
あ
る
い
は
損
醤
賠
償
輔

求
権
と
費
用
償
還
請
求
権
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
有
用
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
初
め
に
、
費
用
償
還
諦
求
権
に
つ

い
て
簡
単
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

(l) 

費
用
償
還
閥
求
権
の
要
件

損
害
は
非
任
意
的
な
財
産
的
犠
牲
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
費
用
は
任
意
的
な
財
産
的
犠
牲
を
い
う
。
六
七

O
条
は
委
任
に
関
し
て
費
用

の
償
還
制
求
権
を
規
定
し
、
六
八
三
条
第
一
文
は
こ
れ
を
事
務
管
理
に
期
用
す
る
。
こ
の
費
用
償
還
輔
求
描
の
要
件
は
大
略
、
次
の
通
り

で
あ
る
。

(a) 

ま
ず
初
め
に
、
委
任
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
受
任
者
に
費
用
償
還
硝
求
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
①
受
任
者
が
当
該
費
用
を

委
任
遂
行
の
目
的
で
支
出
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
@
受
任
者
が
当
該
事
情
に
よ
れ
ば
必
要
宏
司

E
E司
z
n
g
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
よ
う
な
費
用
で
あ
る
こ
と
の
二
つ
の
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

曙1

2 
m 
隠
し
て
生
じ
た
1白
書
と
ド
イ
ツ

民
主告

.と
0 
条

室、J

五
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法
学
怠
林
第
一
一

O
巻

第

三

号

占，、

委
任
港
行
の
目
的
の
た
め
に
支
出
す
る
と
い
う
受
任
者
の
意
思
は
、
大
抵
の
場
合
に
は
事
務
処
理
の
外
部
的
な
事
象
か
ら
明
ら
か

と
な
る
。
ま
た
、
委
任
撞
汀
の
目
的
に
適
合
的
な
費
用
と
し
て
は
、
委
任
の
内
容
に
よ
り
直
接
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
支
出
(
約
束
さ
れ

{イ)
た
委
任
者
の
債
務
の
支
払
い
)
だ
け
で
な
く
、
事
務
処
理
を
準
備
・
促
進
す
る
よ
う
な
従
た
る
費
用

2
0
v
g
w
g窓
口
)
(
旅
費
、
通
信

費
、
捕
助
者
の
た
め
の
費
用
な
ど
て
定
ら
に
、
事
務
処
理
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
受
任
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
費
用
、
す
な
わ
ち
不

可
避
的
な
結
果
費
用
(
ロ

ogsemo司
o-向島
B
Zロ
)
も
こ
れ
に
属
す
る
。
た
と
え
ば
、
受
任
者
に
よ
っ
て
借
入
れ
ら
れ
た
消
費
貸
借

の
利
息
や
弁
済
費
用
、
事
務
処
理
の
結
果
と
し
て
の
法
的
紛
争
の
た
め
の
訴
訟
費
用
、
事
務
処
理
に
基
づ
い
て
受
任
者
が
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
料
金
や
税
金
、
利
息
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

(ロ)

費
用
の
必
要
性
に
関
す
る
判
断
基
準
は
、
費
用
の
支
出
の
時
点
に
お
け
る
受
任
者
の
状
況
を
基
礎
と
し
て
、
理
性
的
な
行
為
者
の

立
場
か
ら
判
断
し
て
、
必
要
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
委
任
の
目
的
や
範
囲
、
費
用
と
利
益
の
均

術
性
、
委
任
者
に
と
っ
て
の
委
任
の
重
要
性
、
委
任
者
の
財
産
関
係
や
容
態
な
ど
が
考
臆
さ
れ
る
。

客
間
的
に
は
必
要
で
な
い
が
、
し
か
し
、
受
任
者
が
過
失
な
し
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
費
用
も
償
還
輔
求
の
対
象
に
含
ま
れ
る
。
つ

ま
り
、
費
用
の
必
要
性
に
関
す
る
受
任
者
の
無
責
の
錯
誤
は
委
任
者
の
リ
ス
ク
負
担
と
な
る
。

判
断
の
基
準
時
は
費
用
の
支
出
時
で
あ
る
か
ら
、
支
出
し
た
後
に
生
じ
た
事
情
は
も
ち
ろ
ん
必
要
性
の
判
断
に
影
響
を
与
え
な
い
。

h
u
 

次
に
、
事
務
管
理
者
の
費
用
償
還
蹄
求
備
に
つ
い
て
み
る
と
、
事
務
管
理
の
一
般
的
要
件
す
な
わ
ち
①
事
務
処
理
で
あ
る
こ
と
、

@
他
人
の
た
め
に
行
う
こ
と
、
@
委
任
や
そ
の
他
の
事
務
処
理
描
限
を
有
し
な
い
こ
と
の
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
前
提
と
な
る

(
六
七
七
条
)
。
そ
の
上
で
、
こ
の
事
務
処
理
の
引
受
が
本
人
の
利
益
お
よ
び
本
人
の
現
実
的
ま
た
は
推
定
的
な
意
思
に
合
致
す
る
場
合
に

《

6
}

は
、
事
務
管
理
者
は
受
任
者
と
同
様
に
(
豆

o
a出
回

g
g『写
m
m
Z
5
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
六
八
三
条
第
一
文
)
。

「
受
任
者
と
同
様
に
」
と
い
う
の
は
、
六
七

O
条
の
準
用
な
い
し
類
推
適
用
と
閉
じ
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
事
務
処
理
の
目
的
で
の
費
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用
支
出
や
費
用
の
必
要
性
な
ど
に
閲
し
て
は
、
委
任
の
場
合
と
同
様
に
解
さ
れ
る
。

費
用
償
還
請
求
権
の
事
務
管
理
に
特
有
な
要
件
は
、
事
務
処
理
の
引
受
が
本
人
の
利
益
お
よ
び
意
思
に
適
合
す
る
こ
と
で
め
る
。
事
務

管
理
の
場
合
に
は
、
当
事
者
間
の
契
約
に
越
づ
か
な
い
で
一
方
的
に
他
人
の
事
務
が
行
わ
れ
る
か
ら
、
押
し
つ
け
が
ま
し
い
事
務
処
理
か

ら
本
人
を
守
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
適
合
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
望
ま
れ
な
い
干
渉
か
ら
本
人
を
保
護
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
適
合
性
の
判
断
基
単
時
は
事
務
処
理
の
引
受
の
時
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
後
の
具
体
的
・
間
別
的
な
事
務
処
理
が
本
人
の
利

益
や
意
思
に
反
す
る
場
合
で
も
、
費
用
償
還
鵠
求
権
は
有
効
に
成
立
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
本
人
の
意
思
を
考
慮
し
て
本
人

の
利
益
が
要
求
す
る
よ
う
に
事
務
を
行
う
べ
き
事
務
管
現
者
の
義
務
(
六
七
七
条
)
の
違
反
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
こ
れ
は
費
用
償
還

請
求
権
と
は
別
聞
の
問
題
で
あ
る
。

利
益
適
合
性
と
意
思
適
合
性
は
と
も
に
充
足
す
る
こ
と
が
必
要
さ
れ
る
(
累
間
的
な
充
足
可
能
文
上
は
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
紫

一
部
の
見
解
は
、
単
に
本
人
の
意
思
適
合
が
決
定
的
で
め
り
、
利
益
適
合
性
は
〈
第
二
次
的
な
)
措
定
的
な
意

思
を
確
定
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
主
揺
す
る
。
六
八
三
条
第
一
文
は
厳
格
な
主
観
的
原
則
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、

直
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

専
ら
本
人
の
現
実
的
・
推
定
的
な
意
思
が
器
棚
と
な
る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
利
益
適
合
性
は
な
い
が
、
意
思
適
合
性
が
あ
る
場
合

に
は
、
右
の
通
説
的
見
解
と
は
異
な
り
、
費
用
償
還
請
求
権
が
事
務
管
理
者
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
盟
ま
れ
な
い
干
渉
か
ら
本
人

を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
場
合
に
、
事
務
管
理
者
を
比
較
的
不
利
な
地
位
に
置
き
、
こ
の
者
に
費
用
償
還
を
拒
否
す

ベ
き
理
由
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

な
お
、
通
常
の
事
務
管
理
と
は
異
な
っ
て
、
こ
の
事
務
処
理
が
行
わ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
本
人
の
公
的
な
利
益
を
内
容
と
す
る
義
務
や

法
伸
上
の
扶
建
義
務
が
適
時
に
閥
行
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
本
人
の
意
思
に
反
す
る
と
き
で
も
、
事
務
管
理
の
成
立
が
認

事
務
処
盟
に
際
し
て
生
じ
た
柵
則
容
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
二
)
(
宮
本
)

ーヒ
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第
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一

O
巻

第
三
号

J¥ 

め
ら
れ
る
(
六
七
九
条
)
。
こ
の
場
合
に
は
、
費
用
償
還
輔
求
権
も
意
思
適
合
性
は
問
題
と
な
ら
ず
、
利
益
適
合
性
の
み
で
足
り
る
(
六

八
三
条
第
二
文
)
。

(a) (2) 

費
用
償
還
踊
求
権
と
損
害
賠
償
暗
求
権
の
差
異

ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
二
四
九
条
か
ら
二
五
五
条
に
お
い
て
損
害
賠
償
諦
求
権
の
一
般
原
則
を
定
め
、
二
五
六
条
お
よ
び
二
五
七
条

に
お
い
て
費
用
償
還
蛸
求
権
の
一
般
的
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
六
七

O
条
お
よ
び
六
八
三
条
に
よ
る
費
用
償
還
硝
求
槌
も
こ
の
費
用
慣

避
の
一
般
規
定
に
服
す
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
費
用
の
償
還
は
金
銭
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
支
出
さ
れ
た
金
額
、
ま
た
は
、
金
銭
以
外
の
物
が
支
出

さ
れ
た
と
き
は
、
支
出
の
時
点
に
お
け
る
そ
の
物
の
価
値
の
賠
償
と
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
額
が
費
用
償
還
の
対
象
と
な
る
。
つ
ま
り
、

費
用
償
溜
舗
求
植
は
価
額
賠
償
硝
求
掘
(
毛
市
『
S
E
E
S
E胃
5
5
で
あ
っ
て
、
原
状
回
復
を
内
容
と
す
る
損
害
賠
償
舗
求
描
(
二
四

九
条
一
項
)
と
は
こ
の
点
で
異
な
る
。

こ
の
償
越
さ
れ
る
べ
き
金
額
に
は
原
則
と
し
て
支
出
の
時
か
ら
利
息
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
ニ
五
六
条
第
一
文
)
。
た
だ
し
、

費
用
が
償
還
義
務
者
に
引
渡
さ
れ
る
べ
き
も
の
(
口
高

g
a自
己
に
支
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
も
の
の
利
益
や
果
実
が
報
酬
な
し
に

償
還
惜
利
者
に
残
っ
て
い
る
聞
は
、
利
息
を
支
払
う
必
要
は
な
い
(
二
五
六
条
第
二
文
)
。

償
還
描
利
者
が
一
定
の
目
的
の
た
め
に
債
務
を
負
担
し
た
と
き
は
、
こ
の
債
務
か
ら
の
免
責

aopagも
を
翻
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
債
務
が
ま
だ
弁
請
期
に
な
い
と
き
は
、
償
避
義
務
者
は
免
責
に
代
え
て
、
彼
に
担
保
を
給
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
二
五
七

条)。さ
ら
に
、
債
権
一
般
に
妥
当
す
る
留
置
権
(
ニ
七
三
条
〕
や
相
殺
権
(
三
八
七
条
)
も
費
用
償
還
請
求
権
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
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ま
で
も
な
い
。

(ω 

こ
れ
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
掘
に
閲
す
る
規
定
は
費
用
償
還
甜
求
掘
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
二
五
四
条
の
過
失

相
殺
は
費
用
償
還
請
求
権
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
損
害
を
費
用
と
同
視
し
て
六
七
O
条
に
基
づ
い
て
請
求

す
る
場
合
に
は
、
二
五
四
条
が
類
推
適
用
さ
れ
日
。
こ
れ
が
従
来
の
判
例
・
通
説
の
見
解
で
あ
る
が
、
近
時
本
来
的
な
費
用
償
還
鏑
求

の
場
合
で
も
、
ォ
l
ル
オ
ア
ナ
ッ
シ
ン
グ
の
原
則
か
ら
離
れ
て
、

(
凶
)

る
見
解
が
主
損
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
事
務
処
理
者
が
一
部
自
己
の
目
的
を
追
求
し
て
い
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
効
果
の
な
い
費
用

一
定
の
場
合
に
は
費
用
償
還
の
範
囲
を
削
合
的
に
定
め
る
べ
き
だ
と
す

を
軽
過
失
で
必
要
な
も
の
と
考
え
た
場
合
、
膨
大
な
費
用
や
不
均
衡
な
費
用
を
支
出
す
る
際
に
委
任
者
に
照
会
す
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
割
合
的
な
費
用
の
償
還
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

労
務
給
付
の
価
値
と
費
用
償
週
間
求

費
用
償
還
剖
求
権
と
関
連
し
て
、
事
務
処
理
に
必
要
な
労
務
給
付
の
価
値
が
費
用
に
属
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
他
人
の
た
め
に
す

(3) 
る
任
意
的
な
財
産
的
犠
牲
と
い
う
費
用
の
一
般
的
な
定
義
か
ら
す
る
と
、
事
務
処
理
者
に
よ
る
労
働
力
の
投
入
も
原
則
的
に
は
費
用
に
属

す
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
こ
の
よ
う
な
費
用
償
還
晴
求
権
が
昭
め
ら
れ
る
か
は
、
費
用
の
定
義
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の

都
度
の
法
体
関
係
に
適
用
さ
れ
る
規
範
の
意
義
や
目
的
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
に
円
。

la) 

た
と
え
ば
、
委
任
関
係
に
閲
し
て
は
、
受
任
者
の
労
務
給
付
そ
れ
自
体
の
費
用
該
当
性
は
否
定
さ
札
却
。
労
務
給
付
に
対
す
る
費

用
償
還
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
委
任
契
約
の
無
償
性
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
委
任
の
遂
行
の
た
め
に
は
受
任
者
の
職
業
や
生
業
に
閲

辿
す
る
活
動
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
受
任
者
に
収
入
の
脱
落
(
〈
申
邑
戸
市

S
E
E
P
-
-〉
が
生
じ
た
場
合
で
も
、
閉
じ
こ
と
が
妥
当

{
M
M
 

す
る
。

UJ 

E 
盟

際
し
て
生
じ
た
IU 
g 
と
ド
イ
'7 

民
法
r、
.1: 
o 
条

芸

:lL 
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O
巻

束

三

号

。

し
か
し
、
こ
れ
と
異
な
り
、
追
加
的
な
給
付

(N5宮
N
-
E
S
E
-
a
g
m
)、
す
な
わ
ち
委
任
の
遂
行
か
ら
受
任
者
の
さ
ら
に
別
の
活

動
の
必
要
性
が
生
じ
、
委
任
者
が
こ
れ
を
望
ん
だ
場
合
に
は
、
こ
の
追
加
的
な
労
務
給
付
に
対
す
る
報
酬
を
費
用
と
し
て
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
一
一
般
的
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
は
も
は
や
無
償
で
給
付
す
べ
き
傾
岐
に
属
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

他
人
の
財
産
の
管
理
を
無
償
で
引
き
受
け
た
弁
謹
士
が
こ
の
管
理
の
途
中
で
訴
訟
を
行
う
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
な
い
し
要
件
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
追
加
的
給
付
が
受
任
者
の
職
業
的
な

A

H

H

V

{

附
}

活
動
傾
域
に
属
す
る
場
合
に
限
る
と
す
る
見
解
、
取
引
観
念
上
は
無
償
で
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
給
付
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
見
解
な
ど

が
あ
る
。
ま
た
、
近
時
、
こ
れ
を
現
実
的
ま
た
は
推
定
的
な
当
事
者
意
思
の
観
点
か
ら
考
察
す
べ
き
だ
と
す
る
弘
前
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

h
u
 

事
務
管
理
の
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
、
意
識
を
失
っ
た
通
行
人
を
救
助
す
る
た
め
に
、
医
者
が
診
療
時
間
を
取
り
や
め
た
場
合
の

よ
う
な
収
入
の
脱
落
が
ま
ず
第
一
に
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
が
任
意
的
な
財
産
的
犠
牲
に
属
し
、
事
務
管
理
者
は
こ
れ
を
費

用
償
還
問
求
し
う
る
こ
と
に
異
論
は
見
ら
れ
な
い
。
右
の
事
例
で
は
、
事
務
管
国
者
た
る
医
師
の
本
来
取
得
で
き
た
は
ず
の
診
療
報
酬
が

犠
牲
に
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
事
務
処
理
が
事
務
管
理
者
の
中
断
さ
れ
た
職
業
的
活
動
と
同
じ
で
な
い
場
合
で
も
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す

る。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
収
入
の
脱
搭
が
存
在
し
な
い
と
き
で
も
、
事
務
管
理
者
は
報
酬
(
〈
ロ
『

m
E
Eも
を
請
求
し
う
る
か
ど
う
か

が
問
題
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
右
の
事
例
に
お
い
て
、
医
師
が
休
日
あ
る
い
は
診
療
時
間
終
了
後
の
散
歩
中
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
犠
牲
に
さ
れ
た
時
間
や
労
働
力
に
対
す
る
費
用
償
週
請
求
縮
ま
た
は
報
酬
請
求
権
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
る
。

判
例
・
遇
税
は
こ
れ
を
原
則
と
し
て
否
定
す
る
。
事
務
管
理
の
利
他
的
・
隣
人
愛
的
な
性
質
や
、
事
務
管
理
者
に
契
約
と
同
じ
利
得
の

チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
務
管
理
の
意
義
、
六
八
三
条
に
よ
る
六
七

O
条
の
参
照
指
示
な
ど
か
ら
、
事
務
管
理
の
無

償
性
が
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
、
例
外
的
に
、
判
例
・
通
説
は
右
の
医
師
の
例
の
よ
う
に
当
該
事
務
処
理
が
職
業
的
・
生
業
的
な
活
動
間
域
に
含
ま
れ
る
場
合

(時
V

に
は
通
常
の
報
酬
の
請
求
権
を
事
務
管
理
者
に
認
め
る
。
間
接
的
な
財
産
的
費
用
、
あ
る
い
は
後
見
人
の
労
務
を
費
用
と
看
な
し
て
い
る

一
八
三
五
条
三
項
の
類
推
適
用
、
贈
与
意
聞
の
あ
る
場
合
の
拙
求
権
の
不
成
立
を
定
め
る
六
八
五
条
一
項
の
反
対
解
択
な
ど
が
そ
の
恨
拠

と
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
委
任
の
場
合
の
よ
う
な
追
加
的
な
給
付
の
要
件
は
も
ち
ろ
ん
問
題
と
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
有
力
説
は
、
事
務
処
理
の
引
受
が
報
酬
と
引
き
換
え
に
の
み
期
待
さ
れ
る
崎
合
に
は
、
職
業
的
な
事
務
管
理
者
に
限

AmM 

ら
ず
非
職
業
的
な
事
務
管
理
者
に
も
適
切
な
報
酬
を
認
め
る
。
こ
れ
は
事
務
管
理
の
有
償
性
を
右
の
限
度
で
符
定
す
る
点
に
お
い
て
、
事

務
管
理
の
無
償
性
を
前
提
と
す
る
判
例
・
通
説
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。

右
の
有
力
説
は
六
八
三
条
に
よ
る
六
七

O
条
の
増
用
は
編
纂
上
の
誤
り
(
H

・0色
白

W
C
0
3
0
=
号

F
E
E
-
)
に
基
づ
く
と
い
う
招
識
を
基
礎

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
法
の
部
分
草
案
の
編
纂
者
で
あ
る
フ
ォ
ン
・
ク
ュ

l
ベ
ル

(
4
S
E
E
E
は
、
当
時
の
実
務
と
一
致
し
て
、

「
支
払
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
よ
う
な
行
為
」
に
閲
し
て
事
務
管
理
者
の
報
酬
請
求
権
を
認
め
た
〈
事
務
管
理
の
部
分
革
案
二
三
八
条
)
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
当
初
の
意
図
は
変
更
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
第
一
草
案
で
は
こ
の
よ
う
な
制
定
は
阻
か
れ
な

か
っ
た
。
ま
た
、
事
務
管
理
者
の
費
用
償
還
請
求
権
は
委
任
法
の
準
用
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
(
第
一
草
案
七
五
三
条
)
。
当
時
、
委
任

は
有
償
と
さ
れ
、
報
酬
支
払
制
求
揃
(
第
一
草
案
五
八
六
条
)
と
費
用
償
還
訓
求
描
(
第
一
草
案
五
九
五
条
〉
は
別
個
に
定
め
ら
れ
て
い

た
か
ら
、
費
用
に
報
酬
は
含
ま
れ
な
い
。
従
っ
て
、
委
任
法
の
規
定
の
準
用
に
よ
っ
て
、
事
・
謹
一
回
理
者
の
質
問
償
還
請
求
権
も
報
酬
を
含

ま
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
第
一
の
編
纂
上
の
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
委
任
の
遂
行
が
事
情
に
よ
り
報
削

と
引
換
に
の
み
期
待
さ
れ
る
べ
き
崎
合
に
は
、
報
酬
は
黙
示
で
合
意
さ
れ
た
も
の
と
宥
な
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
(
第
一
草
案
五

八
六
条
第
二
文
)
、
事
務
管
理
の
場
合
の
費
用
概
念
を
広
く
理
解
し
て
、
適
切
な
場
合
に
は
報
酬
も
費
用
に
含
め
る
の
が
立
法
者
の
見
解

で
あ
る
と
解
す
る
余
地
は
あ
っ
た
。

事
務
処
即
.
に
探
し
て
生
じ
た
銅
宙
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
条
〔
一
)
(
宮
本
)
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O
巻

m--一号

さ
ら
に
、
第
二
草
案
で
は
、
有
償
の
事
務
処
理
(
有
償
委
任
)
は
す
で
に
雇
用
・
請
負
の
傾
域
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
単
に
法
技

術
的
な
理
由
で
委
任
の
傾
域
か
ら
除
外
さ
れ
て
、
こ
れ
に
閲
す
る
独
立
的
な
規
定
が
固
か
れ
た
〈
第
二
草
案
六

O
六
条
・
現
六
七
五
条
)
。

そ
の
結
果
、
委
任
は
無
償
に
限
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
第
二
草
案
は
事
務
管
理
に
関
し
て
委
任
規
定
の
単
用
を
そ
の
ま
ま
に

し
た
〈
第
二
草
案
六
一
四
条
)
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
右
の
よ
う
に
費
用
概
念
を
広
く
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
第
二

の
編
纂
上
の
誤
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
黙
示
的
な
報
酬
の
合
意
に
関
す
る
六
一
二
条
一
項
〈
庖
用
)
・
六
三
一
条
一
項
〈
甜
負
)
の
類
推
適
用
ま
た
は
修
正
的
な
解

釈
の
方
法
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
編
纂
上
の
誤
り
を
除
去
し
立
法
当
初
の
意
図
を
実
現
す
る
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

通
説
的
見
解
で
は
、
委
任
・
事
務
管
理
の
い
ず
れ
も
無
償
性
か
ら
出
発
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
報
酬
の
取
扱
い
を
異
に
す
る
理
由
は
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
力
説
で
は
、
事
務
管
理
は
委
任
と
は
異
な
っ
て
必
ず
し
も
無
償
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と

か
ら
報
酬
の
取
扱
い
の
差
異
も
首
尾
一
貫
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
優
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

な
お
、
近
時
、
本
人
の
利
益
と
現
実
的
・
推
定
的
な
意
思
の
合
致
を
要
件
と
す
る
六
八
三
条
第
一
文
か
ら
す
る
と
、
事
務
管
理
の
場
合

に
も
契
約
理
論
的
に
理
解
で
き
る
と
し
て
、
当
事
者
の
推
定
的
な
意
思
の
探
求
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
事
務
管
理
に
関
し
て
は
一
定
の
場
合
に
労
務
報
酬
を
認
め
る
点
で
は
判
例
・
学
説
の
見
解
は
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
事
務

管
理
の
無
償
性
そ
れ
自
体
を
百
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
次
に
見
る
よ
う
に
事
務
管
理
の
無
償
性
を
強
調
し
て
本
人
の

偶
然
損
害
の
賠
償
賀
任
を
甚
礎
づ
け
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

受
任
者
・
事
務
管
理
者
の
被
っ
た
損
害

委
任
事
務
を
処
理
す
る
際
に
両
当
事
者
の
過
失
な
し
に
受
任
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
委
任
者
は
こ
の
偶
然
損
害

Q
巳
島
田
・
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nvES)
に
閲
し
て
賠
償
賀
任
を
負
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ロ

l
マ
法
上
大
き
な
論
争
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
後
の
各
国
の
立

{
剖
】

法
に
お
い
て
も
種
々
の
異
な
る
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
で
は
、
パ
ウ
ル
ス
は
売
買
さ
れ
た
奴
隷
の
窃
盗
の
場
合
を
除
い
て
、

偶
然
損
害
の
賠
償
を
否
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
二

O
O
O条
は
受
任
者
の
披

っ
た
摘
容
す
べ
て
に
つ
い
て
賠
償
を
認
め
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
は
委
任
の
遂
行
と
結
び
つ
い
た
損
笹
と
事
務
処
理
に
隙
し
て
生
じ

た
損
害
を
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
委
任
者
の
無
過
失
賀
任
を
認
め
こ

O
一
四
条
)
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
無
償
で
引
き
受
け
た
受

任
者
は
、
有
償
委
任
で
あ
れ
ば
支
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
報
酬
の
最
高
額
を
こ
れ
の
賠
償
と
し
て
請
求
し
う
る
と
す
る
(
一

O
一
五
条
)
。

ま
た
、

ス
イ
ス
債
務
法
で
は
委
任
者
の
雌
格
な
質
任
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
に
過
失
の
挙
証
賀
任
の
転
換
が
な
さ
れ
る
に
過
ぎ

な
い
(
四

O
二
条
ニ
項
)
。
た
だ
し
、
事
務
管
理
に
つ
い
て
は
、
委
任
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
本
人
は
無
過
失
調
書
賠
償
賞
任
を
負
う

(
四
二
二
条
一
項
)
。

ド
イ
ツ
民
法
典
は
こ
れ
ら
と
異
な
り
、
こ
の
よ
う
な
相
留
の
陪
慣
に
閲
し
て
明
文
の
規
定
を
有
し
な
い
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
こ
と

に
、
そ
の
後
の
判
例
・
学
説
の
鹿
聞
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
費
任
が
解
釈
上
肯
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

ま
ず
初
め
に
立
法
過
程
で
の
議
論
を
見
た
上
で
、
判
例
・
学
説
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

な
お
、
こ
こ
で
扱
う
主
要
な
判
決
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
便
宜
的
に
判
決
番
号
と
事
件
内
容
を
想
起
し
う
る
よ
う
に
事
件
名
を
付
し
た
。

引
用
に
際
し
て
は
こ
こ
で
は
単
に
判
決
番
号
を
用
い
る
。

市
情
務
処
理
H
h

際
し
て
生
じ
た
Mm習
と
ド
イ
ツ
民
議
六
七

O
条
(
一
)
{
宮
本
)
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羽院

[U]
判
決
の
詳
繍
に
つ
い
て
は
第
二
家
三

ω同
耐
を
参
照
。

(a) (1) 

立
法
過
程
で
の
職
簡

す
で
に
民
法
典
の
第
一
草
案
の
段
階
に
お
い
て
、
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
の
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通

法

(
A
L
R
)
八
一
条
は
代
理
の
場
合
に
つ
き
「
代
理
人
が
損
害
を
被
る
危
険
に
さ
・
り
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
本
人
の
指
図
を
処
理
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
単
な
る
偶
然
損
害
も
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
は
拒
否
さ

れ
た
。
委
任
者
が
委
任
遂
行
の
際
に
偶
然
に
よ
っ
て
被
っ
た
受
任
者
の
損
害
を
ど
の
程
度
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、

{mv 

「
問
題
と
な
る
事
例
が
多
様
で
あ
る
が
故
に
、
接
待
に
よ
る
判
断
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

{
剖
}

第
二
委
員
会
で
は
、
委
任
者
の
賠
償
義
務
に
関
し
て
二
つ
の
新
た
な
提
案
が
な
さ
れ
た
。
第
一
の
提
案
は
、
「
委
任
者
は
、
直
接

(b) 
的
に
事
務
処
理
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
こ
の
事
務
処
理
と
分
離
し
得
な
い
危
険
か
ら
生
じ
た
受
任
者
の
損
失
に
関
し
て
こ
れ
を
賠
償
す
べ
き

義
務
を
負
う
」
と
い
う
規
定
を
置
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
「
委
任
の
内
容
に
よ
れ
ば
事
務
処
理
か
ら

分
離
で
き
な
い
危
険
か
ら
生
じ
た
受
任
者
の
損
失
に
関
し
て
は
、
委
任
者
は
受
任
者
に
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
べ
き
も

の
と
す
る
。

こ
の
第
一
の
提
案
の
目
的
は
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典

(
A
D
H
G
B
)
九
三
条
一
項
に
相
当
す
る
規
定
を
委
任
に
関
し
て
置
く
こ
と
に
あ

る
。
つ
ま
り
、
普
通
法
で
は
組
合
と
委
任
は
異
な
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
右
の
規
定
の
範
囲
内
で
委
任
者
の
賠
償
義
務
を
認
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
両
者
の
同
等
な
扱
い
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
受
任
者
は
委
任
者
の
叶
算
と
危
険
に
お
い
て
行
為
し
て
お
り
、

委
任
者
が
自
ら
こ
の
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
危
険
は
委
任
者
に
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
を
受
任
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
は

好
意
を
基
礎
と
す
る
委
任
の
本
質
と
矛
盾
す
る
。
受
任
者
は
事
務
処
理
と
関
連
し
て
取
得
し
た
す
べ
て
の
利
益
を
委
任
者
に
返
還
し
な
け

市
中
務
処
却
に
探
し
て
生
じ
た
鍋
答
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
条
{
一
)
〔
宮
本
〉

-五
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れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
に
関
迎
す
る
不
利
益
は
受
任
者
に
賠
償
さ
れ
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
受
任
者
の
返
還
義
務

と
調
和
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

第
二
の
提
案
は
本
質
的
に
は
第
一
提
案
と
異
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
直
接
的
」
と
い
う
表
現
を
回
避
し
、
「
直
接
損
害
」
「
間
接
損
害
」

を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
事
務
処
理
の
他
の
方
法
に
よ
れ
ば
こ
の
損
失
を
回
避
で
き
た
場
合
に
は
賠
償
義
務
が
否
定
さ
れ
る

点
で
(
「
委
任
の
内
容
に
よ
れ
ば
」
と
い
う
要
件
の
不
充
足
)
、
両
者
の
差
異
が
存
在
す
る
。

第
一
の
提
案
者
は
第
二
提
案
を
有
利
に
す
る
た
め
に
第
一
提
案
を
撤
回
し
た
。
そ
し
て
、
第
二
提
案
が
採
決
に
付
さ
れ
た
が
、
多
数
意

見
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
。

ま
ず
第
一
に
、
事
務
処
理
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
の
賠
償
を
す
べ
て
の
場
合
に
認
め
る
こ
と
は
一
般
人
の
生
活
観
念
に
合
致
し
な

第
二事

Iミ費
賠理
慣に

国?
のて
判の
断屋
は根
、瓦

基の
本落
的下
にや
は鉄
、道

契 司I

! ? 
が損
当書
該な
掴ど
曹は
を賠

責償
が

可昭
能め
なら
もれ
のる
とベ
し き
てで
、は
あな
るい

は
少
な
く
と
も
考

え
得
る
も
の
と
し
て
計
算
に
入
れ
た
か
ど
う
か
、
ど
の
範
囲
で
計
算
に
入
れ
た
か
に
依
存
す
る
。
具
体
的
に
は
、
①
両
当
事
者
ま
た
は
受

任
者
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
損
害
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
受
任
者
に
委
任
の
危
険
を
課
す
こ
と
が
取
引
観
念
と
一
致
す
る
。

受
任
者
は
こ
の
危
険
を
知
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
委
任
を
引
き
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
異
な
り
、
@
委
任
者
の
み
が
こ

の
危
険
を
知
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
任
者
に
注
意
さ
せ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
委
任
者
は
信
義
則
上
の
義
務
の
違
反
に
基
づ
く
賠
償
責
任

を
負
・
っ
。

第
三
に
、
右
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
両
当
事
者
ま
た
は
受
任
者
が
こ
の
危
険
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
よ
う
な
事
例
の
多
く
は
費
用
償
還
に
閲
す
る
一
般
的
な
原
則
に
よ
っ
て
こ
の
提
案
の
追
求
す
る
目
的
を
達
成
し
う
る
が
故
に
、
法
律
上

の
特
別
な
規
定
は
不
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
受
任
者
が
委
任
遂
行
の
際
に
健
康
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
法
益
の
犠
牲
に
闘
し
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て
、
財
産
的
犠
牲
と
同
じ
よ
う
に
賠
償
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
受
任
者
の
被
っ
た
損
失
が
伎
に
よ
っ
て
意
図
的
に
惹
起
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
理
由
に
、
質
用
に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
受
任
者
は
危
険
と
結
び
つ
い
た
行
為
を
意
図
的
に
行
っ
た
の
で
あ

り
、
受
任
者
が
こ
の
危
険
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
彼
の
費
用
償
還
舗
求
権
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
。

ま
た
、
委
任
者
が
費
用
の
償
還
よ
り
も
多
く
の
義
務
を
負
う
こ
と
を
望
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
こ
の
提
案
の
限
ら
れ
た
範

固
で
あ
る
に
せ
よ
危
険
責
任
を
委
任
者
に
課
す
こ
と
は
法
感
情
と
矛
盾
す
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
第
二
委
員
会
で
は
第
二
提
案
は
否
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
第
二
説
会
で
も
同
様
の
提
案
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、

右
の
理
由
以
外
に
、
と
り
わ
け
新
し
い
商
法
典
の
草
案
で
も
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
九
三
条
一
項
の
削
除
が
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
再
び
拒
否
さ
れ
問
。
も
っ
と
も
、
同
条
は
商
法
典

(
H
G
B〉

け
は
結
果
的
に
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一一

O
条
一
項
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
の
理
由
付

(c) 

委
任
者
の
賠
償
責
任
を
め
ぐ
る
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
草
案
で
は
事
例
の
多
様
性
を
理

由
に
立
法
化
が
断
念
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
委
任
者
の
賠
償
責
任
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ど
の
よ
う

な
場
合
に
こ
れ
を
認
め
る
べ
き
か
の
判
断
を
判
例
や
学
説
に
委
ね
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
草
案
で
は
、
こ
の
よ
う
な
危
険

質
任
を
委
任
者
に
探
す
こ
と
は
法
感
情
に
一
致
し
な
い
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
費
用
概
念
の
拡
張
と
費
用
償
還
硝
求
権
に
よ
る
償
還
の

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

(2) 

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
倒

(a) 

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
当
初
こ
の
よ
う
な
委
任
者
の
責
任
を
否
定
し
た
。
た
と
え
ば
、

[
l
]
判
決
が
そ
う
で
あ
る
。

事
案
は
、
あ
る
居
酒
屋
の
主
人
が
閉
底
時
間
が
過
ぎ
た
の
で
出
て
行
く
よ
う
に
お
客
に
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
逆
上
し
た
二
人
の
若
い
職

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
栂
曹
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
〔
一

)
{
g本
}

-七
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人
に
刺
さ
れ
た
。
万
が
一
の
時
の
手
助
け
を
要
制
さ
れ
て
い
た
原
告
が
主
人
の
叫
び
声
を
聞
い
て
急
い
で
助
け
に
行
っ
た
が
、
そ
の
際
、

ピ
l
ル
グ
ラ
ス
で
殴
ら
れ
、
ナ
イ
フ
で
刺
さ
れ
て
軍
備
を
負
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
原
告
の
主
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
否
定
し
た
。
第
二
委
員
会
の
多
数
意
見
は
、
受
任
者
と
委
任
者
が
こ
の
損
害
を
予

見
で
き
た
場
合
に
は
、
こ
の
危
険
を
知
り
な
が
ら
委
任
を
引
き
受
け
た
が
故
に
、
こ
の
委
任
の
リ
ス
ク
を
も
受
任
者
に
課
す
こ
と
が
取
引

観
念
に
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
受
任
者
に
伺
寄
の
陪
闘
を
認
め
る
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
意
思
に
反
す
る

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
損
害
の
賠
償
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
他
康
や
身
体
的
な
完
全
性
の
犠
牲
を

費
用
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
さ
ら
に
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
費
用
と
は
一
定
の
目
的
の
達
成
の
た

め
に
な
さ
れ
た
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
立
替
金
〔
〉

g
E問
。
)
ま
た
は
財
産
的
価
値
の
犠
牲
を
い
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
原
告
は
こ
の

よ
う
な
陸
路
に
つ
い
て
の
犠
牲
を
盟
ん
で
い
な
か
っ
た
し
、
六
七

O
条
に
お
い
て
こ
れ
を
費
用
概
念
に
含
め
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
と
り

わ
け
委
任
者
の
費
用
前
払
義
務
に
関
す
る
六
六
九
条
と
整
合
し
な
い
と
判
示
し
た
。

こ
れ
と
同
様
に
受
任
者
の
賠
償
請
求
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
一

O
年
七
月
九
臼
判
決

C
巧

E
-
0・
gu)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
事
案
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
と
と
も
に
、
判
旨
も
ご
く
簡
単
に
、

一
定
の
目
的
の
達
成
の
た
め
の
、
自
由

な
意
思
に
基
づ
く
立
替
金
と
財
産
的
価
値
の
犠
牲
の
み
が
飽
用
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

(b) 

そ
の
後
、
ラ
イ
ヒ
龍
判
所
は
黙
示
的
な
責
任
引
受
を
根
拠
と
し
て
、
委
任
者
の
責
任
を
肯
定
す
る
に
至
っ
た
。
右
の

[
1
]
判
決

も
特
別
な
事
情
の
あ
る
事
案
に
つ
き
黙
示
的
な
責
任
引
受
を
肯
定
し
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
、

[2]
判
決
は
こ
れ
を
具
体
的
事
例

に
お
い
て
認
定
し
、
委
任
者
の
質
任
を
肯
定
し
た
。

事
案
は
、
あ
る
警
察
官
が
酒
場
で
の
乱
闘
を
職
務
上
制
止
し
よ
う
と
し
た
際
に
ナ
イ
フ
で
刺
さ
れ
、
逃
走
し
た
犯
人
を
追
跡
す
る
際
に

一
緒
に
来
て
犯
人
を
教
え
る
こ
と
を
を
お
客
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
応
じ
た
客
が
そ
の
途
中
で
ナ
イ
フ
で
左
目
を
刺
さ
れ
て
失
明
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し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
被
害
者
は
被
告
た
る
自
治
体
に
対
し
て
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
こ
の
請
求
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
警
察
官
の
依
頼
に
基
づ
い
て
、
原
告
と
被
告
た
る
自
治
体
の
間

に
公
的
な
利
益
で
の
提
助
給
付

2
・2r-o宮
F
E
E
S
O司
S
E
n
-
M
S
E
E
-
g
m
D〉
を
内
容
と
す
る
契
約
関
係
が
有
効
に
成
立
し
、
こ
れ

は
本
質
的
に
は
委
任
法
の
原
則
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
契
約
関
係
は
原
告
が
警
察
官
と
一
緒
に
来
て
、
彼
に
犯
人
を
教
え
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
委
託
は
公
的
な
利
益
の
た
め
に
彼
の
健
康
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
を
命
じ
、
委
任
者
た
る
被
告

の
義
務
は
法
的
な
必
然
性
を
伴
っ
て
(
豆
ご

dnyEny司
『

Z
o
z
g門
出
雲
市
戸
)
委
任
の
遂
行
に
よ
っ
て
原
告
に
生
じ
た
す
べ
て
の
蹴
寄

に
関
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

A
M
U
V

〔

m

V

A

m

v

こ
の
よ
う
に
本
件
で
は
黙
示
的
な
責
任
引
受
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後

[
3
]
判
決
や

[
5
〕
判
決
、
〔
7
〕
判
決
な
ど
も
問
機
に

」
の
黙
示
的
な
責
任
引
受
に
よ
っ
て
事
案
を
解
決
し
た
。

(c) 

さ
ら
に
、
黙
示
的
な
責
任
引
受
で
は
な
く
て
、

一
定
の
摘
寄
を
費
用
と
同
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
七
O
条
に
よ
る
委
任
者
の

費
低
が
柑
同
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

[
4
〕
判
決
の
見
解
が
そ
う
で
あ
る
。

事
案
は
、
あ
る
自
治
体
に
お
い
て
火
災
が
尭
生
し
、
市
長
は
救
助
作
業
や
消
火
活
動
の
指
揮
者
と
し
て
他
の
者
を
含
め
て
原
告
に
援
助

を
嬰
摘
し
た
。
燃
え
て
い
る
家
の
屋
根
の
上
に
い
た
原
告
は
、
煙
突
の
倒
域
に
よ
ゥ
て
誼
傷
を
負
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
被
告
た
る
自

治
体
に
対
し
て
国
留
の
賠
償
を
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
私
法
上
の
委
任
関
係
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
損
害
の
危
険
が
委
任
の
遂
行
と
当
然

に
(
4
0
2

曲
目
=
】
師
酔
)
結
び
つ
い
て
お
り
、
か
っ
、
こ
の
事
務
処
理
の
特
別
な
危
険

E
s
s
e
E口
広
島
ユ
と
し
て
両
当
事
者
に
よ
っ
て

初
め
か
ら
計
算
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
よ
う
な
損
害
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
事
例
の
特
別
な
状
況
が
存
在
し
、
こ

の
よ
う
な
禍
害
は
六
七

O
条
の
慣
用
と
閉
じ
と
看
な
す
べ
き
で
あ
る

(
m
E
n
z
E
S
E
S
E
E
-
-』
れ
に
対
し
て
、
委
任
遂
行
の
た

取
務
処
理
に
隠
し
て
生
じ
た
鍋
宙
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
ご
)
{
宮
本
)

:lL 
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O
巻

第
三
号

二
O

め
の
旅
行
に
際
し
て
の
鉄
道
事
故
に
よ
る
損
害
は
、
旅
行
の
一
般
的
な
危
険
(
巳
-m申
B
也
君
。
広
喜
『
)
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

費
用
と
し
て
こ
れ
を
賠
償
す
る
必
要
は
な
い
。

円

鈎

}

{

羽

}

こ
の
よ
う
に

[
4
]
判
決
は
損
害
と
費
用
を
同
視
す
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
見
解
は
さ
ら
に

[8]
判
決
、

[
9
]
判

rお
よ
び
[
叩
]

判
決
な
ど
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
。
な
お
、
後
二
者
は
事
務
管
理
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。

)
 

A
U
 

(
 
受
任
者
や
事
務
管
理
者
の
被
っ
た
損
害
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
の
掠
れ
は
大
略
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

付)

事
例
類
型
的
に
み
る
と
、
警
察
官
や
市
長
な
ど
か
ら
公
的
な
利
益
の
た
め
に
援
助
協
力
を
求
め
ら
れ
、
そ
の
際
に
負
傷
し
た
と
い

う
事
例
の
多
い
こ
と
が
特
に
自
に
付
く
。
逮
捕
さ
れ
た
犯
人
の
監
視
、
犯
人
追
跡
や
消
火
活
動
へ
の
援
助
協
力
、
狂
犬
病
の
犬
の
捕
聾
な

ど
様
々
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
い
ず
れ
も
委
任
関
係
の
存
在
を
昭
め
る
。

同
じ
よ
う
な
事
例
は
わ
が
国
で
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
不
発
明
処
理
に
際
し
て
巡
査
か
ら
防
火
活
動
へ
の
参
加
を
要

円
幻
}

輔
さ
れ
た
者
が
不
発
弾
の
蝿
発
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
と
い
う
事
例
が
裁
判
上
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
国
陪
法
一
条
に
基
づ
く
損
害
賠

償
請
求
掘
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
国
と
の
聞
に
委
任
関
係
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
六
五

O
条
三
項
に
基
づ
く
賠
償
請
求
権
の
行
使
が

可
能
と
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
国
賠
法
一
条
と
は
異
な
り
、
公
務
員
の
過
失
は
要
件
と
は
な
ら
な
い
。

{ロ)

受
任
者
や
事
務
管
理
者
の
損
害
賠
償
荊
求
掘
の
基
礎
づ
け
に
関
し
て
は
、
黙
示
的
賞
任
引
受
説
と
費
用
問
視
鋭
の
二
つ
に
分
か
れ

る。
黙
示
的
な
責
任
引
受
説
は
契
約
の
補
充
的
解
釈
三
五
七
条
)
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
間
々
の
事
例
に
お
け
る
事
情
か
ら
こ
の

よ
う
な
質
佳
引
受
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
特
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
委
任
の
危
険
性
を
当
初
か

ら
予
見
で
き
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
当
事
者
が
損
害
の
発
生
リ
ス
ク
を
全
く
認
識
し
て
い
な
い
か
、
委
任
遂
行
の
途
中
で
明
ら
か
と
な
っ

た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
補
充
的
な
契
約
解
釈
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
事
務
管
理
の
場
合
に
は
契
約
関
係
が
存
在
し
な
い
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か
ら
、
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
で
、
黙
示
的
な
意
思
表
示
構
成
は
限
界
を
有
す
る
。

次
に
費
用
問
視
説
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
は
第
二
番
員
会
の
多
数
意
見
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
た
解
決
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
適
用
結
果
は
大
き
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
当
務
者
に
よ
っ
て
初
め
か
ら
計
算
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
踊
害
に
関
し
て
は
、
第
二
委
員

会
の
見
解
で
は
、
受
任
者
が
こ
れ
を
負
担
す
る
の
に
対
し
て
、
逆
に
、
右
の

[
4
]
判
決
に
よ
れ
ば
、
委
圧
者
の
負
担
に
帰
す
る
。
こ
の

よ
う
な
結
論
的
な
違
い
は
「
当
事
者
が
計
算
に
入
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
」
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
由
来
す
る
。
第
二
委
員
会
は

こ
れ
を
受
任
者
の
リ
ス
ク
引
受
の
意
思
と
解
す
る
が
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
判
旨
か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
財
産
的
犠
牲

の
任
意
性
の
基
礎
づ
け
と
し
て
理
解
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
で
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
費
用
問
視
説
は
第
二
委
員
会
の
費
用
問
視

説
と
は
異
な
る
。
も
っ
と
も
、
鉄
道
事
故
に
よ
る
損
害
な
ど
は
賠
償
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
は
、
両
者
は
一
致
す
る
。

[
4
]

判
決
は
こ
れ
を
「
一
般
的
な
危
険
」
と
し
て
排
除
し
、
賠
償
さ
れ
る
の
は
事
務
処
理
の
「
特
別
な
危
険
」
と
し
て
の
損
害
に
限
定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
一
般
的
な
危
険
と
特
別
な
危
険
を
区
別
し
て
い
る
点
も
法
自
主
れ
る
。

ま
た
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
費
用
問
視
説
は
、

[
4
]
判
決
や

[
8
]
判
決
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
的
に
は
損
害
は
費
用
に
含
ま

れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
〔
叩
]
判
決
で
は
、
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
危
険
か
ら
生
じ
た
健
康
損
害
は
「
費

円
割
}

用
に
属
す
る

(
N
Z
色

g
〉
Z

言。ロ

EDmgmore-g)」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
一
部
の
慣
寄
を
費
用
に
組
み
込
む
点
で
費
用
概
念
拡
張

税
と
で
も
称
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
細
書
と
間
用
と
の
関
迎
に
つ
き
若
干
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
六
七
O
条

(潟
V

の
適
用
ま
た
は
類
推
適
用
と
い
う
法
的
な
表
現
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
の
損
害
賠
償
舗
求
権
に
閲
し
て
二
四
九
条
以
下
の
規
定
ま
た
は
二

五
六
条
以
下
の
規
定
の
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
規
範
適
用
の
問
題
に
も
影
響
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(1~ 

黙
示
的
な
責
任
引
受
説
と
費
用
問
視
説
は
排
他
的
な
関
係
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
個
別
的
な
事
案
に
お
い
て
契
約
の
補
充
的
解

釈
に
よ
り
賀
任
引
受
の
合
意
を
認
定
し
う
る
渇
合
で
も
、
慣
用
問
視
説
に
よ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
当
事
者
が
計
算
に
入
れ
て
い
た

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
鮒
容
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
{
一
}
(
宮
本
}
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に
違
い
な
い
危
険
に
よ
る
損
害
の
場
合
に
は
、
〔
8
]
判
決
は
通
常
は
補
充
的
な
契
約
解
釈
の
方
法
で
委
任
者
の
責
任
引
受
が
正
当
化
さ

れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、

[
4
]
判
決
は
こ
れ
に
よ
る
こ
と
な
く
、
費
用
問
視
説
に
よ
っ
て
解
決
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

逆
に
、
当
事
者
の
計
算
に
入
れ
て
い
な
い
危
険
に
よ
る
摘
曹
の
場
合
に
は
、
補
充
的
解
釈
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
黙
示
的
な
賀
任

引
受
脱
十
は
こ
の
点
で
限
界
を
有
す
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
費
用
問
視
説
に
よ
る
解
決
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
(

[

8

]

判
決
参
照
)
。

同

委
任
の
遂
行
や
事
務
処
理
に
よ
っ
て
生
じ
た
す
べ
て
の
損
害
が
賠
償
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
賠
償
さ
れ
る
べ
き
損
害
は
制
限
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
制
限
基
準
に
関
し
て
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
は
次
の
三
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
類
型
は
、
単
に
委
任
や
事
務
処
理
と
の
結
び
つ
き
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
委
任
と
結
び
つ
い
た
危
険
か

ら
」
生
じ
た
損
害
(

[

9

]

判
決
。
た
だ
し
、
事
務
管
理
の
事
例
て
あ
る
い
は
「
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
危
険
か
ら
生
ず
る
」
損
害

(
[
叩
]
判
決
)
と
す
る
も
の
が
こ
れ
に
属
す
る
。

第
二
類
型
と
し
て
は
、
委
任
や
事
務
処
理
と
の
「
必
然
的
な
結
び
つ
き
」
を
要
件
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
「
法
的
な
必
然
性
を
伴
っ
て

委
任
の
遂
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
〈
[
2
〕
判
決
て
あ
る
い
は
、
「
委
任
の
遂
行
と
当
然
に
〈

E
E吋宮
g
g
)
結
び
つ
い
た
危
険
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
(

[

3

]

判
決
)
と
す
る
も
の
が
そ
う
で
あ
る
。

第
三
顕
型
は
右
の
要
件
に
両
当
事
者
の
主
観
的
事
情
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
損
害
の
危
険
が
蚕
任
の
遂
行
と
当
然

に
(
4
0ロ
曲

目

Z
M
印
酔
)
結
び
つ
い
て
お
り
、
か
っ
、
こ
の
事
務
処
理
の
特
別
な
危
険

P
B
S宕
2
0
0
p
v
ユ
と
し
て
両
当
事
者
に
よ
っ
て

初
め
か
ら
計
算
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
よ
う
な
損
害
」
(

[

4

]

判
決
て
あ
る
い
は
、
「
委
任
の
遂
行
が
初
め
か
ら
会

g

4
0
5『

MOg-己
損
害
の
危
険
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
危
険
性
が
両
者
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
し
、

考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
」
を
要
求
す
る
も
の
(

[

7

]

判
決
)
、
「
契
約
関
与
者
に
よ
っ
て
計
算
に
入
れ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
よ
う
な
危
険

が
委
任
の
実
行
と
不
可
分
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
」
と
す
る
も
の
(

[

8

]

判
決
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
損
害
の
限
定
基
単
は
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
単
に
表
現
の
仕
方
が
異
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
質
は
異

な
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
第
一
類
型
は
委
任
遂
行
や
事
務
処
理
と
損
害
危
険
と
の
結
合
に
つ
き
「
法
的
な
必
然
性
」
や
「
当
然
に
」
な

ど
を
要
求
し
な
い
点
で
、
他
の
類
型
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
単
に
修
飾
語
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
な
事
案
の
法
的

判
断
に
際
し
て
差
異
を
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
契
約
当
事
者
の
考
慮
の
必
要
性
に
関
し
て
も
、
実
際
の
考
慮
で
は
な
く
て
、

「
考
慮
し
て
い
た
に
違
い
な
い
」
こ
と
で
足
り
る
。
そ
う
す
る
と
、
委
任
遂
行
や
事
務
処
理
と
損
害
危
険
と
の
結
合
関
係
が
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
こ
の
要
件
は
当
然
に
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
賠
償
さ
れ
る
べ
き
掴
寄
は
「
委
任
遂
行
や
事

務
処
理
と
結
び
つ
い
た
特
別
な
危
険
か
ら
生
じ
た
損
害
」
に
限
る
と
す
る
こ
と
で
足
り
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

(3) 

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例

連
邦
通
常
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
当
初
、
委
任
や
事
務
管
理
以
外
の
法
領
域
に
お
け
る
事
例
が
問
題
と
吉
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

《
掲
}

[
日
]
判
決
お
よ
び
[
昭
]
判
決
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
い
ず
れ
も
事
案
解
決
の
出
発
点
と
し
て
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
っ
て
形
成

(a) 
さ
れ
た
委
任
・
事
務
管
理
に
関
す
る
判
例
法
理
を
支
持
す
る
。

そ
の
後
、
事
務
管
理
に
閲
す
る
事
案
が
判
例
上
問
題
と
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
@
あ
る
梢
神
病
者
に
襲
わ
れ
た
被
害
者
の
助
け

を
求
め
る
声
を
聞
い
て
駆
け
つ
け
た
者
が
犯
人
に
ハ
ン
マ
ー
で
頭
を
殴
ら
れ
て
負
備
し
た
事
案
(
[
悶
]
判
開
)
、
@
自
転
車
と
の
街
突
を

(ω 
回
避
す
る
た
め
に
急
ハ
ン
ド
ル
を
切
っ
た
自
動
車
運
転
手
が
畑
に
転
落
し
て
木
に
ぶ
つ
か
り
前
腕
の
骨
折
と
顕
に
裂
傷
を
負
っ
た
事
案

(

[

M

]

判
開
)
、
@
汲
み
取
り
作
業
中
に
肥
だ
め
に
転
落
し
た
者
を
救
助
し
よ
う
と
し
た
扱
み
取
り
業
者
が
と
も
に
死
亡
し
た
と
い
う
事

案
(
[
凶
]
判
制
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
い
ず
れ
も
問
題
と
さ
れ
る
生
命
や
健
康
の
損
害
は
六
八
三
条
・
六
七

O
条
の
費
用
に
属
す

る
も
の
と
さ
れ
た
。

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
鍋
容
と
ド
イ
ツ

R泌
六
七
O
条
ご
)
〈
宮
本
)
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四

こ
れ
に
対
し
て
、

一
般
論
と
し
て
は
右
の
よ
う
な
責
任
を
肯
定
し
つ
つ
、
具
体
的
な
事
案
の
解
決
と
し
て
は
、
賠
償
責
任
を
否
定
し
た

事
例
も
あ
る
。
[
時
]
判
決
や
[
却
]
判
決
が
そ
う
で
あ
る
。

前
者
で
は
、
親
子
喧
嘩
に
際
し
て
父
を
助
け
よ
う
と
し
て
手
首
の
関
節
に
憧
我
を
し
た
息
子
の
、
父
親
に
対
す
る
損
害
賠
償
輔
求
が
問

題
と
さ
れ
た
(
原
告
は
息
子
の
疾
病
保
険
組
合
)
。
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
危
険
状
態
に
あ
る
他
人
の
救
助
は
披
救
助
者
の
た
め
の
事
務

処
理
で
あ
り
、
費
用
償
溜
輔
求
掘
が
救
助
者
(
事
務
処
理
者
)
に
成
立
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
救
助
に
よ
っ
て
被
っ
た
健
康
損
容
も
費
用

に
属
す
る
こ
と
が
判
例
・
学
説
で
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
そ
も
そ
も
財
産
法
上
の
問
題
で
は
な

く
て
、
単
に
倫
理
的
な
規
制
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
べ
き
出
来
事
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
た
と

え
法
的
観
点
か
ら
判
断
す
る
と
し
て
も
、
救
助
し
た
息
子
は
費
用
賠
償
を
調
求
す
る
意
図
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
六
八
五
条
一
項

に
よ
り
費
用
償
還
輔
求
掘
は
成
立
し
な
い
と
判
示
し
た
。

ま
た
、
後
者
の
事
件
は
、
強
風
下
で
の
ゴ
ミ
の
焼
却
時
に
ワ
ラ
東
や
古
タ
イ
ヤ
に
燃
え
移
り
、
消
防
が
こ
れ
を
消
火
し
た
が
、
あ
る
消

防
士
が
消
火
後
に
消
防
ホ
1
ス
を
巻
き
取
る
際
に
左
足
を
く
じ
き
左
上
部
の
距
腿
関
節
〈

ω胃
ロ
ロ

m
m
a
s
s
を
捻
挫
し
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
六
八
三
条
、
六
七

O
条
の
意
味
で
の
費
用
に
属
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
生

命
や
健
康
の
犠
牲
が
こ
の
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
危
険
か
ら
生
じ
た
こ
と
、
厳
雷
に
言
・
っ
と
、
行
為
に
特
別
な
増
大
し
た
危
険

公
営
-mwag師
宮
市

N
5
2
z
m
m
a
a
m
o司肝帽の由『
mV吋
)
が
問
題
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
要
件
が
欠
け
て
い
る
。

消
防
士
が
損
害
を
被
っ
た
の
は
消
火
活
動
の
終
了
徒
で
あ
り
、
こ
の
前
申
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
増
大
し
た
負
傷
リ
ス
ク
は
す
で
に
消
滅
し

て
い
た
と
し
て
、
原
告
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
案
で
は
い
ず
れ
も
事
務
管
理
者
の
生
命
や
健
康
の
損
害
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
判
例
の
中
に
は
、
事
務
管
理
者
の
物

的
損
害
の
賠
償
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
も
み
ら
れ
る
。
[
凶
]
判
決
が
そ
う
で
あ
る
(
後
述
の

ωω
州
制
参
照
)
。
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(c) 

[
口
]
判
決
で
は
、
委
任
ま
た
は
事
務
管
理
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
と
い
う
法
的
性
質
の
決
定
は
留
保
さ
れ
て
い
る
。
問
題
と
さ
れ

た
の
は
、
ホ
テ
ル
に
押
し
入
っ
た
ピ
ス
ト
ル
強
盗
が
逃
走
し
な
い
よ
う
に
手
伝
う
こ
と
を
経
営
者
か
ら
依
頼
さ
れ
た
者
が
撃
た
れ
て
負
傷

し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
原
告
た
る
被
害
者
が
ホ
テ
ル
経
営
者
に
対
し
て
、
①
物
的
損
害
、
@
保
険
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
治

療
聞
の
一
部
、
@
報
酬
の
脱
落
、
@
適
切
な
慰
謝
料
の
支
払
い
を
輔
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
審
は
原
則
的
に
す
べ
て
の
項
目
に

つ
い
て
原
告
の
甜
求
を
認
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
が
上
告
。

裁
判
所
は
、
ま
ず
第
一
に
、
原
審
が
本
件
で
は
事
務
管
理
の
要
件
を
満
た
し
て
お
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
六
八
三
条
・
六
七

O
条
に
基
づ

い
て
援
助
給
付
の
際
に
彼
に
生
じ
た
掴
害
の
賠
償
を
舗
求
し
う
る
こ
と
を
理
由
に
、
原
告
が
委
任
に
基
づ
い
て
、
あ
る
い
は
事
務
管
理
者

と
し
て
行
為
し
た
か
ど
う
か
を
未
解
決
の
ま
ま
に
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
上
告
理
由
も
こ
れ
を
争
っ
て
い
な
い
。
当
事
者
の
争
い
は

単
に
ラ
イ
ヒ
保
険
法
旧
八
九
八
条
に
よ
る
責
任
排
除
の
捜
用
の
可
否
、
お
よ
び
、
民
法
八
四
七
条
の
類
推
適
用
に
よ
る
慰
謝
料
輔
求
の
可

否
の
点
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
の
上
で
、
右
の
責
任
排
除
の
規
定
は
人
的
損
害
に
の
み
妥
当
す
る
か
ら
、
①
の
物
的
損
害
に
関
し
て
は
被
告
の
主
張
は
全
く
根
拠
が

な
い
。
し
か
し
、
@
の
慰
謝
料
に
閲
す
る
被
告
の
主
揺
は
正
当
で
あ
る
。
民
法
八
四
七
条
は
不
法
行
為
と
は
異
な
る
事
例
に
適
用
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。
本
人
の
過
失
を
要
件
と
し
な
い
民
法
六
七

O
条
の
鏑
求
植
に
慰
謝
料
を
認
め
る
こ
と
は
慰
謝
料
の
問
罪
的
機
能

(ロ
g
z肉
FEm帥

『

Z
ロ宮町
O
ロ
)
と
も
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
右
の
@
と
@
に
つ
い
て
は
、
被
告
が
ラ
イ
ヒ
保
険
法
の
責
任
排
除
を
援
用
で
き
る
か
ど
う
か
に
依
存
す
る
。
し
か
し
、
本
件
で

は
、
原
審
が
正
当
に
認
定
し
た
よ
う
に
、
原
告
の
活
動
は
被
告
の
営
業
に
典
型
的
な
活
動
に
属
し
な
い
か
ら
、
ラ
イ
ヒ
保
険
法
に
よ
る
賀

任
排
除
の
要
件
と
し
て
の
労
働
災
害
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
責
任
排
除
を
本
件
の
よ
う
な
援
助
給
付
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
否

市
甲
田
悶
処
担
に
際
し
て
生
じ
た
旧
制
留
と
ド
イ
ツ
良
治
六
七
O
条
ご
)
(
宮
本
)

二
五
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定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
閲
す
る
被
告
の
主
張
は
理
由
が
な
い
と
判
示
し
た
。

確
か
に
、

い
ず
れ
の
場
合
で
も
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
委
任
か
事
務
管
理
か
と
い
う
法
的
性
質
の
決
定
は
重
要
な
意
味

を
有
し
な
い
。
し
か
し
、
ホ
テ
ル
経
営
者
が
手
伝
う
こ
と
を
要
請
し
た
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
と
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
と
同
じ
よ

う
に
、
本
来
的
に
は
委
任
契
約
の
成
立
を
肯
定
し
う
る
草
案
だ
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ω} 

こ
の
よ
う
に
連
邦
通
常
裁
判
所
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
る
判
例
法
理
を
最
継
し
た
。

(イ}

事
例
類
型
的
に
み
る
と
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
時
代
と
は
異
な
っ
て
、
委
任
契
約
で
は
な
く
て
、
事
務
管
理
の
事
例
が
殆
ど
で
あ
る
。

事
務
管
理
の
場
合
に
は
補
充
的
な
契
約
解
釈
の
余
地
は
な
い
か
ら
、
黙
示
的
な
責
任
引
受
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
す
べ
て
費
用

一
部
の
学
説
は
、
辿
邦
通
常
裁
判
所
は
黙
示
的
な
損
害
引
受
契
約
の
構
成
か
ら
離
れ
て
、
拡

張
的
な
費
用
概
念
前
成
へ
と
移
っ
た
と
理
解
す

ι側
、
右
の
よ
う
な
類
型
的
な
制
約
を
無
視
す
る
こ
と
は
併
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

問
視
説
に
よ
っ
て
処
理
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

(ロ)

右
の

ωに
引
用
し
た
宵
定
判
例
で
は
、
事
務
管
理
者
の
損
害
は
「
費
用
に
属
す
る

(
N
Z

号
ロ
〉
巳
毛
田
E

Z

ロ
m
g
何
回

5
2ロ)」

(
[
悶
]
判
決
)
ま
た
は
「
費
用
に
数
え
ら
れ
る
な
Z

品
自
〉
三
宅
ロ
E
g
m
g
N
U
E
S
)」
(

[

M

]

判
決
)
、
「
費
用
と
看
な
す

Z
Z

〉
三
宅
g

E一
ロ
問
。
ロ
ロ
ロ
曲
目
『
冊
目
)
」
(
[
叩
]
判
決
)
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
表
現
的
に
は
費
用
問
視
説
と
費
用
概
念
拡
張
税
の
い
ず
れ
も

採
用
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
厳
格
な
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
仰
の
[
げ
]
判
決
で
は
こ
の
点
の
言
及
は
な
い
。

付

賠
償
の
対
象
と
な
る
損
害
の
限
定
基
準
に
閲
し
て
み
る
と
、

ω「
救
助
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
」
〈
[
日
]
判
決
。
[
凶
〕
判
決
お

よ
び
[
げ
]
判
決
も
同
旨
)
あ
る
い
は
附
「
危
険
と
結
び
つ
い
た
事
務
管
理
」
に
よ
る
損
害
(
[
日
]
判
決
・

[M]
判
決
て
さ
ら
に
、

剛
「
行
為
に
特
別
な
増
大
し
た
危
険
(
広
許
可

-S広
告
。
N
S
R
Z
常
的

Fa宮司
Z
O
O
P
E
-
)」
(
[
却
]
判
決
)
や
「
事
務
処
理
と
結
び
つ
い

た
典
型
的
な
危
険
状
態
宣
言
豆
二
号

D
E
n
y
m
宕
σ
8
0『
m
g
m
4
0与
5
島市ロ
S
F若
宮
n
v
g
口
oFEM・3-pmo)」
(
[
問
〕
判
決
〉
か

ら
生
じ
た
損
害
が
賠
償
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
は
、
回
が
基
描
・
と
し
て
は
最
も
厳
格
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
[
却
]
判
決
は
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「
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
危
険

F
E由
吉
宗
弘

2
・0
B岳
民

zzsag伺
4
0『

Z
E
S
S
の
opyHa)」
と
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
と
し
て

こ
れ
を
用
い
て
お
り
、
両
者
の
聞
に
格
別
な
差
異
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
川
も
-
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
も
含
め
て
陪
俄
を
認
め
る
趣
旨

と
は
解
さ
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
の
第
三
組
型
と
は
異
な
り
、
い
ず
れ
も
当
事
者
に
よ
っ
て
計
算
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
事
務
管
理
の
事
案
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

辿
邦
通
常
錨
判
所
の
判
例
を
見
る
と
、
委
任
関
係
に
関
し
て
こ
れ
を
直
接
的
に
扱
っ
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
[
日
〕

判
決
お
よ
び
[
問
]
判
決
は
情
論
で
は
め
る
が
、
従
来
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
「
委
任
の
遂
行
が
必
然
的
に
危
険
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
、

ま
た
は
両
者
が
あ
り
得
る
危
険

(
g
α
m
-
E
g
o
o
p
F
gロ
)
を
計
算
に
入
れ
て
い
た
か
、
計
算
に
入
れ
た
に
違
い
な
い
場
合
」
あ
る
い
は

「
委
任
の
遂
行
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
た
と
え
受
任
者
が
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
か
あ
る
い
は
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
に
せ
よ
、
計
算
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
な
危
険
か
ら
生
じ
た
損
者
」
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
よ
う
に
要
約
す
る
。

こ
れ
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
お
け
る
限
定
基
単
の
第
三
類
型
(
前
述
間
同
参
照
)
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
三
類
型
で
は
、
前
段

と
後
段
は
重
畳
的
に
結
合
さ
れ
て
つ
c
E
J
一
個
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
両
者
は
併
存
的
な
関
係
と
し
て
つ
EDH-J

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
右
に
引
用
し
た
判
決
の
要
約
に
よ
れ
ば
、
「
委
任
の
遂
行
と
必
然
的
に
結
び
つ
く
損
害
」
は
当
事
者

の
認
識
可
能
性
と
は
無
関
係
に
そ
れ
だ
け
で
賠
償
の
対
象
と
な
る
。
さ
ら
に
、
「
計
算
に
入
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
」
あ
る
い
は
「
叶
算

に
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
き
は
、
こ
の
よ
う
な
必
然
的
な
結
合
関
係
と
は
無
関
係
に
、
こ
の
損
害
も
賠
償
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
点
で
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
お
け
る
よ
り
も
賠
償
の
範
囲
は
広
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
右
の
二
つ
の
判
例
は
こ
の
よ
う
な
差
異
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
い
ず
れ
も
一
定
の
恨
寄
の

賠
償
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
て
き
た
と
い
う
文
脈
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
判
聞
を
見
る
と

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
銅
笛
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
条
{
一
}
{
由
民
本
)

-ヒ
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二
八

「
ま
た
は
」
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
損
害
賠
償
の
要
件
と
し
て
は
、
前
段
の
「
委
任
の
遂
行
と
必

然
的
に
結
び
つ
い
た
危
険
」
で
足
り
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(4) 

学
説

学
説
に
お
い
て
も
、
受
任
者
ま
た
は
事
務
管
理
者
が
事
務
処
理
に
際
し
て
被
っ
た
損
害
に
関
し
て
委
任
者
ま
た
は
本
人
に
対
し
て
陪
償

晴
求
し
う
る
こ
と
に
異
論
は
見
ら
れ
な
い
。
単
に
ド
グ
マ
的
な
基
礎
づ
け
が
争
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

(a) 

ま
ず
初
め
に
、
黙
示
的
な
責
任
引
受
に
閲
し
て
で
あ
る
が
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
当

謀
者
の
意
思
を
推
認
で
き
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
こ
れ
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
意
思
を
軽

視
す
る
も
の
で
あ
り
、
ニ
七
六
条
一
項
と
調
和
し
な
い
。

レ
l
マ
刈
は
委
任
の
遂
行
が
両
者
に
認
識
可
能
的
に
受
任
者
の
危
険
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ

問
機
の
学
説
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

の
結
果
委
任
者
に
よ
る
委
任
リ
ス
ク
の
引
受
を
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
委
任
者
は
偶
然
損
害
に
関
し
て
責
任
を
負
う
と
す

〔
招
}

る
。
こ
の
見
解
と
は
範
囲
を
異
に
す
る
が
、
デ
ネ
ッ
ケ
も
委
任
の
遂
行
が
必
然
的
に
危
険
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
両
者
が
生

じ
う
る
危
険

(gom--nZ
口
広
島
Z
ロ
)
を
計
算
に
入
れ
て
い
た
か
、
入
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
場
合
に
は
、
明
示
的
・
黙
示
的
な
担
保

引
受
に
基
づ
く
賀
任
を
認
め
る
。
ま
た
、
シ
ュ
テ
フ
九
刈
も
必
然
的
な
特
別
に
危
険
な
事
務
処
理
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
責
任
引

受
の
意
思
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
明
示
的
・
黙
示
的
な
責
任
引
受
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
。
費
用
概
念
と
担
拠
規

範
の
二
つ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
学
脱
は
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(b) {イ}

条
件
付
費
用
説

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
六
七

O
条
の
費
用
は
委
任
遂
行
の
目
的
で
支
出
さ
れ
た
財
産
的
犠
牲
だ
け
に
隈
ら
れ
な
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ぃ
。
受
任
者
が
自
己
の
健
康
や
財
産
を
意
識
的
に
損
害
の
危
険
に
さ
、
り
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
任
意
的
に
引
き
受
け
ら
れ
た
リ
ス
ク

が
現
実
化
し
て
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
損
害
も
六
七

O
条
の
費
用
に
属
す
る
(
条
件
付
費
用

[
σ
a
z
m
g
〉

Z
Z
S色
g
m
]
)。

た
と
え
ば
、
火
災
の
危
険
か
ら
救
助
す
る
際
に
損
傷
し
た
衣
服
の
賠
償
や
ヤ
ケ
ド
の
治
療
費
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
六

七

O
条
が
賠
償
請
求
の
直
接
的
な
根
拠
と
な
る
。

こ
の
見
解
は
「
意
識
的
に
損
害
の
危
険
に
さ
ら
す
」
点
に
費
用
と
同
様
の
任
意
性
を
見
い
だ
す
。
し
か
し
、
こ
の
点
か
ら
こ
の
見
解
の

限
界
も
導
か
れ
る
。
委
任
の
危
険
性
が
予
め
認
識
可
能
で
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
損
害
に
閲
す
る
受
任
者
の
意
思
決
定
の
余
地
は
な

ぃ
。
ま
た
、
こ
の
危
険
性
が
損
害
発
生
前
に
認
識
可
能
で
あ
っ
た
が
、
受
任
者
自
身
は
こ
れ
を
実
際
的
に
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合

も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
場
合
で
も
、
損
害
を
回
避
す
る
よ
う
に
努
め
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
回
避
努
力
の
効
な
く
生
じ
た
損
害
に
費
用
と
同
じ
よ
う
な
受
任
者
の
任
意
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
見
解
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
限
定
基
準
に
関
す
る
第
三
類
型
よ
り
も
そ
の
範
囲
は
狭
い
と
評
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

(ロ)

費
用
説

シ
ュ
テ
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
六
七

O
条
の
意
味
で
の
費
用
は
単
に
財
産
的
な
給
付
だ
け
で
な
く
、
委
任
遂
行
に
役
立
つ

受
任
者
の
す
べ
て
の
犠
牲
で
あ
り
、
生
命
や
健
康
の
犠
牲
も
そ
う
だ
と
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
①
衣
服
で
消
火
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
人
的
・
物
的
損
害
の
甘
受
な
し
に
は
委
任
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
故

に
、
委
任
が
こ
れ
ら
の
損
害
の
甘
受
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
損
害
は
委
任
遂
行
に
役
立
つ
費
用
で
あ
る
(
犠
牲
の
甘
受
)
。

②
委
任
の
遂
行
が
必
然
的
に
特
別
な
危
険
と
結
び
つ
い
て
お
り
(
危
険
な
活
動
)
、
こ
の
危
険
が
現
実
化
し
た
と
き
は
、
こ
の
損
害
も
委

任
遂
行
に
役
立
つ
費
用
で
あ
る
(
危
険
な
事
務
処
理
)
。
特
別
な
危
険
状
態
が
後
発
的
に
生
じ
た
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

危
険
状
態
は
関
与
者
に
知
ら
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
客
観
的
に
存
在
し
て
い
れ
ば
足
り
る
。
さ
ら
に
、
③
受
任
者
の
不
適
切
な
行
為
に

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
領
容
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
こ
)
(
宮
本
)

九
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よ
っ
て
初
め
て
損
害
が
惹
起
さ
れ
た
と
き
で
も
、
こ
の
行
為
が
委
任
の
特
別
な
危
険
性
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
場
合
に
は
、
費
用
と
し

て
賠
償
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
自
己
過
失
に
よ
る
犠
牲
)
。

こ
れ
ら
の
損
害
は
い
ず
れ
も
費
用
と
し
て
把
握
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
見
解
は
費
用
説
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
六
七

O

条
が
直
接
的
に
適
用
さ
れ
る
。

損
害
の
限
定
基
準
と
の
関
連
で
は
、
こ
の
見
解
は

[
H
]
判
決
お
よ
び
[
問
]
判
決
の
理
解
に
対
応
す
る
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

右
の
①
は
「
あ
り
得
る
危
険
を
計
算
に
入
れ
て
い
た
」
場
合
、
②
は
「
委
任
の
遂
行
が
必
然
的
に
危
険
と
結
び
つ
い
た
」
場
合
に
そ
れ
ぞ

れ
詰
当
し
、
両
者
は
併
存
的
な
関
係
と
し
て
把
握
怠
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
費
用
概
念
と
の
関
迎
で
は
、
こ
の
見
解
は
損
害
を

費
用
に
組
み
込
ん
で
い
る
か
ら
、
費
用
問
視
説
で
は
な
く
て
費
用
概
念
拡
張
説
に
属
す
る
。

マ
テ
ィ

l
ネ
ク
は
、
六
七

O
条
の
費
用
に
は
偶
然
損
害
も
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
は
費
用
に
閲
す
る
一
般
的
な
規
定
で

付

損
害
説

あ
る
二
五
六
条
・
二
五
七
条
と
矛
盾
す
る
と
批
判
し
、
費
用
に
関
す
る
他
の
民
法
上
の
規
定
と
の
調
和
も
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し

て
、
こ
こ
で
も
民
法
上
の
統
一
的
な
費
用
概
念
を
基
礎
と
し
て
任
意
的
な
財
産
犠
牲
で
あ
る
費
用
と
非
任
意
的
な
損
失
で
あ
る
損
害
を
対

置
す
る
こ
と
が
方
法
論
的
に
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
受
任
者
は
委
任
の
遂
行
に
よ
っ
て
利
益
も
損
失
も
被
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
六
六
七
条
・
六
七

O
条
の
基
礎
に
置
か
れ
た
価
値
判
断
は
費
用
に
関
し
て
だ
け
で
な
く
、
摘
害
に
関
し
て
も
同
じ
よ
う
に
妥
当

す
る
と
し
て
、
六
七

O
条
の
損
害
へ
の
類
推
適
用
を
正
当
化
す
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
委
任
遂
行
に
よ
っ
て
相
当
因
果
的
に
生
じ
、
か
っ
、
委
任
と
結
び
つ
い
た
危
険
(
事
務
に
典
型
的
な
危
険
)
か
ら
生

じ
た
よ
う
な
偶
然
損
害
の
み
が
賠
償
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
危
険
が
関
与
者
に
良
く
知
ら
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
意
識
さ
れ
て
い
た
か

ど
う
か
は
無
関
係
で
あ
り
、
委
任
の
遂
行
が
客
観
的
に
危
険
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
両
当
事
者
が
こ
の
危
険
を
計
算
に
入
れ
て
い
た
に
違

い
な
い
こ
と
で
足
り
る
。
そ
の
事
務
処
理
の
種
類
と
性
質
に
よ
れ
ば
危
険
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
委
任
と
結
び
つ
い
た
危
険
」
は
常
に
認
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め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
見
解
は
損
害
と
費
用
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
か
ら
、
費
用
同
視
説
も
費
用
慣
念
拡
張
説
も
排
斥
さ
れ
る
。
ま
た
、
損
害
の
限
定

基
叩
と
の
関
辿
で
は
、
ラ
イ
ヒ
級
判
所
の
第
三
類
型
(
重
畳
説
)
と
一
致
す
る
と
い
え
る
。

カ
ナ

i
リ
ス
は
危
険
責
任
(
口
市

EF--色
ロ
ロ
官
一
g
p
zロ
伺
)
の
一
類
型
と
し
て
「
他
人
の
た
め
に
す
る
危
険
な
行

伺

リ
ス
ク
責
任
説

為
の
リ
ス
ク
責
任
(
呂
田
町

wo-gpzロ
m
g
z
n
z
E
g回
mgamFO『
↓
砕
石
吉
宗
宮
町
『
冊
目
三
O
B
E
g
-
-
g回
目
)
」
と
い
う
一
般
原
則
を
導
き
、

」
の
原
則
に
よ
っ
て
委
任
者
の
無
過
失
賞
任
を
基
礎
づ
け
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
危
険
責
任
は
伝
統
的
に
物
か
ら
生
ず
る
危
険
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
、
物
の
所
有
者
は
そ
れ
と
結

び
つ
い
た
利
益
を
事
受
す
る
か
ら
、
こ
れ
に
応
じ
て
こ
れ
か
ら
生
ず
る
特
別
な
危
険
も
負
う
べ
き
だ
と
す
る
客
観
的
な
嬰
紫

(ozor
・

立
話
回
一

o
g
g
c
と
、
賠
償
義
務
者
が
こ
の
危
険
源
を
設
置
し
、
そ
の
支
配
可
能
性
を
有
す
る
と
い
う
主
観
的
帰
賀
要
諜

(
g
z
o
r
音曲

N
E，
E
5
5何回
Z
S
S
F
)
が
基
礎
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
素
は
委
任
の
餌
按
で
も
存
在
す
る
。
受
任
者
の
活
動
は
委
任
者
の

た
め
で
あ
り
〔
〔
利
益
思
想
[
〈

ozo--国間
a
g
Z
]〕
)
、
ま
た
、
そ
れ
は
委
任
者
の
訴
因
な
い
し
意
思
に
帰
さ
れ
る
(
危
険
設
定
恩
組

〔
ロ
自
主
弓
8
5
5岡田

mag-S〕
〉
。
事
務
管
理
の
場
合
も
、
本
人
の
利
益
だ
け
で
な
く
、
本
人
の
現
実
的
ま
た
は
推
定
的
な
意
思
に
合
致

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
同
憾
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。

つ
ま
り
、
危
険
か
ら
利
益
を
引
き
出
し
、
か
っ
そ
の
危
険
を
自
己
の
意
思
に
よ
り
設
定
し
た
者
は
こ
の
危
険
か
ら
生
じ
た
損
害
を
も
負

担
す
べ
き
だ
と
す
る
原
則
が
存
在
し
、
こ
の
下
に
伝
統
的
な
物
に
閲
す
る
危
険
責
任
と
、
委
任
や
事
務
管
理
の
よ
う
な
、
危
険
な
行
為
に

関
す
る
「
他
人
の
た
め
に
す
る
危
険
な
行
為
の
リ
ス
ク
賀
任
」
と
い
う
こ
つ
の
下
位
的
事
例
が
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
責
任
の
観
点
か
ら
の
解
決
は
次
の
よ
う
な
点
で
要
件
的
な
明
確
性
を
も
た
ら
す
。
①
こ
こ
で
は
費
用
償
還
す
な
わ

ち
価
額
賠
償
で
は
な
く
て
、
真
の
栂
害
賠
償
甜
求
権
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
六
七

O
条
の
(
類
推
)
適
用
に
よ
る
場
合
と
は

山
中
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
鍋
省
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
{
一
}
(
宮
本
)
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異
な
り
、
二
五
四
条
の
適
用
や
八
四
四
条
以
下
の
類
推
適
用
も
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
@
利
益
思
想
に
よ
る
リ
ス
ク
の
帰
買
は
ま

さ
に
利
益
の
裏
側
で
あ
る
リ
ス
ク
す
な
わ
ち
特
別
な
行
為
リ
ス
ク

F
a
g
s
o
g朗
自
主

m
w
a
g『
E
W
O
)

を
本
人
に
帰
賀
す
る
こ
と
を
正

当
化
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
行
為
者
が
階
段
で
の
転
倒
や
鉄
道
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
他
の
行
為
の
障
に
も
生
じ

う
る
よ
う
な
一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
(
色
何
回

g
a
E
B
E
E
Eユ回目
W
O
)

が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
太
人
に
帰
賀
さ
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
危
険
責
任
の
観
点
は
客
観
的
な
首
尾
一
貫
性
を
も
た
ら
す
。
①
こ
れ
ま
で
受
任
者
や
事
務
管
理
者
自
身
に
生
じ
た
掴
書

が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
だ
け
で
な
く
、
委
任
者
や
本
人
、
さ
ら
に
第
三
者
に
対
す
る
加
害
の
場
合
に
も
、
こ
の
法

理
が
首
尾
一
貫
し
て
適
用
さ
れ
る
。

一
方
で
、
行
為
者
の
物
的
損
害
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
委
任
者
や
本
人
に
課
し
、
他
方
で
、
委
任
者
・

本
人
や
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
と
い
う
形
式
で
被
っ
た
一
般
的
な
財
産
調
書
に
閲
す
る
リ
ス
ク
を
本
人
に
負
わ
せ
な
い
こ
と
は

恋
盤
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
加
害
の
場
合
に
は
、
受
任
者
や
事
務
管
理
者
の
賠
償
義
務
の
制
限
や
免
責
醜
求
掘
が
危
険
責
任
の

観
点
か
ら
導
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
@
委
任
や
事
務
管
理
の
領
域
を
超
え
て
、
躍
用
・
労
働
関
係
に
も
統
一
的
に
適
用
さ
れ
る
。

こ
の
見
解
は
六
七

O
条
の
基
礎
に
あ
る
「
当
該
行
為
か
ら
利
益
を
得
た
者
は
そ
の
損
失
に
閲
し
て
も
責
任
を
負
う
べ
き
だ
」
と
い
う
桧

思
想
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ

ι側
、
し
か
し
、
六
七

O
条
の
類
推
適
用
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
見
解
は
民
法
上
の
翠
見
事

由
の
一
つ
で
あ
る
危
険
責
任
の
観
点
か
ら
の
解
決
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
学
説
と
は
こ
の
点
で
大
き
く
異
な
る
。
も
っ
と

も
、
偶
然
鍋
曹
の
賠
償
は
特
別
な
行
為
リ
ス
ク
の
現
実
化
と
し
て
の
鍋
書
で
あ
れ
ば
足
り
る
か
ら
、
こ
の
点
で
は
任
意
性
を
必
要
と
し
な

い
右
の
村
の
見
解
と
類
似
す
る
。

同

止
揚
説

近
時
の
学
説
の
中
に
は
、
偶
然
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
ド
グ
マ
的
な
理
由
付
け
に
関
す
る
争
い
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ

れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
今
日
で
は
本

A
の
た
め
に
行
わ
れ
た
活
動
の
リ
ス
ク
の
全
部
を
受
任
者
や
事
務
管
理
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
通
常

許
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
完
全
に
意
見
は
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
ド
グ
マ
的
な
根
拠
に
つ
き
見
解
を
明
ら
か
に
し
な
い
も
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(
帥
柑

V

の
も
見
ら
れ
る
。

(5) 

個
別
的
な
問
題
点

事
務
処
理
者
の
被
っ
た
損
害
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
理
論
状
況
は
右
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
幾
つ
か
の
間
題

を
間
別
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(a) 

社
会
保
険
と
の
関
連

(イ)

社
会
保
険
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
事
故
お
よ
び
公
共
の
危
険
や
危
機
に
際
し
て
手
助
け
を
し
、
ま
た
は
健
康
に
閲
す
る
重
大
な
現

在
の
危
険
か
ら
他
人
を
救
助
す
る
者
や
、
犯
罪
の
蛾
疑
の
あ
る
者
の
追
跡
や
逮
捕
に
際
し
て
、
ま
た
は
、
違
法
に
攻
撃
を
受
け
て
い
る
者

の
保
越
の
た
め
に
個
人
的
に
尽
力
し
た
者
は
事
故
保
険
に
よ
っ
て
付
保
さ
れ
る
(
社
会
法
典
第
七
編

(
S
G
B
W
)
ニ
条
一
項
一
三
号

a 、

C
)
。
賠
償
の
対
象
は
原
則
的
に
は
人
的
損
害
で
あ
る
が
、
右
の
場
合
に
は
例
外
的
に
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
物
的
損
害
お
よ

び
当
該
事
情
に
よ
り
必
要
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
費
用
に
つ
い
て
も
社
会
保
険
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
法
一
三

条)。こ
れ
ら
の
規
定
で
は
委
託
の
有
無
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
右
の
こ
と
は
番
任
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
事
務
管
理
に
関
し
で
も

《印】

妥
当
す
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
保
険
法
上
の
被
保
険
者
の
範
囲
の
拡
張
は
す
で
に
ラ
イ
ヒ
保
険
法
に
お
い
て
同
様
の
規
定
が
固
か
れ
て
い
た
。
も
っ

と
も
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
一
九
一
一
年
の
ラ
イ
ヒ
保
険
法
の
成
立
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
ワ
イ
マ
l
ル
共
和
国
時
代

の
一
九
二
八
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
初
め
て
追
加
さ
れ
た
(
五
五
三

a条
)
。
こ
の
提
案
理
由
の
中
で
は
、
彼
ら
を
保
護
す
る
た
め
に
必

事
務
処
理
に
隠
し
て
生
じ
た
御
柳
田
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
こ
〉
{
宮
本
】
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法
学
怠
林

第
一
一

O
巻

第

三

号

四

要
な
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
は
公
衆
の
責
任
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
公
衆
の
財
政
的
な
負
担
は
も
ち
ろ
ん
僅
か
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
問
。

(ロ}

こ
の
よ
う
に
事
故
援
助
者
や
人
命
救
助
者
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
彼
ら
は
社
会
保
険
者
に
対
す
る
保
険
給
付
請
求
権
を
有

す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
誰
ん
で
、
本
人
に
対
し
て
も
六
七

O
条
・
六
八
三
条
に
基
づ
く
賠
償
甜
求
掘
を
有
す
る
。
労
働
関
係
で
は
使
用

者
は
労
働
者
に
対
す
る
賠
償
義
務
か
ら
免
責
さ
れ
る
が
(
社
会
法
典
第
七
編
一

O
四
条
以
下
・
旧
ラ
イ
ヒ
保
険
法
六
三
六
条
以
下
)
、
こ

」
で
は
こ
の
よ
う
な
免
賞
規
定
は
存
在
し
な
い
。

被
保
険
者
の
有
す
る
損
害
賠
償
硝
求
楠
は
社
会
保
険
者
に
法
体
上
当
然
に
移
転
す
る
(
社
会
法
典
第
十
紺
二
六
条
一
項
・
旧
ラ
イ
ヒ

保
険
法
一
五
四
二
条
)
。
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
規
定
が
六
七

O
条
・
六
八
三
条
に
基
づ
く
陪
償
制
求
権
に
も
妥
当
す
る
か
ど
う
か
で

あ
る
。以

前
の
古
い
判
例
で
は
、
掛
川
求
植
を
代
位
取
得
し
た
社
会
保
険
者
が
原
告
と
な
っ
て
委
任
者
ま
た
は
本
人
に
鏑
求
す
る
事
例
が
多
い
こ

と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
問
題
な
く
肯
定
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
〔
凹
]
判
決
は
旧
法
下
に
お
け
る
事
例
に
閲
し
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
判
断
を
明
ら
か
に
し
た
。
す

な
わ
ち
、
右
に
述
べ
た
立
法
者
の
見
解
(
公
衆
に
よ
る
費
用
負
担
〉
を
指
摘
し
た
上
で
、
法
律
上
の
債
権
移
転
を
認
め
る
こ
と
は
こ
れ
と

一
致
し
な
い
。
事
故
犠
牲
者
(
受
益
者
)
に
対
す
る
償
還
請
求
権
が
法
律
上
社
会
保
険
者
に
移
転
し
、
こ
れ
を
社
会
保
険
者
が
行
使
し
う

る
と
す
る
と
、
援
助
者
側
も
事
故
犠
牲
者
側
も
恩
恵
を
受
け
る
国
家
的
な
生
存
配
慮

(mE巳
f
z
u
B
o
E
4
0
2
0話
口
)
と
し
て
な
さ

れ
た
こ
と
が
公
共
体

E
q
g
E
n
Z
Z
2
5
の
単
な
る
立
替
義
務
〈
〈
O
ユ
ロ
岡
市
旬
毘

nyF)
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

少
な
く
と
も
単
に
事
故
に
際
し
て
の
援
助
に
基
づ
い
て
保
険
保
護
が
存
在
す
る
本
件
の
事
例
で
は
、
右
の
保
険
代
位
の
規
定
は
適
用
さ
れ

{
回
}

な
い
と
判
示
し
た
。
通
説
的
見
解
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。
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従
っ
て
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
六
七

O
条
・
六
八
三
条
に
基
づ
く
請
求
権
は
援
助
者
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
る
。

も
ち
ろ
ん
、
損
害
の
重
視
填
捕
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
保
険
給
付
の
範
囲
で
減
額
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
社
会
保
障
に
よ
っ
て
保
険
給
付
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
慎
寄
を
被
っ
た
事
務
処
理
者
は
通
常
は
保
険
給
付
を
請
求
す
れ

ぱ
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
限
り
で
は
、
偶
然
損
害
の
賠
償
を
論
ず
る
実
益
は
少
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
事
例
は
社
会

法
山
内
の
規
定
す
る
場
合
に
と
ど
ま
ら
な
い
し
、
付
保
さ
れ
る
事
例
で
も
、
保
険
給
付
さ
れ
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
事
務
処
理
者
の
賠
償
硝

求
権
の
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

-hu 

特
別
な
行
為
リ
ス
ク
・
一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク

{イ)

世
任
の
基
礎
づ
け
す
な
わ
ち
六
七

O
条
の
類
推
適
用
ま
た
は
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
の
原
則
に
よ
る
か
は
異
な

る
に
せ
よ
、
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
典
型
的
な
危
険
か
ら
生
じ
た
担
苫
の
み
が
賠
慨
さ
れ
る
と
す
る
点
で
は
判
例
・
学
説
の
見
解
は
ほ

ぽ
一
致
す
る
。
判
例
で
は
、
事
務
処
理
に
特
別
な
危
険

P
2
0
E
2・0
口市『
py--
宏
司
口

g
口}忌『

g
g
g話
E伺

)

(

[

4

]

判
決
)
や
行
為

に
特
別
な
増
大
し
た
危
険
〈
仲
間
丘
町
r畳
間
名
S
S
E
E
m円
四
位
。
百
四
三
口
口
市
『
吾
『
)
(
[
叩
〕
判
決
)
な
ど
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
学

{
創
}

説
で
も
、
行
為
に
特
別
な
リ
ス
ク
(
毘
乙
mr白
石
呂
田
N
E
R
V
E
-
N町一
wo)
あ
る
い
は
特
別
な
行
為
リ
ス
ク

E
B
O
Z
0
2
4
M
M
E
m
-

(

目

岬

)

{

問

調

}

rage-aro)、
事
務
に
典
型
的
な
リ
ス
ク

(
m
g岳
民

z
q同旨
n
z
g
呂
田
停
O
)
、
事
務
処
理
に
典
型
的
な
リ
ス
ク
(
許
可
宮
町
各
自
呂
町
一
宮

Amv 

品
。
『
口
g
n
y民

seas-mロ
図
的
)
な
ど
搬
々
に
言
い
表
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
内
容
的
に
は
異
な
ら
な
い
。

具
体
的
に
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
事
務
処
理
と
損
告
発
生
の
聞
に
栢
当
因
果
関
係
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
事
務
処

理
に
内
在
す
る
危
険
の
現
実
化
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
損
害
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
務
処
理
の
種
類
と
性
質
に
よ
れ
ば
危
険
で

あ
る
場
合
に
は
、
事
務
処
理
と
危
険
の
結
合
は
常
に
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
火
事
の
消
火
活
動
の
よ
う
に
、
生
活
経
験
に
よ
れ
ば
担

酬
明
世
間
処
砲
に
際
し
て
生
じ
た
相
川
智
と
ド
イ
ツ
民
法
六
ヒ

O
条
(
一
)
(
宮
本
)

五
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法
学
志
品
作

銀
一

-
O巻
第
三
号

占

J、

書
に
至
る
こ
と
が
頻
繁
で
あ
る
よ
う
な
事
務
の
処
理
が
そ
う
で
あ
る
〔
[
4
]
判
決
)
。
ま
た
、
突
然
に
急
い
で
行
う
必
要
が
あ
る
な
ど
、

特
別
な
事
情
に
基
づ
い
て
危
険
と
な
る
場
合
も
あ
る
日
時
]
判
決
)
。

こ
れ
ま
で
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
、
①
居
酒
屋
の
お
客
の
追
出
し
ま
た
は
再
入
唐
の
阻
止
、
@
犯
罪
者
(
白
書
犯
や
銃
撃
犯
、
ホ

テ
ル
強
盗
)
の
追
跡
・
監
視
・
逃
走
阻
止
や
狂
犬
病
の
犬
の
捕
盤
、
馬
の
治
療
の
補
助
、
@
精
神
陣
害
者
か
ら
担
師
事
さ
れ
た
被
害
者
や
川

ま
た
は
肥
だ
め
に
転
落
し
た
者
、
ト
レ
ー
ラ
ー
辿
結
に
際
し
て
挟
ま
れ
た
者
の
人
命
救
助
な
ど
に
隠
し
て
の
人
的
損
害
が
特
別
な
行
為
リ

ス
ク
の
現
実
化
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
危
険
が
当
事
者
に
実
際
上
認
酪
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
当
該
事
務
処
理
が
客
観
的
に
危

険
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
当
事
者
に
よ
っ
て
こ
の
危
険
が
計
算
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
こ
と
で
足
り
る
。

{ロ)

特
別
な
行
為
リ
ス
ク
と
異
な
り
、

一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
(
包
有
国
吉
弘
ロ

B
E
E
E『
笠
宮
〉
す
な
わ
ち
事
務
処
理
に
内
在
し
な

い
危
険
に
基
づ
く
損
害
は
賠
償
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
い
わ
ば
事
務
処
理
と
は
無
関
係
に
生
じ
た
損
害
で
あ
っ
て
、
事
務
処
理

者
が
自
ら
こ
れ
を
負
担
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

[
4
]
判
決
は
、
例
示
的
に
、
委
任
遂
行
の
た
め
の
旅
行
に
際
し
て
の
鉄
道
事
故
は
旅

行
の
一
般
的
な
リ
ス
ク
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
第
二
委
員
会
の
多
数
意
見
が
否
定
例
と
し
て
事
務
処
理
に
際
し
て
の
屋
根
瓦
の
落
下
と

と
も
に
挙
げ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
[
日
]
判
決
で
は
、
東
ド
イ
ツ
税
関
に
よ
る
ト
レ
ー
ラ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク
の
押
収
の
危
険
は
古
紙
の
輸

送
と
結
び
つ
い
た
特
別
な
危
険
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
[
却
]
判
決
は
消
火
後
の
ホ
l
ス
の
巻
き
取
り
に
際
し
て
負
傷
は
消
防
の

出
動
と
結
び
つ
い
た
特
別
な
増
大
し
た
危
険
に
属
し
な
い
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
賠
償
硝
求
し
う
る
損
害
の
範
囲
は
特
別
な
行
為
リ
ス
ク
と
一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
に
よ
っ
て
限
定
書
れ
る
と
す
る
の

が
判
例
・
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
の
中
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
損
曹
が
い
ず
れ
の
リ
ス
ク
に
属
す
る
か
を
明
暗
に
判
断
す

や守
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(
鎚
}

る
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
、
こ
れ
の
概
念
的
な
不
明
確
性
を
理
由
に
反
対
す
る
見
解
も
あ
る
。
ま
た
、
危
険
責
任
(
の
え
筈
己
口
出
向
印
宮
ア

宮
口
問
)
の
領
域
で
は
、
増
大
し
た
危
険
と
損
害
と
の
因
果
関
係
で
は
な
く
て
、
危
険
と
損
害
の
聞
の
因
果
関
係
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
六
七

O
条
類
推
適
用
説
や
リ
ス
ク
責
任
論
が
基
礎
と
す
る
リ
ス
ク
帰
貨
の
考
え
に
よ
れ
ば
特
別
な
危
険
へ
の
限
定
を
導
き
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
し
て
、
特
別
な
危
険
の
実
現
と
一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
と
い
う
損
害
発
生
の
態
様
に
よ
る
基
準
に
代
え
て
、
物

的
損
害
や
人
的
損
害
、
扶
養
損
害
な
ど
異
な
る
種
類
の
損
害
の
賠
償
能
力
の
観
点
か
ら
本
人
の
賠
償
義
務
を
限
定
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解

も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(c) 

規
範
適
用

特
別
な
行
為
リ
ス
ク
の
現
実
化
と
し
て
の
損
害
の
賠
償
は
ど
の
よ
う
な
現
範
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
。
六
七

O
条
の
(
類
推
)

適
用
説
で
は
、
真
の
費
用
償
還
請
求
権
と
同
様
の
法
規
制
、
と
り
わ
け
二
五
六
条
以
下
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
リ
ス
ク
賀

任
論
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
二
四
九
条
以
下
の
規
定
に
服
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
が
原
則
的
な
処
理
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
必
ず
し
も
首
尾
一
貫
的
に
貫
徹
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
具
体
的
に
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

(イ)

過
失
相
殺
と
適
切
な
賠
償

)
 

-
1
 

(
 
当
該
損
害
の
発
生
に
つ
き
事
務
処
理
者
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
こ

れ
の
賠
償
請
求
権
が
事
務
処
理
者
に
成
立
し
う
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

ロ
ー
マ
法
学
者
の
聞
で
は
、
両
当
事
者
の
過
失
に
よ
ら
な

い
で
生
じ
た
損
害
を
偶
然
損
害

(NE包
Z
R
E号
己
と
し
て
把
握
し
、
こ
れ
の
賠
償
の
可
否
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

事
務
処
理
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
当
然
に
こ
れ
の
賠
償
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

今
日
で
も
、
受
任
者
が
こ
の
損
害
を
自
分
一
人
の
過
失
で
惹
起
し
た
場
合
に
は
、
委
任
者
に
対
す
る
彼
の
賠
償
請
求
権
は
原
則
と
し
て

事
務
処
鰹
に
際
し
て
生
じ
た
損
害
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
二
)
(
宮
本
)

七
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成
立
し
な
い
と
さ
れ
る
。
偶
然
損
害
の
賠
償
責
任
の
基
礎
す
な
わ
ち
委
任
の
遂
行
に
よ
っ
て
受
任
者
は
利
益
も
損
失
も
被
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
六
六
七
条
・
六
七

O
条
の
法
思
想
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
で
の
損
害
は
両
当
事
者
に
過
失
の
な
い
損
害
に
限
、
り
れ
る
と
い
う
の
が

{ω) 

そ
の
理
由
で
あ
る
。

し
か
し
、
学
説
の
中
に
は
、
受
任
者
の
過
失
に
よ
っ
て
初
め
て
損
害
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
損
害
が
特
別
な
危
険
の
現
実
化
と

{
創
)

し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
肯
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
制
限
に
言
及
す
る

こ
と
な
く
、
受
任
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
過
失
相
殺
に
関
す
る
二
五
四
条
を
(
類
推
)
適
用
し
て
割
合
的
に
責
任
を
負
担
す
べ
き

だ
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
近
時
で
は
こ
の
見
解
の
ほ
う
が
有
力
な
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
る
と
(
さ

ら
に
、
後
述
の
第
三
者
に
対
す
る
加
害
類
型
も
考
慮
す
る
と
)
、
事
務
処
理
者
の
過
失
の
不
存
在
を
前
提
と
す
る
伝
統
的
な
偶
然
損
害
の

概
念
は
挟
す
ぎ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
二
五
四
条
を
(
類
推
)
適
用
す
る
場
合
に
は
、
事
務
処
理
者
の
賠
償
請
求
権
の
基
礎
づ
け
と
の
関
連
で
問
題
が
生
ず

る
。
二
五
四
条
は
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
費
用
償
還
請
求
権
に
は
適
用
さ
れ

L
問
。
従
っ
て
、
六
七

O
条
の
(
類

l
 
・t・-(
 

推
)
適
用
説
に
よ
れ
ば
、
本
来
的
に
は
二
五
四
条
を
こ
こ
で
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

リ
ス
ク
責
任
論
で
は
、
受
任
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
本
来
的
な
損
害
賠
償
請
求
権
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
同
条
を
適
用
す
る
こ
と
に
問

(
制
}

題
は
な
い
。
リ
ス
ク
責
任
の
論
者
は
こ
れ
が
判
例
・
通
説
の
問
題
点
の
一
つ
だ
と
指
摘
し
て
、
自
己
の
見
解
の
優
位
性
を
基
礎
，
つ
け
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
判
例
を
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
視
点
と
は
無
関
係
に
、
二
五
四
条
を
適
用
し
て
賠
償
額
の
減
額
を
認
め
た

も
の
が
あ
る
。
す
で
に

[
3
]
判
決
は
二
五
四
条
に
基
づ
い
て
損
害
の
半
額
に
賠
償
額
を
減
額
し
た
原
審
の
判
断
を
正
当
で
あ
る
と
判
示

し
た
。
さ
ら
に
、
二
五
四
条
の
適
用
可
能
性
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、

一
方
で
は
、
過
失
相
殺
の
対
象
と
な
る
過
失
の
範
囲
を
限
定
し
て

事
務
処
理
者
の
責
任
を
軽
減
し
た
判
決
が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
逆
に
適
切
な
賠
償
の
観
点
の
下
で
事
務
処
理
者
の
責
任
を
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加
重
し
た
判
例
も
存
在
す
る
。

① 

過
失
相
殺
の
適
用
を
制
限
し
た
も
の
と
し
て
は
、
危
険
回
避
の
た
め
の
事
務
管
理
の
事
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
回

避
の
た
め
の
事
務
管
理
の
場
合
に
は
事
務
管
理
者
の
注
意
義
務
は
軽
減
さ
れ
、
本
人
に
与
え
た
損
害
に
関
し
て
は
重
過
失
の
場
合
を
除
き

賠
償
費
任
を
負
わ
な
い
(
六
八

O
条
・
軽
過
失
免
賀
〉
。
こ
れ
は
事
務
管
理
者
の
出
笹
賠
償
義
務
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
が
(
加
害
額
型
)
、

耶
務
管
理
者
の
被
っ
た
回
答
の
本
人
に
対
す
る
賠
償
制
求
に
お
い
て
も
(
被
害
額
型
〉
、
同
憾
に
軽
過
失
は
免
賞
さ
れ
、
事
務
管
理
者
の

過
失
を
理
由
と
す
る
過
失
相
殺
は
否
定
さ
れ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。

そ
の
一
つ
は
[
同
]
判
決
で
あ
る
。
事
案
は
ト
ラ
ク
タ
ー
に
連
結
さ
れ
た
ワ
ラ
圧
縮
機

g
z・0
一弓
2
自
由
)
の
後
部
ラ
ン
プ
が
点
灯
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
注
意
す
る
た
め
に
停
車
さ
せ
た
自
動
車
運
転
手
(
原
告
〉
が
ト
ラ
ク
タ
ー
の
運
転
手
と
話
を
し
て
い
る
と
き
に
後
続

の
市
中
ニ
ム
ロ
が
こ
れ
に
衝
突
し
て
重
仰
を
負
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
ト
ラ
ク
タ
ー
の
迎
転
手
お
よ
び
二
台
の
後
続
耶
の
迎
転
手
に
対
し
て

抑
留
の
賠
償
を
甜
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
被
告
ら
が
道
路
交
通
法
の
規
定
お
よ
び
不
法
行
為
に
閲
す
る
民
法
の
規
定
に

よ
っ
て
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
に
関
し
て
当
事
者
聞
に
争
い
は
な
い
。
原
告
の
過
失
を
理
由
に
道
交
法
九
条
や
民
法
二
五
四
条
に
よ
り
陪

償
額
が
掠
額
さ
れ
る
か
ど
う
か
だ
け
が
争
わ
れ
た
。

裁
判
所
は
原
告
の
行
為
の
中
に
六
八

O
条
の
意
味
で
の
事
務
管
理
の
存
在
を
認
め
、
こ
れ
を
理
由
に
原
告
の
軽
過
失
は
過
失
相
殺
の
対

象
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
六
八

O
条
に
よ
れ
ば
、
危
険
回
避
の
た
め
の
事
務
管
理
の
場
合
に
は
、
事
務
管
理
者
は
本
人
に
対
す
る
不
法

行
為
上
の
損
害
賠
償
義
務
に
つ
い
て
は
故
意
・
重
過
失
の
場
合
に
の
み
責
任
を
負
え
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
危
険
回
避
の
た
め

の
事
務
管
理
の
場
合
に
は
事
務
管
理
者
は
故
意
・
重
過
失
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
え
ば
足
り
る
と
い
う
一
般
的
な
法
的
思
想
を
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
事
務
管
理
者
の
本
人
に
対
す
る
賠
償
請
求
の
場
合
で
も
、
事
務
官
理
者
は
六
八

O
条
に
よ
り
軽
過
失
に
つ
き

責
任
を
負
う
、
必
要
は
な
い
と
し
て
、
過
失
掴
殺
を
否
定
し
た
。

事
務
処
剛
山
に
際
し
て
生
じ
た
仰
省
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
〈
一
}
(
包
本
}

:lL 
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0 

ま
た
、
[
出
]
判
決
は
、
水
に
枕
さ
れ
て
客
船
と
衝
突
し
て
栂
縦
不
能
と
な
っ
た
ヨ
ッ
ト
を
救
助
す
る
際
に
、
ボ
ー
ト
を
川
岸
の
矢
板

壁
宙
望
亘
書
昌
也
)
に
ぶ
つ
け
て
方
向
蛇
を
損
御
し
た
の
で
、
こ
の
ポ
l
ト
の
船
長
が
ヨ
ッ
ト
の
所
有
者
に
対
し
て
事
務
管
理
に
聞
す

る
規
定
に
よ
り
賠
償
請
求
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
ポ
ー
ト
の
操
縦
は
通
常
の
状
況
の
下
で
は
危
険
で
は
な
い
が
、
極
度
に
急
い
で

出
航
し
て
方
向
転
換
す
べ
き
岡
崎
合
に
は
、
こ
の
棟
縦
は
初
め
か
ら
リ
ス
ク
が
あ
り
、
典
型
的
な
危
険
と
結
び
つ
く
と
し
て
、
六
八
三
条
に

基
づ
く
摘
曹
の
賠
償
請
求
植
を
事
務
管
理
者
に
認
め
た
。
そ
し
て
、
右
の
[
凶
]
判
決
を
引
用
し
て
、
原
告
に
は
軽
過
失
が
あ
る
が
、
六

八
O
条
に
よ
り
責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
と
し
て
、
過
失
相
殺
を
否
定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
危
険
回
避
の
た
め
の
事
務
管
理
の
事
例
で
は
、
六
八

O
条
に
よ
り
過
失
相
殺
の
適
用
は
制
限
さ
れ
る
。

@ 

こ
れ
と
は
逆
に
、
通
常
の
場
合
よ
り
も
事
務
処
理
者
が
不
利
に
扱
わ
れ
る
事
例
も
存
在
す
る
。
具
体
的
に
は
、
危
険
責
任
の
観
点

か
ら
事
務
管
理
者
も
危
険
の
発
生
に
関
与
し
た
と
評
価
し
う
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

[
M
]
判
決
は
こ
れ
に
関
連
す
る
(
注
(
部
)
参

照〉。裁
判
所
は
事
務
管
理
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
成
立
を
認
め
、
ま
た
、
両
当
事
者
に
は
と
も
に
過
失
が
な
い
と
し
た
。

従
っ
て
、
二
五
四
条
の
適
用
は
そ
の
前
提
を
欠
く
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
完
全
な
損
害
賠
償
が
必
ず
し
も
常
に
適
切
と
は
い
え
な
い
よ
う

な
事
案
の
特
殊
性
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
損
害
が
両
当
事
者
の
過
失
に
よ
ら
な
い
偶
然
的
な
危
険
状
態
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
、
ま
た
、

事
務
管
理
者
が
何
ら
危
険
の
発
生
に
関
与
し
て
い
な
い
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
彼
は
自
己
の
自
動
車
に
よ
っ
て
同
じ
く
こ
の
危

険
の
原
因
を
作
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
危
険
状
態
が
共
同
で
惹
起
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
損
害
の
全
部
賠
償
を
認
め
る
こ
と
は

適
切
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
誕
の
損
害
賠
償
哨
求
摘
は
問
題
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
救
助
者
に
は
む
し
ろ
単
な
る
適
切
な
賠
償

(E'

mogamm器
開
ロ

g
n
z
E
一m
g肉
)
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
算
定
に
際
し
て
は
個
々
の
事
例
の
租
々
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
損
害
の
分
割
に
際
し
て
は
、
自
動
車
か
ら
由
来
す
る
危
険
も
事
故
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が

E
当
だ
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と
判
示
し
た
。

つ
ま
り
、
事
務
管
理
者
に
過
失
が
な
く
と
も
、
そ
の
負
担
す
る
自
動
車
の
危
険
賞
任
を
考
慮
し
て
、
賠
償
額
の
誠
額
を
招

め
た
。こ

の
判
決
は
適
切
な
賠
償
の
観
点
の
下
で
事
務
管
理
者
に
重
い
負
担
を
課
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
述
し
た
判

例
は
危
険
回
避
の
た
め
の
事
務
管
理
の
場
合
に
は
事
務
管
理
者
の
瞳
過
失
は
過
失
相
殺
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
期
務
管
理
者
の
賀

任
を
軽
減
し
た
。
そ
こ
で
、
両
者
は
矛
盾
す
る
も
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
は
事
案
の
相
違
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
[
時
]
判
決
で
は
、
本
人
が
賠
償
責
任
を
負
う
よ
う
な
出

来
事
に
よ
っ
て
事
務
管
理
者
は
損
害
を
被
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
[
悶
]
判
決
で
は
、
危
険
状
態
は
単
に
本
人
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た

の
で
あ
り
、
事
務
管
理
者
は
こ
れ
に
何
ら
関
与
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
右
の
事
案
で
は
危
険
責
任
の
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
事

務
管
理
者
も
危
険
状
態
の
惹
起
に
共
働
で
関
与
し
て
い
る
。
一
一
つ
の
判
間
接
理
は
こ
の
よ
う
な
事
案
の
差
異
を
正
当
に
考
慮
し
た
結
果
で

あ
っ
て
、
両
者
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(函}

右
の

[
M
]
判
決
は
、

【
飴
}

一
定
の
特
殊
な
事
案
に
閲
し
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
完
全
賠
償
の
原
則
を
否
定
し
て
、
「
適
切
な
賠
償
」
に

よ
る
と
し
た
。

学
説
で
は
、
こ
の
よ
う
な
適
切
な
賠
償
な
い
し
衡
平
補
償
の
考
え
は
レ
ン
ト

p
g
C
に
よ
っ
て
初
め
て
立
法
論
的
に
主
張
さ
れ
、

チ
オ
・
ド
ゥ
・
レ
・
ク
ワ
匂

-25
骨

-nos-H)
に
よ
っ
て
解
釈
論
的
に
肯
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

ハ
ウ
ス
は
損
害
陪
償
舗
求
摘
を

信
義
則
に
求
め
る
立
場
か
ら
、
信
義
則
に
よ
る
損
害
の
分
割
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
り
、
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
適
切
な
損
害
賠
償
が

{
偲
}

ふ
さ
わ
し
い
解
決
で
あ
る
と
す
る
。
六
七

O
条
・
六
八
三
条
を
(
額
推
)
適
用
す
る
見
解
に
お
い
て
も
、
特
別
な
事
例
に
お
い
て
は
完
全

な
賠
償
で
は
な
く
て
適
切
な
賠
償
に
制
限
す
べ
き
だ
と
い
う
主
揺
が
見
ら
れ
る
。
前
平
を
理
由
と
す
る
も
の
や
利
他
的
な
事
務
管
理
者
の

〔初》

損
害
の
な
い
状
態
の
維
持
と
い
う
考
え
に
求
め
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

事
官
問
処
砲
に
際
し
て
生
じ
た
畑
山
容
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
条
【
一
}
{
宮
本
〉

四
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法
学
忠
一
体
第
一
一

O
巻

第
三
。

四

こ
の
よ
う
な
適
切
な
賠
償
と
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
危
険
責
任
的
要
素
だ
け
で
な
く
、
受
任
者
や
事
務
管
理
者
の
過
失
も
賠
償
施
聞
の

決
定
の
際
に
考
慮
す
べ
き
事
情
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
二
五
四
条
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
く
な
る
こ
と
な
ろ
う
。

年
の
法
改
正
前
ま
で
は
、
慰
謝
料
請
求
権
は
不
能
行
為
の
領
域
に
お
い
て
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
(
旧
八
四
七
条
)
。
そ

{ロ)

慰
謝
料
請
求

非
実
体
的
な
担
害
賠
償
す
な
わ
ち
慰
謝
料
諮
求
権
は
受
任
者
や
事
務
管
理
者
に
認
め
ら
れ
る
か
。
ニ

O
O二

こ
で
、
旧
法
下
で
は
こ
れ
の
類
推
適
用
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
〔
げ
]
判
決
は
こ
れ
を
否
定
し
た
。
@
不
能
行
為
と
は
異
な
る
傾
棋
に
こ

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
は
昨
さ
れ
な
い
。
@
辿
邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
六
年
一

O
月
一
五
日
判
決
(
回
口
Z
N
N
F
品
包
は
危
険
責
任
に

近
い
犠
牲
的
制
求
樹
(
〉
ロ
「
O
E
O
-
dロ
伺
師
陰
口
問
胃
z
n
E
に
聞
し
て
慰
謝
料
請
求
を
百
定
し
た
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
六
七

O
条
に
よ
る
制

求
権
に
関
し
て
は
ま
す
ま
す
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
。
過
失
を
要
件
と
し
な
い
六
七

O
条
の
舗
求
慌
に
お
い
て
慰
謝
料
訴
求
を

{η} 

認
め
る
こ
と
は
こ
れ
の
閥
罪
的
機
能

6
2
z
m
E
Zロ
m
m
pロ
宮
古
己
と
も
矛
盾
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
学
説
で
も
、
こ

{
花
)

れ
を
否
定
す
る
の
が
通
説
的
見
解
と
い
え
よ
う
。

{
沼
)

リ
ス
ク
責
任
論
の
提
唱
者
で
あ
る
カ
ナ
l
リ
ス
は
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
ポ
イ
テ
ィ
ー
ン
は
八
四
七
条
が
不
法
行
為
上
の
甜

求
慣
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
こ
こ
で
の
危
険
責
任
に
基
づ
く
賠
償
訴
求
栂
へ
の
適
用
を
否
定
す
る
。

ニ
O
O二
年
一
月
一
日
に
新
し
い
民
法
典
が
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
視
定
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
。
し
か
し
、
同
年
七
月
一

九
日
の
「
摘
智
賠
償
法
の
規
定
の
変
更
の
た
め
の
第
二
法
体

Q
Z一
宮
加
の
SOSHE--
』
足
時
E
m
R宮
島
市
富
市
『
S
E
E
n
v
E
n
F国『

l
 
・t・-(
 

〈

0
2
n
z・5
0
P
∞D
E
-
-
N
O
O
N
-
目
立
ど
に
よ
っ
て
、
従
来
の
八
四
七
条
は
廃
止
さ
れ
て
、
新
た
に
二
五
三
条
ニ
項
が
制
定
さ
れ
た

(
同
年
八
月
一
日
施
行
)
。
そ
こ
で
は
、
身
体
ま
た
は
健
康
、
自
由
、
性
的
自
己
決
定
の
侵
害
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
を
給
付
す
べ
き
場
合
に

は
、
財
産
的
損
害
で
な
い
損
害
に
閲
し
て
も
、
金
銭
に
よ
る
相
応
の
賠
償

(ZZ宮
回
三
田
口
宮
町
内
吉
目
的
)
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
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現
定
さ
れ
た
。

こ
れ
は
内
容
的
に
は
性
的
な
自
己
決
定
の
保
護
に
つ
き
婦
人
へ
の
制
限
を
撤
廃
し
て
被
保
謹
主
体
を
一
般
化
し
た
点
に
お
い
て
従
来
の

八
四
七
条
の
親
定
と
異
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
債
務
法
の
通
則
に
位
置
す
る
こ
五
三
条
ニ
項
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慰
謝

料
制
求
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
単
に
不
法
行
為
に
よ
る
摘
智
賠
償
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
契
約
上
の
損
寄
賠
償
の
局
合
、
さ
ら
に
危
険
賞

任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
場
合
に
も
拡
服
さ
れ
た
。
責
任
の
原
因
が
阿
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
被
害
者
の
保
護
に
器
典
を
生
ず
る
こ
と
は
妥

AM) 

当
で
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
新
法
の
下
で
は
、
危
険
責
任
に
基
づ
く
賠
償
請
求
権
と
し
て
把
握
す
る
リ
ス
ク
責
任
論
に
よ
れ
ば
、
二
五
三
条
ニ
項
を

適
用
し
て
慰
謝
料
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
六
七

O
条
・
六
八
三
条
を
(
絹
推
)
適
用
す
る
見
解
で
は
、
慰
謝
料
前
求
が
当
然
に
詔
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な

ぃ
。
文
言
的
に
は
二
五
三
条
二
項
は
専
ら
担
者
陪
問
調
求
櫛
に
関
わ
っ
て
お
り
、
他
の
法
的
性
質
を
有
す
る
制
求
権
に
も
妥
当
す
る
か
は

{苅
V

A

η

)

明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
部
の
見
解
は
こ
こ
で
の
賠
償
請
求
権
は
真
の
損
害
賠
償
請
求
権
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
こ
れ
を
否

定
す
る
が
、
こ
れ
と
異
な
り
、
こ
れ
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
[
げ
]
判
決
の
挙
げ
る
@
と
の
の
理
由
は
も
は
や
妥
当
し

な
い
し
、
二
五
三
条
二
項
は
非
実
体
的
な
損
害
を
実
体
的
な
損
害
と
同
一
に
置
い
て
お
り
、
こ
の
判
断
は
損
害
賠
償
以
外
の
関
連
で
も
尊

{

叩

帽

}

虫
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
六
七

O
条
・
六
八
三
条
に
よ
る
淵
求
権
が
過
失
に
依
存
し
な
い
危
険
責
任
と

Am} 

非
常
に
踊
似
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。

付

追
族
の
賠
償
請
求
権

受
任
者
や
事
務
管
理
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
遺
族
に
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
。
不
法
行
為
法
で

は
、
遺
族
の
賠
償
請
求
権
に
関
し
て
八
四
四
条
・
八
凹
五
条
の
規
定
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
現
定
を
こ
こ
で
の
法
領
壊
に
類
推
適
用

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
似
沼
と
ド
イ
ツ
民
法
六
ヒ

O
条
〔
一
)
{
宮
本
}

四
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学
志
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一
一

O
巻

第
三
号

四
四

し
う
る
か
が
問
題
と
な
る
。

意
を
死
亡
と
い
う
悪
い
結
末
の
場
合
に
つ
き
扶
養
義
務
を
負
う
家
族
の
保
障

G
R
Z
E
E
-
5
m
)
に
も
拡
張
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と

こ
の
点
は
す
で
に
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
時
代
に
争
わ
れ
て
い
た
。

[
5
]
判
決
は
、
黙
示
的
な
責
任
引
受
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
合

は
ほ
と
ん
ど
必
然
的
な
結
論
だ
と
し
て
、
地
族
の
賠
償
請
求
を
認
め
た
。

こ
れ
は
補
充
的
な
契
約
解
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
こ
の
よ
う
な
黙
示
的
合
意
を
認
定
し
え
な
い
場
合
で
あ
る
。

[
6
]
判

(
紛
)

決
は
、
遺
族
の
賠
償
請
求
を
否
定
し
た
。
六
七

O
条
の
費
用
概
念
を
拡
強
し
、
損
害
を
こ
の
中
に
含
め
る
と
し
て
も
、
受
任
者
自
身
で
は

な
く
て
、
他
の
者
に
生
じ
た
損
害
を
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
八
四
四
条
に
よ
る
請
求
権
は
当
初
か
ら
遺
族
に
生
じ
た
も
の
だ

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

[
9
]
判
決
は
右
の
判
決
を
拒
否
し
、
八
四
四
条
お
よ
び
八
四
五
条
を
類
推
適
用
し
て
遺
族
に
六
七

O
条
に
よ
る
諦

求
権
を
認
め
た
。
事
務
管
理
者
が
健
康
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
本
人
は
完
全
な
範
囲
で
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
彼
が
生
命
と
い
う
よ
り
大
き
な
犠
牲
を
し
た
場
合
に
、
本
人
が
賠
償
義
務
を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

賠
償
請
求
権
は
確
か
に
事
務
管
理
者
自
身
に
は
成
立
し
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
犠
牲
に
よ
っ
て
直
接
的
に
打
撃
を
被
っ
た
者
に
成
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
四
四
条
・
八
四
五
条
は
不
法
行
為
法
に
属
す
る
が
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
類
推
適
用
す

る
こ
と
は
妨
げ
な
い
と
判
示
し
た
。

山

六

七

O
条
(
類
推
)
適
用
に
よ
る
学
説
は
右
の
判
例
と
同
様
に
八
四
四
条
・
八
四
五
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
遺
族
の
賠
償
請
求
権

を
認
め
刻
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
右
の
判
例
の
理
由
付
け
は
あ
ら
ゆ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
転
用
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
八
四
四
条
・
八
四
五
条
の
例
外
規
定
を
一
般
的
な
規
定
に
格
上
げ
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
カ
ナ
l
リ
ス
の
批
判
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
リ
ス
ク
責
任
論
に
よ
れ
ば
、
危
険
責
任
に
基
づ
く
真
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
八
四
四
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条
・
八
四
五
条
の
類
推
適
用
は
容
易
に
導
か
れ
る
。
ま
た
、
危
険
責
任
の
法
領
域
で
は
遺
族
の
賠
償
請
求
権
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
道
路
交
通
法
(
宮
〈
の
)

一
O
条
二
項
や
航
空
交
通
法

p
g
p〈
。
)
三
五
条
二
項
、
責
任
法
(
Z
m
w『
酔

Mum-g
五
条
ニ
項
な

ど
が
そ
う
で
あ
る
。
危
険
責
任
の
一
つ
で
あ
る
こ
こ
で
の
問
題
領
域
に
八
四
四
条
・
八
四
五
条
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
体
系
的
に
も
適

〔

mv

合
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

受
任
者
・
事
務
管
理
者
に
よ
る
加
害

)
 

・・且{
 
問
題
の
所
在
と
学
説

こ
れ
ま
で
受
任
者
や
事
務
管
理
者
が
事
務
処
理
に
際
し
て
被
っ
た
損
害
に
関
し
て
見
て
き
た
(
被
害
の
類
型
)
。
し
か
し
、
た
と
え
ば

委
任
関
係
に
お
い
て
、
受
任
者
は
委
任
か
ら
利
益
も
損
失
も
被
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
法
思
想
は
こ
の
よ
う
な
受
任
者
の
被
害
の
場
合

だ
け
で
な
く
、
受
任
者
に
よ
る
加
曹
の
場
合
に
も
同
搬
に
妥
当
し
う
る
(
加
害
の
類
型
)
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
受
任
者
が
第
三
者
に
掴

寄
を
与
え
た
場
合
に
は
、
委
任
遂
行
に
伴
う
損
失
か
ら
受
任
者
を
免
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
委
任
者
に
対
す
る
免
責
輔
求
権
や
求
償
掘
が

受
任
者
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
委
任
者
自
身
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
民
法
の
一
般
原
則
に
基
づ
く
委
任
者
の

損
害
賠
償
舗
求
掘
が
制
限
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

同
搬
の
問
題
は
事
務
管
理
の
場
合
に
も
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
、
危
険
回
避
の
た
め
の
事
務
管
理
で
は
、
事
務
管
理
者
の
本
人
に
対
す

る
賠
償
義
務
は
故
意
・
重
過
失
に
制
限
さ
れ
て
い
る
(
六
八

O
条
)
。
従
っ
て
、
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
務
管
理
に
際
し
て

の
第
三
者
に
対
す
る
加
害
の
場
合
の
免
責
の
有
無
で
あ
る
。
こ
の
規
定
を
こ
の
よ
う
な
事
務
管
理
者
の
軽
過
失
免
責
と
い
う
一
般
的
な
法

的
思
想
の
表
現
と
解
す
る
と
き
は
民
間
〕
判
決
参
照
)
、
本
人
と
の
内
部
関
係
で
は
事
務
管
理
者
の
免
責
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な

ろ
う
。
さ
ら
に
、
六
八

O
条
の
適
用
さ
れ
な
い
事
務
官
理
に
閲
し
て
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
鍋
害
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
(
一
)
(
宮
本
)

四
五
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法
学
志
林

第
一

-
O怠

第
三
号

四
六

こ
の
点
に
閲
す
る
学
説
を
み
る
と
、
六
七

O
条
(
類
推
)
適
用
説
で
は
こ
の
よ
う
な
加
書
類
型
に
つ
い
て
の
議
論
は
余
り
活
発
で
は
な

い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

〔
飽
}

こ
れ
に
対
し
て
、
リ
ス
ク
責
任
論
で
は
、
そ
の
主
唱
者
で
あ
る
カ
ナ
l
リ
ス
は
受
任
者
の
被
っ
た
損
害
リ
ス
ク
を
委
任
者
に
帰
賀
す
る

場
合
に
は
、
首
尾
一
貫
し
て
、
本
人
や
第
三
者
に
対
す
る
加
害
の
リ
ス
ク
も
本
人
に
帰
賀
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
法
的
に
類

似
し
た
事
柄
を
同
一
に
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
公
平
性
の
要
舗
で
あ
る
と
主
蔵
す
る
。
こ
の
よ
う
に
被
害
額
型
だ
け
で
な
く
加
害
類
型
を
も

視
野
に
入
れ
て
リ
ス
ク
分
配
の
観
点
か
ら
統
一
的
に
処
理
し
よ
う
と
す
る
点
に
、
リ
ス
ク
責
任
論
の
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

(21 

関
連
す
る
判
例

こ
の
よ
う
な
加
割
類
型
に
閲
す
る
判
例
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
事
案
は
第
三
者
に
対
す
る
加
害

に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

(a) 

辿
邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
二
年
一

O
月
三

O
日
判
決

2
=〈
呂

8
・
自
己
[
自
動
車
牽
引
事
件
]

[
判
旨
]

こ
れ
の
事
実
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
こ
で
は
、
ま
ず
初
め
に
、
道
路
上
で
故
陣
な
ど
に
よ
り
立
ち
往
生
し
て
い
る
自
動
車
を
猿
引

す
る
際
に
生
じ
た
飢
留
に
関
し
て
、
推
が
道
路
交
通
法
七
条
に
よ
る
彪
険
質
任
と
し
て
の
賠
償
貸
任
を
負
う
か
が
問
削
と
さ
れ
た
。
従
来
の
判
例
・
学
説

に
よ
れ
ば
、
策
引
取
の
迎
行
に
際
し
て
生
じ
た
倒
答
に
閲
し
て
は
、

mm
引
取
の
保
有
者
や
逆
転
手
の
み
が
道
路
交
通
法
に
よ
る
賀
任
を
負
う
と
さ
れ
る
が
、

本
件
で
こ
れ
と
異
な
っ
て
解
す
る
契
織
は
存
在
し
低
い
と
し
て
、
こ
の
原
則
を
維
持
し
た
。

そ
の
上
で
、
牽
引
車
の
保
有
者
は
彼
牽
引
車
の
保
有
者
に
鍋
笹
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
志
れ
た
。
裁
判
所
は
こ
れ
を
次
の
よ

う
に
二
つ
の
場
合
に
分
け
て
判
示
し
た
。
川
こ
の
牽
引
が
生
業
的
に
(
肉

2
2・σ呂
町
忌
も
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
自
動
車
の
理
'
汀
リ
ス
ク
を
被
牽
引
車
の
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保
有
省
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
刷
牽
引
が
祭
償
で
好
意
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
崎
会
に
は
、
六
七

O
条
を
適
用
す
る
こ
と
が
事
態
に

適
し
た
結
果
に
導
く
。
牽
引
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
険
責
任
に
基
づ
く
損
害
俄
務
宙
口

S
E
E窓口
}
F
E
r
-
)

の
負
担
は
費
用
と
同
一
慢
で
き
る
と
い
う
の
が
そ

の
理
由
で
あ
る
。

こ
の
判
決
で
は
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
第
三
者
に
対
す
る
摘
窃
賠
償
義
務
の
負
担
が
偶
然
損
害
と
同
じ
よ
う
に
、
六
七

O
条
に
よ
り

委
任
者
に
帰
賀
さ
れ
た
点
が
詑
図
書
れ
る
。
な
お
、
判
旨
附
は
後
に
一
九
八
四
年
判
決
[
国
軍
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
事
件
]
〈
第
二
章
三
印
刷

参
照
)
に
よ
っ
て
実
質
的
に
変
更
さ
れ
た
。

(b) 

辿
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
三
年
一
二
月
五
日
判
決
宙
口

Z
N
∞
也
】
包
)
[
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
事
件
]

[
耶
災
関
係
]

事
案
は
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
回
日
が
織
れ
た
テ
ン
ト
を
乾
燥
さ
せ
る
た
め
に
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
を
使
っ
て
倉
蹴
の
苅
さ
三
伝
い
し
四
メ

ー
ト
ル
の
支
怯
に
吊
す
際
に
、
フ
ォ

1
9
リ
フ
ト
で
持
ち
上
げ
て
い
た
容
器
ご
と
滋
下
し
て
、
そ
の
中
に
乗
っ
て
い
た
回
目
の
一
人
が
顔
面
に
重
傷
を
負

っ
た
。
鍛
判
上
の
和
解
で
こ
の
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
幹
部
で
引
率
・
指
導
し
て
い
た
原
告
は
五

0
0
0
マ
ル
ク
お
よ
び
将
来
生
ず
る
捌
寄
の
七
五
パ

1
セ

ン
ト
を
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
上
認
団
体
で
あ
る
社
団
法
人
ド
イ
ツ
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
迎
盟
に
対
し
て
賠
償
し
た
恨
容
の
求
償

お
よ
び
銅
筈
賠
償
義
務
か
ら
の
免
責
を
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
審
は
請
求
の
一
部
を
認
容
。
被
告
が
上
告
。

[
判
旨
]

上
告
棄
却

裁
判
所
は
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
作
業
を
行
わ
せ
た
幹
部
は
フ
会

l
ク
リ
フ
ト
の
使
用
を
止
め
な
か
っ
た
が
放
に
、
団
員
に

対
す
る
監
視
義
務
や
配
慮
義
務
に
有
賀
に
迎
反
し
た
と
し
て
、
こ
の
幹
部
の
倒
害
賠
償
資
佳
を
肯
定
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
幹
部
か
ら
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト

fl) 

す・ 上
な部
わ間
ち i本

両対
省す
のる

1111 蓄
はお
、ょ

qt ぴ
働将
附*
係の
は ul
存省
在賠
し償

己誘
かか
らり
、の
労免
働霊
法昭
で'}{
鹿に
1111 ? 
さい

れて

色恋
弱 4
働 2

議過
の不

邑 L
筏弓
的
な
適
lJl 
li 
な

し
か
し

専

市
V

務
処
剛
山
.
に
際
し
て
生
じ
た
倒
容
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
〈
一
)
【
宮
本
)

四
七
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法
学
宮
似
体

第
一
一

O
巻

第
三
号

四
八

聞
に
は
特
殊
な
事
務
処
理
関
係
が
存
在
し
、
こ
れ
に
は
香
任
法
の
鍵
定
、
特
に
六
七

O
条
の
規
定
が
頬
推
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
委
任
法
の
傾
綾
で
は
、
ド

グ
マ
的
な
基
礎
づ
け
は
異
な
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
今
回
で
は
、
本
人
の
た
め
に
行
っ
た
活
動
の
リ
ス
ク
を
完
全
に
受
任
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
通
常
許

さ
れ
ず
、
そ
れ
放
に
、
委
任
の
遂
行
に
際
し
て
非
任
意
的
に
被
っ
た
よ
う
な
煩
失

(
Z
S
S
E
-〉
の
賠
償
ま
た
は
免
責
を
求
め
る
請
求
権
が
彼
に
成
立
し

う
る
こ
と
に
異
論
は
見
ら
れ
な
い
。

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
活
動
内
容
か
ら
す
る
と
、
幹
部
は
監
視
義
務
や
監
督
義
務
の
退
反
に
よ
り
倒
害
賠
償
義
務
を
負
う
と
い
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
危
険
が
現
申
同
化
し
た
筋
合
に
は
、
こ
の
幹
部
に
単
独
で
責
任
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
正
当
で
は
な
い
。
こ
の
限
り
で
、

労
働
者
が
有
貨
に
伺
省
を
惹
起
し
た
湯
合
で
も
、
典
型
的
な
営
業
リ
ス
ク
に
属
す
る
よ
う
な
鍋
容
や
損
害
賠
償
制
求
翻
の
負
担
を
労
働
者
に
期
待
す
る
こ

と
は
詐
さ
れ
な
い
と
い
う
労
働
法
で
展
開
さ
れ
た
見
解
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
で
は
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
幹
部
に
と
っ
て
綱
引
官
傾
向
の
あ
る

活
動
が
存
在
し
、
こ
の
特
別
な
リ
ス
ク
が
現
実
化
し
た
か
ら
、
こ
れ
に
よ
る
鍋
笹
結
果
を
こ
の
幹
部
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
符
さ
れ
は
い
。

も
っ
と
も
、
原
告
が
こ
の
事
故
を
故
意

-a過
失
で
誼
起
し
た
場
合
に
は
、
原
告
の
免
掛
川
前
求
術
は
認
め
ら
れ
な
い
。
労
働
法
上
の
原
則
は
意
味
に
即
し

て
こ
の
迎
盟
の
賠
償
縫
世
間
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
迎
盟
が
単
独
で
賞
任
を
負
う
と
す
れ
ば
、
自
己
の
目
的
を
追

求
し
て
危
険
は
任
務
を
他
人
に
任
せ
た
者
に
り
ス
ク
そ
課
す
と
い
う
考
え
が
余
り
に
も
誇
張
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
こ
の
よ
う
な
泊
過

失
は
悶
窓
口
に
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
銭
判
所
は
賠
償
額
の
一
部
の
求
償
と
四
分
の
三
の
限
度
で
免
貧
請
求
を
認
め
た
原
容
の
判
断
を
支
持
し
た
。

こ
こ
で
は
、
道
路
交
通
法
な
ど
に
よ
る
危
険
責
任
で
は
な
く
て
、
過
失
に
よ
る
損
害
賠
償
資
任
が
問
題
と
さ
れ
た
。
本
判
決
は
「
特
殊

な
事
務
処
理
関
係
」
に
も
六
七

O
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
陪
償
額
の
求
償
と
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
か
ら

の
免
責
請
求
を
認
め
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
委
任
法
の
領
域
に
お
い
て
受
任
者
の
被
っ
た
損
害
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
対

す
る
損
害
賠
償
義
務
か
ら
の
「
免
責
甜
求
概
」
も
異
口
同
音
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
若
干
不
正
確
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
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そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
六
七

O
条
類
推
適
用
説
に
立
つ
学
説
は
こ
の
よ
う
な
免
罪
哨
求
権
に
つ
い
て
殆
ど
言
及
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
本
判
決
の
い
う
「
労
働
訟
で
展
開
さ
れ
た
見
解
」
や
「
労
働
法
上
の
原
則
」
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
た
判
例
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
危
険
労
働
法
理
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
労
働
法
理
の
担
問
は
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
機
能
す
る
と
い
え
よ
う
。

一
つ
は
、

嬰
件
論
の
同
等
化
で
あ
る
。
六
七

O
条
の
額
推
適
用
に
よ
る
免
賀
舗
求
備
の
場
合
に
も
、
危
険
労
働
の
場
合
と
同
じ
く
、
危
険
労
働
の
存

在
と
そ
の
特
別
な
リ
ス
ク
の
現
実
化
が
要
件
と
さ
れ
る
(
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
六
七

O
条
の
要
件
論
か
ら
導
く
こ
と
も
で
き
よ
う
)
。
ニ

つ
に
は
、
六
七

O
条
の
類
推
適
用
論
で
は
事
務
処
理
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
六
七

O
条
を
類
推
適
用
し
う
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

と
り
わ
け
本
件
の
よ
う
に
事
務
処
理
者
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
加
害
の
場
合
に
は
、
事
務
処
理
者
に
少
な
く
と
も
過
失
が
あ
る
こ
と
が

当
然
の
前
提
と
な
る
か
ら
、
臨
ち
に
六
七

O
条
を
類
恨
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
危
険
労
働
法
理
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

A

制
V

の
よ
う
な
事
務
処
理
者
の
加
害
額
型
に
お
け
る
六
七

O
条
の
類
推
適
用
が
基
礎
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
結
論
的
に
も
危
険

労
働
法
理
と
同
様
の
結
果
が
こ
れ
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
危
険
労
働
理
論
で
は
、
故
意
・
重
過
失
の
場
合
に
は
免
責
否
定
、

中
間
の
過
失
の
場
合
に
は
割
合
的
負
担
、
最
軽
過
失
の
場
合
に
は
全
部
免
責
と
さ
れ
る
が
、
本
判
決
は
故
意
・
重
過
失
の
場
合
の
免
責
否

定
を
判
旨
の
中
で
述
べ
、
ま
た
、
事
案
の
解
決
と
し
て
両
者
は
一
対
三
の
割
合
で
責
任
を
負
う
こ
と
を
認
め
た
(
こ
の
点
は
次
の
[
登
山

ツ
ア

I
事
件
]
ら
参
照
)
。

本
判
決
は
六
七

O
条
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
免
賞
制
求
栴
を
認
め
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
判
旨
後
半
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

「
自
己
の
目
的
を
追
求
し
て
危
険
な
任
務
を
他
人
に
任
せ
た
者
に
リ
ス
ク
を
課
す
と
い
う
考
え
」
も
控
用
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て

〔筋
V

カ
ナ

l
リ
ス
の
リ
ス
ク
責
任
論
へ
の
接
近
が
見
ら
れ
る
。

事
務
処
理
に
削
附
し
て
生
じ
た
縦
書
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
二
}
〔
宮
本
)

四
九
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法
学
志
林

第
一
一

O
巻

第
三
号

五
O

(c) 

述
邦
通
常
裁
判
所
二

O
O四
年
一
二
月
一
三
日
判
決

(
Z』
者
呂
田
・
匂
∞
Y
ロ
回
呂
田
、
患
)
[
畳
山
ツ
ア

l
事
件
]

[
事
実
関
係
]

被
告
た
る
山
岳
会
(
壁
記
さ
れ
た
社
団
)
が
ス
イ
ス
の
ラ
イ
ン
パ
ル
ト
ホ
ル
ン
へ
の
登
山
ツ
ア
ー
を
開
催
し
、
被
告
の
旅
行
監
視
員

3
2
2ロ
吉
岡
ユ
)
に
よ
っ
て
名
誉
職
的
な
ツ
ア

l
ガ
イ
ド
の
資
格
が
認
め
ら
れ
て
い
た
社
団
構
成
員
の

T
が
引
車
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
転
落
事
故
が
発
生

し
た
。
引
率
者
T
は
死
亡
。
参
加
者
の
一
人
で
あ
る
原
告
は
意
識
不
明
の
軍
備
を
負
い
、
蛍
大
な
後
遺
症
が
残
っ
た
。
原
告
は
被
告
お
よ
び
旅
行
監
視
員
、

T
の
相
続
人
に
対
し
て
調
書
の
賠
償
を
諭
求
。
被
告
お
よ
び
旅
行
監
館
員
に
対
す
る
訴
え
は
棄
却
さ
れ
た
が
、

T
の
栂
続
人
に
対
す
る
訴
え
は
認
容
さ
れ

た
。
格
統
人
は
そ
の
責
任
を

T
の
迫
墜
に
制
限
し
、
す
べ
て
の
遺
産
は
原
告
へ
の
支
払
い
に
当
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
損
害
全
部
の
賠
償
に
は
足

り
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は

T
の
被
告
に
対
す
る
免
賞
請
求
総
を
遺
族
か
ら
譲
り
受
け
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
残
存
す
る
領
容
の
賠
償
を
被
告
に
鏑
求

し
た
。
原
審
は
硝
求
の
一
部
を
認
容
。
被
告
が
上
告
し
、
原
告
も
付
簿
上
告
し
た
。

[
判
己
巴

裁
判
所
は
、
右
の
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
事
件
の
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
規
約

上
の
目
的
(
〉
ロ
古
田
宮
)
の
実
行
の
際
に
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
典
型
的
な
り
ス
ク
が
現
実
化
し
、
構
成
員
に
故
窓
・
重
過
失
が
な
い
場
合
に
は
、
社
聞
は

こ
の
構
成
貝
を
原
則
的
に
は
全
部
ま
た
は
一
部
免
責
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
の
理
由
付
け
に
つ
い
て
は
、
六
七
O
条
の
顕
推
適
m
川
や
「
他
人
の
た

め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
資
任
」
な
ど
見
解
が
対
立
す
る
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
免
貴
義
務
は
衡
平
の
考
慮
宙
E
m
w
m
F
Z
0
2唱曲
m
g巴

両
者
の
上
告
棄
却

に
基
づ
く
。
社
団
が
領
寄
を
平
ん
だ
規
約
上
の
目
的
を
実
行
す
る
た
め
に
彼
の
構
成
員
を
用
い
た
筋
合
に
、
社
団
が
こ
れ
か
ら
生
ず
る
責
任
に
関
与
し
な

い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
不
適
当
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
引
率
者
T
の
よ
う
に
、
当
該
構
成
員
が
無
償
で
行
為
す
る
場
合
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
う
で
あ
る
。

免
責
の
範
囲
は
個
々
の
事
例
の
事
情
、
と
り
わ
け
事
務
処
理
者
の
過
失
の
程
度
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
二
五
四
条
の
類
推
適
用
か
ら
導
か
れ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
免
責
を
基
礎
づ
け
る
衡
平
の
考
え
に
も
合
致
す
る
と
判
示
し
た
(
結
果
的
に
、
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
限
度
で
免
責
請
求
槌
を
肯
定
)
。

こ
の
判
決
は
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
事
件
判
決
と
基
本
的
に
は
一
致
す
る
。
し
か
し
、
法
的
構
成
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
の
見
解
の
対
立
を
紹

介
す
る
の
み
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
る
か
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
労
働
法
で
展
開
さ
れ
た
見
解
」
や
「
労
働
法
上
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の
原
則
」
は
直
接
的
に
は
援
用
さ
れ
て
い
な
い
。
連
邦
労
働
裁
判
所
の
大
部
は
一
九
九
四
年
九
月
二
七
日
に
危
険
労
働
の
要
件
を
放
棄
し

て
危
険
で
な
い
労
働
に
も
労
働
者
の
賞
任
制
限
を
拡
躍
す
る
と
い
う
画
期
的
な
決
定
を
行
っ
た
が
宙
〉
口
出
・
芦
田
・
こ
れ
に
つ
い
て
は

第
四
章
三
参
照
て
そ
の
結
果
、
危
険
労
働
法
理
は
名
称
と
し
て
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
判
決
は
危
険
労
働
法
理

に
代
え
て
、
典
型
的
な
リ
ス
ク
の
現
実
化
を
要
件
と
し
、
二
五
四
条
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
具
体
的
な
免
貨
の
施
囲
が
決
定
さ
れ
る
と
し

た
{
こ
の
点
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
三
仙
川
川
参
照
)
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
が
「
倒
在
を
平
ん
だ
」
組
約
上
の
目
的
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
危
険
な
活
動
に
関
す
る
事
案
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
「
危
険
で
な
い
活
動
へ
の
拡
張
」
と
い
う
問
題
は
米
解
決
の
ま

ま
残
さ
れ
て
い
る
。

(dl 

括

受
任
者
や
事
務
管
理
者
に
よ
る
加
害
の
類
型
に
閲
す
る
判
例
と
し
て
は
、
右
の
三
つ
の
事
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、

主
と
し
て
六
七

O
条
の
視
点
か
ら
問
題
の
解
決
が
な
さ
れ
、
結
果
的
に
も
こ
れ
ら
の
事
務
処
理
者
の
責
任
軽
減
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
第
三
者
を
加
害
し
た
事
案
に
関
迎
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
委
任
者
や
本
人
に
対
し
て
損
害
を
与
え
た
場
合
に
闘
し

て
は
ま
だ
判
問
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
者
加
害
の
場
合
と
異
な
っ
て
扱
う
理
由
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
こ
れ
と

同
様
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
1
)

拙
間
同
「
服
用
・
労
働
契
約
に
お
け
る
安
全
配
忠
義
務
|
給
付
義
務
椀
成
へ
の
一
つ
の
試
み
|
」
法
学
研
究
(
明
治
学
院
大
学
}
=
ヱ
ハ
号
一
四
五
頁
(
一
六

O
頁
以
下
)
(
一
九
八
六
年
〕
)
(
『
安
全
配
慮
筏
務
と
契
約
費
低
の
舷
扱
』
(
一
九
九
三
年
)
所
収
一
八
五
賞
以
下
}
、
問
「
服
用
・
労
働
契
約
へ
の
民
法
六
五

O

条
三
墳
の
矧
継
通

m」
法
学
研
究
四
九
号
一
三
五
賢
三
八
七
百
以
下
〉
〈
一
九
九
三
年
)
{
前
倒
稽
三
五

O
H以
下
)
申
告
照
。

山
叩
紡
処
閉
山
に
際
し
て
生
じ
た
制
百
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
担
増
〔
一
)
{
作
刊
本
〉

五
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法
学
志
体

第
一
一

O
巻

第
三
号

五
-

(
2
)

鮒
稿
『
労
働
過
程
で
生
じ
た
倒
箸
の
側
腐
と
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
危
険
貨
任
』
法
学
研
究
四
七
号
ニ
五
七
賢
吉
三
八
頁
以
下
)
二
九
九
-
年
)

(
前
倒
省
二
八
ニ
頁
以
下
】
、
同
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
訟
に
お
け
る
使
用
者
の
リ
ス
タ
資
任
績
の
展
開
(
-
)
(
ニ
・
完
と
法
学
窓
休

-
O四
巻
二
号
三
三
珂
以
下

(ニ

O
O六
年
)
・
三
号
一

O
一
貫
以
下
(
ニ

O
O七
年
)
会
照
。

も
っ
と
も
、
労
働
関
係
に
関
し
て
は
、
労
働
者
の
被
省
の
傾
刷
出
に
つ
き
、
川
市
依
保
険
法
が
使
問
者
の
免
資
を
焼
定
し
、
ま
た
、
労
働
者
の
加
後
の
矧
盟
に

つ
い
て
、
労
働
省
の
不
法
行
為
に
滋
づ
〈
賠
償
資
任
の
縫
減
そ
定
め
る
彼

m笥
賠
償
資
伊
法
百
万
苦
言
各
富
市
『
ぎ
『
F
E
E
-
F間開柏市
FN}
が
存
往
す
る
こ
と
に

注
窓
を
削
寓
す
る
e

(
3
)

他
縞
『
ス
イ
ス
償
商
法
に
お
け
る
リ
ス
ク
責
任
に
つ
い
て

l
議
任

-m務
管
理
お
よ
び
労
働
提
約
を
巾
心
と
し
て

l
」
法
学
志
林
一

O
七
巻
四
号
一
一
向
以

下
〈
ニ

O
一
O
年
)
参
照
。

〈
4
}

拙
稿
・
前
回
開
注

ω
〈
法
学
研
究
四
七
号
)
ニ
六
一
一
良
以
下
〈
前
倒
省
二
ニ
凶
頁
以
下
)
。

(
5
)

河内
U
C『
E
-
4
o
s
-
-
N
・

5
=
-
m
{
U
N
a
-
S白
[
売
上
税
償
還
請
求
事
件
]

[
耐
中
実
関
係
]
あ
る
不
動
産
に
つ
き
譲
渡
契
約
と
買
主
に
よ
る
第
三
者
へ
の
転
売
契
約
が
そ
れ
ぞ
れ
締
結
さ
れ
た
が
、
買
主
の
依
頼
に
基
づ
き
売
主
が
転

得
者
と
の
聞
で
直
接
に
物
値
的
合
意
を
し
た
と
こ
ろ
、
括
主
は
税
務
脅
か
ら
税
法
上
の
線
定
に
基
づ
き
ニ
つ
の
契
約
の
売
上
税
舌
呂
田
E
g
z
z
o
ユ
を
締
求

さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
支
払
っ
た
売
主
が
貿
主
に
対
し
て
自
己
の
負
鐙
分
を
控
除
し
た
残
額
の
賠
償
を
請
求
し
た
(
な
お
、
転
問
問
者
は
支
払
不
能
)
。
原

審
は
請
求
一
郎
認
容
。
原
告
が
上
告
し
、
被
告
も
付
帯
上
告
。

[
判
己
日
]
上
告
認
容
・
付
帯
上
告
棄
却
質
主
の
依
頼
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う
な
物
権
的
合
窓
を
し
た
楊
合
に
は
、
売
主
は
六
七
O
条
に
よ
っ
て
も
貨

m償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
審
は
売
上
税
は
委
任
を
遂
行
す
る
図
的
で
支
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
委
任
を
遂
行
し
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
は
費
用
に
該
当
し
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
委
任
を
遂
行
す
る
目
的
の
た
め
に
支
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
袋
径
の
不

可
避
的
な
結
果
と
し
て
支
出
さ
れ
、
そ
れ
放
に
、
こ
の
委
任
と
分
離
し
得
な
い
関
連
に
立
つ
場
合
に
は
、
受
任
者
の
偶
然
倒
省
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
て
、
奥
の
意
味
で
の
費
用
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
判
決
の
汗
価
と
し
て
は
、
綱
引
官
に
は
六
七

O
条
は
遜
周
さ
れ
な
い
こ
と
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
資
周
挺
念
を
鉱
四
慣
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

〔6
)

六
八
三
条
の
要
件
を
溺
た
さ
な
い
川
場
合
に
は
、
本
人
は
、
こ
の
事
務
処
怨
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
す
べ
て
の
も
の
を
不
当
利
得
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
取

務
管
理
者
に
返
還
す
べ
き
義
務
を
負
う
。
も
っ
と
も
、
本
人
が
こ
の
事
務
処
砲
を
迫
認
し
た
(
問
団
=
各
豆
問
。
ロ
)
場
合
に
は
、

w申
務
管
理
者
に
六
八
三
条
で
規

定
書
れ
た
請
求
紛
が
成
立
す
る
〔
六
八
四
条
)
。

{
7
}
m
H恒
三
吉
宮
司
¥
ロ
市
『
n
g
s
=
・
2
E
g
g
-
g
w
E
肉
・

8
8・
棚
田
明
白
河
口
・
晶
司
・
・

ω・
2
由
『
・
ロ
呈
刃
=
・

8
司・・

ω・
8
=・
・
(
な
お
、
本
稿
で
は
、
コ
ン
メ
ン
タ
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ー
ル
お
よ
び
脊
穫
の
引
用
は
脊
省
毎
に
初
出
の
場
合
に
の
み
版
と
出
版
年
を
紀
し
、
縫
総
位
同
文
な
ど
は
初
出
の
場
合
に
の
み
治
文
の
袋
題
を
記
す
。
前
川
仰
の
裂

記
は

mい
な
い
)
。

立
法
史
的
に
み
る
と
、
第
一
稿
集
七
五
三
条
は
、
事
務
管
理
の
引
受
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
の
実
行
の
翻
刻
と
方
法
に
つ
い
て
も
、
本
人
の
現
実
の
怠
思
に

合
致
す
る
こ
と
を
強
求
し
て
い
た
。
第
二
世
官
民
会
で
は
、
事
務
処
砲
の
実
行
に
つ
い
て
は
随
絡
江
主
総
的
関
川
は
綬
掬
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
間
中
時
間
処
問
の
引

受
に
聞
し
て
は
相
変
わ
ら
ず
舵
格
な
主
観
的
原
則
に
従
っ
て
本
人
の
現
実
的
ま
た
は
地
定
的
な
意
思
に
適
合
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
は
、

「
本
人
が
市
悠
を
知
ウ
た
と
き
は
そ
の
事
務
処
刑
岨
の
引
受
を
認
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
怨
泡
で
き
る
川
崎
合
に
は
」
と
い
う
選
択
的
は
川
既
定
が
蹴
か
れ
て
い
た
。

相
同
篠
香
川
H
会
で
初
め
て
期
務
処
理
の
引
受
が
本
人
の
利
益
お
よ
び
現
災
的
ま
た
は
他
定
的
な
意
思
に
迎
合
す
べ
き
こ
と
が
聾
件
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ベ
ル
ヲ

マ
ン
(
田
市
『
悶
雪
量
己
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
恐
ら
く
第
二
谷
民
会
の
決
定
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
た
第

-m案
七
五
三
条
の
各
項
の
統
合
と
い
う
失
敗
し
た
試
み

に
他
な
ら
は
い
と
い
う
。

{
B
)
ω
g
g
-
吉
岡
市
『
¥
空
白
冒
『
F
Z
司
r
-
Z
由
F
H
F
V
由
主
，
r
a
H
ロ
ロ
同
-
N
O
O
m
p
闇

0.
『
申
河
口
・
品
-
m
-
M
P
M
一
切
の
∞
・
見
。
Z
R
¥
∞
F
時
国
-
s
d
・
-
N
・
〉
Z
E
-
-
Z
吋
国
・
師
0.
『{】河口-M品-m・晶骨山

切
の
ご
C
2
Z
7
、
。
同
s
s
・

-
N
戸
田
町
同
・
図
。
目
白
日
山
田
・
M
M
M
(
M
M
m
y

(
9
)

〈
包
・
・
ロ
〉
の
C
ユ
由
一
-
-
句
。
S
∞
-
m
-
-
唱
曲
。
(
ω
〉
N
m
∞
同
¥
叫
由
Y
回
〉
の
回
ω
戸
呂
田
(
ご
N
Y
Z
』
4
r
弔
問
申
∞
-
-
叶
D
M
W
(
吋
【
】
同
戸
)
・

(
叩
)
図
『
同
国
語
=
¥
開
F
E
-
-
H
M
Z
・
5
・
〉
ロ
国
-
-
N
E
O
国
・
聞
由
吋
。
罰
ロ
-
M
叩
・
ω
・
目
白
由
・
N
F
H
Z
S
門
戸
〈
∞
唱
『
ロ
z
・
2
・
〉
三
日
・
-
M
O
O
朗
・
揖
窃
吋
C

お=・申・ω・-OAa・

(日
)
ω
H
P
Z
A
-
-
z
R
s
t
E
F
-
-
Z
F
2
2
H
F
R
q
r
a
Z
E問
-
N
o
o
p
問
問
明
白
罰
ロ
・
印
『
・
・
ω
-
N
4
『
:

(
問
)
図
。
Z
C
己
申
E
g
g
-
N
.
s
・
-
国
語
.
ロ
O
E
N
S
-
M
岡
田
〔
M
U
S
.
こ
こ
で
は
、
破
銃
の
除
毒
の
た
め
に
注
文
支
の
な
し
た
労
務
給
付
が
六
三
三
条
の
意
味
で

の
費
用
に
緩
当
す
る
か
が
争
わ
れ
た
が
、
辿
邦
通
常
設
判
所
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
。

(
U
)

こ
れ
の
法
律
上
の
例
外
と
し
て
は
、
一
八
三
五
条
三
項
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
見
人
ま
た
は
後
見
監
督
人
の
生
業
ま
た
は
聡
業
に
岡
崎
す
る

よ
う
な
労
務
は
費
用
と
み
な
さ
れ
る
。

(
H
)

図
。
Z
C
『
g
2
4
0
z
d
z
・
-
N
-
呂
田
吋
・
2
ι
4
F
〈
・
同
河
-
由
白
血
'
吋
晶
叩
(
吋
島
町
『
・
〉
・

(
日
〉
-
u
E
S
E
A
-
F
¥
m官
g
z
・
申
由
吋
O
同
p
u
-
∞
・
5
怠
一
∞
g
z
去
包
伺
申
可
¥
迄
昌
三
宮
市
r
・
臨
雪
白
河
口
・
5
・
m
・
国
自
由
戸
一
m
U
B
=
&
ロ
岡
市
『
〉
S
F
F
H
回
目
E
E
-
-
N
・
〉
E
m
-
-
5
2
・

回
目
吋
O
Z
P
吋
-
m
-
B
M
四
日
間
『
呂
田
E
¥
=
由
z
p
吋
・
〉
ロ
白
s
-喧
曲
ゲ
臨
申
.
『
【
}
一
河
口
-
M
-
m
・
-
白
-
o
h
回
コ
回
目
=
¥
民
Z
S
E
E
F
組
曲
吋
【
こ
N
P
由
-
m
-
N団
居
間

v
c
z
r
・
因
。
回
(
2
0
8
0曲

ヌ
o
g
g
g
S
『
)
¥
ω
n
r
z
z
p
閉
・
〉
Z
E
-
-
N
O
S
-
由
自
吋
O
回
目
・
晶
-
m
-
∞
宮
内
心
開
印
刷
由
『
〉
〈
喜
四
2
・
∞
n
Z
H
H
E
2
n
r
ニ
-
-
由
・
〉
Z
E
-
-
5
8
・
田
U
田
E
N
・
ω
・
ω
自
由
・

〈日山〉

-wo-w・
お
の
お
宍
¥
∞
z
q
g
H
・
期
目
吋
申
『
N
P
=
.
ω
・
品
目
山
・

(口
}
E
V
Z
F
F
〉
『
-
岡
田
一
F
F
E
z
-
-
開
g
白

Z
E
〉
Z
『
宅
自
主
=
国
間
帽
=
J
・
』
N
-
由
国
ω
・
ω
g
a
g
c
・

(
凶
〉
∞
g
E
Z
m
信
之
宮
司
間
ヨ
包
=
=
・
畑
白
∞
ω
ぉ
=
・
包
囲
・

5
・F
・
・
戸
・
ω
・
喧
ど
戸
も
唱
と
も
、
ベ
ル
タ
マ
ン
は
、
設
業
的
・
生
器
用
的
な
活
動
側
縫
と
い
う
嬰
件
に

市
路
間
処
砲
に
際
し
て
生
じ
と
附
削
W
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
処
刑
(
一
)
(
作
品
本
)

五
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法
学
志
称

第
一
一

O
巻

第
三
号

五
回

追
加
し
て
、
市
場
不
機
能
(
富
田
島
雪
国
『
回
目
岡
田
国
〉
の
事
例
、
す
な
わ
ち
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
有
償
の
事
務
処
理
に
関
す
る
契
約
締
結
の
可
能
性
が
存
在

し
な
い
場
合
に
限
る
と
す
る
。

(
問
)
君
。
-EnF冨岡田
F
E
m
o
g
n
F炉『
Z
E
Z『
=
E
m
O
}百
四
〉
z
p
g同・

5
a
-
ω
・
2
品開・一

Z
E
H
H
n
r
g
o司¥∞
a
z
F
m
-
〉
ZE--Nog-
臨罰∞
M
m
p
N佃
-
m
'
N
S
P

同吋町田内田
HHEn-岡田『¥民自由回目
HS曲目
H
f
ω
n
r
z
E『市内
V
F
-
0・〉
gp-MDG由・何回
--N叶
MYm-
明日日目・

〔
卸
}
自
己
M-白『・』
N
H由
田
町
・
白
血
国
(
曲
目
悶
『
『
・
)
・
具
体
的
に
は
、
個
々
の
事
例
の
事
慨
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
が
、
専
門
的
な
活
動
と
非
専
門
的
な
活
動
の
問
の

区
別
は
一
定
の
類
型
化
に
役
立
つ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

帥
専
門
的
活
動
す
な
わ
ち
事
務
管
塑
者
の
職
業
ま
た
は
生
梁
的
な
活
動
に
属
す
る
燭
合
に
は
、
原
則
と
し
て
報
酬
の
合
意
が
肯
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

贈
与
意
思
が
存
在
す
る
場
合
や
当
該
事
務
処
盟
の
有
用
性
が
報
酬
額
を
下
回
る
場
合
(
本
人
の
利
益
や
意
思
と
の
不
一
致
〉
、
事
務
管
理
の
結
果
の
不
達
成

〔
関
辿
す
る
契
約
額
型
の
給
付
隊
容
の
混
定
の
額
舷
適
用
〉
の
場
合
に
は
、
報
酬
請
求
権
は
否
定
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
非
噂
門
的
な
活
動
の
場
合
に
は
、
逆
に
、
贈
与
意
図
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
事
務
処
理
の
有
用
性
が
報
酬
額
を

越
え
る
湖
合
す
な
わ
ち
本
人
の
利
益
権
保
に
役
立
つ
濁
合
に
は
、
相
当
な
契
約
締
結
に
翠
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
報
酬
の
締
求
は
認
め
ら
れ
る
。

(
創
)
わ
が
国
の
最
近
の
文
献
と
し
て
は
、
野

mm-
「
民
法
六
五
O
条
三
項
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
|
比
絞
法
制
史
的
考
察
|
」
法
学
論
議
(
栂
岡
大
学
}
三

七
巻
ニ
・
三
・
四
号
一
一
良
以
下
〈
平
成
五
年
)
、
一
木
孝
之
「
受
任
者
の
経
済
的
不
利
益
等
に
対
す
る
径
任
者
の
燦
繍
責
任
問
|
民
法
六
五

O
条
お
よ
び
『
無

過
失
鏑
答
賠
償
資
任
』
に
関
す
る
一
試
論
|
」
箇
祭
院
法
学
四
六
巻
一
号
一
頁
以
下
〈
平
成
ニ

O
年
)
、
同
「
事
務
管
理
者
に
生
じ
た
経
済
的
不
利
益
苓
の
樹

舗
を
め
ぐ
る
史
的
素
描

l
『
事
務
処
理
法
と
し
て
の
不
利
益
嫌
捕
責
任
』
考
・
娯
の
た
め
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
|
」
早
稲
凶
法
学
八
四
巻
三
号
一
四
九
頁
以
下

(
平
成
二
一
年
)
な
ど
が
あ
る
。

(
招
)
〈
包
・
・
周
。
巴
『
円
四
回

4
0
5
M∞・

2
・
5
E
-
m
o
N
2・
5
由
(-2)
・

(
幻
)
宮
回
開
門
戸
曲
目
-
E
O
間

g
白
ヨ
日
常
ロ
玄
p
gユ
回
目
白
回
目
白
吉
田
岱
『
同
一
冊
『
z
n
Z
E
O
g四
FNF=nF
岡田『

ι曲目品目白神田口
FmMHany-
回門戸・

N
L由吋
p
m
-
M
O
N・

(
倒
的
)
宮
口
問
ι虫、
r
p
目・

0
・(勺ロ
-N3・
ω・曲師戸時『・・

〔
お
}
玄
ロ
伺
宕
ロ
-
P
目・

0
・〔
H
J
F
N
8
・
ω・由
8
・

(mm}

〈問
-
3
2
0ロ回目
-Y
口一回目
t
a
r
o
F白『
ggmHι
曲師。回目白
F由『
H回目岡田『『
Hf
『

gpm叫
hHFO
『回目、「
E
g
o
-
-
E白【
ym-
品町田町(∞・色
hF
『

E-
品開)・

〈幻〉

[
3
]
判
決
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
事
実
関
係
]
パ
ッ
サ
ウ
で
う
ろ
つ
い
て
い
る
狂
犬
病
の
疑
い
の
あ
る
犬
の
捕
獲
を
警
察
署
長
か
ら
蚕
託
さ
れ
た
皮
剥
職
人
(
毛
田
白
書
g
吾
宕
与
が
鮒

獲
す
る
時
に
こ
の
犬
に
噛
ま
れ
て
右
手
に
重
傷
を
負
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
よ
る
栂
寄
の
賠
償
を
バ
ッ
サ
ワ
市
に
請
求
。
原
審
は
領
容
の
半
額
に
つ
き
請
求

認
答
。
原
告
が
上
告
。
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[
判
旨
]
上
告
棄
却
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
か
ら
は
、
当
事
者
意
思
に
よ
れ
ば
、
原
告
に
よ
っ
て
無
償
で
引
き
受
付
ら
れ
た
委
任
の
進
行
に
ょ
う
て

原
告
が
被
っ
た
鍋
笹
に
関
し
て
、
被
告
た
る
市
賢
治
体
は
、
こ
の
損
害
が
釜
任
の
道
行
と
当
然
に

(HSZHam申
告
邑
〉
結
び
つ
い
た
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
、
受

任
者
た
る
原
告
の
過
失
に
よ
っ
て
讃
起
さ
れ
た
の
で
は
な
い
限
り
で
、
弁
償
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
一
五
七
振
に
適
合
す
る
。
ま
た
、
立
法
者
M
M
事
例
の
状
況
に
応
じ
て
委
任
者
の
こ
の
よ
う
な
責
任
を
認
め
る
こ
と
を

判
例
に
益
ね
た
の
だ
か
ら
、
本
件
事
例
に
お
い
て
こ
れ
を
肯
定
し
て
も
六
七

O
条
の
違
反
は
問
題
と
な
ら
な
い
し
、
む
し
ろ
逆
に
、
同
条
の
呂
的
や
内
容
に
よ

っ
て
支
持
さ
れ
る
。

な
お
、
結
論
的
に
は
、
原
告
の
過
失
を
理
由
に
、
二
五
四
条
に
よ
り
二
分
の
一
を
減
額
。

(犯
)

[

5

]

判
決
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
事
実
関
係
]
あ
る
飲
食
庖
で
臨
時
相
手
を
怒
っ
た
鉱
山
労
働
者
が
詩
集
官
に
よ
弔
て
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
の
眼
前
察
官
が
庖
の
電
話
室
か
ら
警
察
署
に
迎
絡

す
る
問
、
彼
は
居
合
わ
せ
た
知
人
の
肉
職
人
に
庖
の
台
所
で
監
視
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
。
肉
職
人
が
こ
れ
を
引
き
受
け
て
台
所
で
犯
人
を
監
視
し
て
い
る
時

に
、
彼
は
ナ
イ
フ
で
刺
さ
れ
て
死
亡
し
た
。
そ
こ
で
、
遺
族
で
あ
る
裂
と
子
供
が
国
に
対
し
て
銅
笹
賠
償
を
請
求
。
原
審
は
請
求
棄
却
。
原
告
が
上
告
。

〔
判
旨
]
破
楽
差
戻
し
控
訴
裁
判
所
は
、
受
任
者
自
身
の
侭
笹
だ
け
で
な
く
、
伎
の
家
族
に
生
じ
た
柄
容
に
つ
い
て
も
委
任
者
が
責
任
を
負
う
と
い

う
よ
う
な
広
範
聞
な
内
容
の
合
意
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
が
、
こ
れ
は
不
当
で
あ
る
。
他
人
の
た
め
に
危
険
な
窃
佳
を
引
き
受
け
る
際
に
、
そ
の
危
険
に
関

す
る
餐
任
者
の
責
任
に
つ
い
て
1
黙
示
的
な
l
合
意
を
行
っ
た
父
が
、
惑
い
結
束
の
織
合
に
関
し
て
、
こ
の
合
意
を
彼
の
扶
養
義
務
者
で
あ
る
家
族
の
保
際
に

も
拡
叩
慨
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
必
然
的
な
結
論
で
あ
る
。

〔鈎
)

[

7

]

判
決
の
柑
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
事
実
関
係
〕
被
告
の
所
有
す
る
馬
が
麻
俸
を
伴
う
筋
肉
締

2
5・S
E
F
E也
に
織
っ
た
の
で
、
留
守
中
の
被
告
の
た
め
に
、
母
親
が
電
話
で
獣
医

を
呼
ぴ
、
ま
た
自
分
の
良
湖
で
働
い
て
い
る
原
告
に
、
他
の
者
と
一
緒
に
腐
を
支
え
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
そ
の
馬
が
突
然
原
告
の
立
っ
て
い
る
側
に
傾
い
た

時
、
他
の
省
は
手
を
放
し
た
が
、
原
告
は
一
人
で
こ
の
馬
を
支
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
出
向
の
転
倒
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
原
告
は
こ

れ
に
よ
り
へ
ル
ユ
ア
に
擢
思
し
、
手
術
し
た
が
完
・
治
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
被
告
に
対
し
て
こ
れ
に
よ
る
栂
容
の
賠
償
を
請
求
し
た
。
原
事
前
は
請
求

認
容
。
被
告
が
上
告
。

〔
判
旨
]
上
告
棄
却
原
審
は
、
黙
示
的
な
代
理
績
の
授
与
に
よ
っ
て
、
被
告
と
原
告
の
聞
に
益
任
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
同
盟
国
の
ヘ
ル

ニ
ア
の
催
患
が
こ
の
墾
任
の
遂
行
に
よ
る
こ
と
を
認
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
正
当
で
あ
る
。

ま
た
、
控
訴
法
判
所
の
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
原
告
に
よ
る
鐙
伝
の
遂
行
は
初
め
か
ら
(
さ
ロ

5
2
F
a
d
-己
こ
の
よ
う
な
損
害
の
危
険
(
援
助
者
の

鍵
隣
被
害
ま
た
は
身
体
侵
害
)
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
危
険
性
は
両
者
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
し
、
考
慮
さ
れ
て
い
た

事
務
処
埋
に
際
し
て
生
じ
た
鍛
容
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
条
(
一
)
(
宮
本
〉

五
五
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仲
間
ネ
怠
祢
第
二

O
巻

第
三
号

五
六

こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
上
の
基
礎
に
基
づ
い
て
、
民
法
一
五
七
条
に
よ
り
、
香
任
者
が
受
任
者
に
委
任
の
零
'
汀
に
よ
っ
て
生
じ
た

鍋
答
に
関
す
る
総
額
を
黙
示
的
に
引
き
受
け
た
と
い
う
契
約
解
釈
が
正
当
托
さ
れ
る
。

〈

m叫
)

[

8

]

判
決
の
慨
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
事
実
関
係
]
原
告
は
被
告
た
る
飲
食
盾
主
か
ら
泥
酔
し
て
追
い
出
さ
れ
た

A
が
再
び
戻
っ
て
く
る
の
を
阻
止
す
る
こ
と
を
依
頼
さ
れ
た
。
実
際
に
A
が

戻
っ
て
き
た
時
に
、
原
告
は

A
と
も
み
合
い
に
な
り
、
玄
関
前
の
階
段
の
下
に
落
ち
た
。
そ
の
際
、
原
告
の
陳
述
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
左
手
が

A
の
口
の
中
に

入
り
、
左
の
人
指
し
指
の
最
後
の
関
節
が
噛
み
切
ら
れ
た
。
化
膿
し
た
隠
が
取
り
除
か
れ
て
、
最
終
的
に
は
、
残
り
の
人
指
し
指
と
親
指
が
硬
直
し
た
ま
ま
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
胤
告
は
被
告
に
対
し
て
鋭
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
原
審
は
請
求
棄
却
。
原
告
が
上
告
。

[
判
同
己
破
棄
自
判
受
任
者
が
鐙
佳
の
遂
行
の
た
め
に
危
険
に
陥
り
、
彼
が
自
分
で
保
範
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
健
康
俊
筈
を
被
っ
た
梅
合
に
は
、

彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
法
益
を
犠
牲
に
し
た
。
た
と
え
六
七

O
条
が
そ
の
範
闘
を
受
任
者
が
彼
の
理
性
的
な
判
断
に
よ
り
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
金
銭
ま
た
は
金
銭
的
価
値
に
つ
い
て
の
任
意
的
な
質
問
を
念
頭
に
図
い
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
規
定
を
倣
康
損
留
の
よ
う
な
他
の
極
頬
の
費
用
〔
〉
=
『
'

Z
E
E目
四
回
目
白

E
o
g『
〉
2
・
呈
由
。

g
E
Z
z
a官

師
同
日

HEgv
に
額
推
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
し
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
群
に
お
い
て
は
必
要
で
あ
る
。

契
約
関
与
者
に
よ
っ
て
計
算
に
入
れ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
よ
う
な
危
険
が
委
任
の
実
行
と
不
可
分
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
に
は
、
通
常
は
補
充
的
契
約
解

釈
の
方
法
で
委
任
者
の
責
任
引
受
の
意
思
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
関
与
者
が
事
態
の
成
り
行
き
を
詳
細
に
予
見

し
、
受
任
者
に
ど
の
よ
う
な
健
康
恨
笹
が
生
ず
る
か
を
考
慮
す
る
こ
と
は
迎
常
で
き
な
い
。

(
剖
)
〔
9
]
判
決
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
事
実
関
係
]
自
動
耶
の
運
転
手
が
録
作
を
誤
り
道
路
協
の
川
に
転
落
し
た
。
同
乗
者
の
一
人
で
あ
る

A
は
滋
か
ら
脱
出
し
、
泳
げ
な
い
た
め
に
、
大
き

な
声
で
助
け
を
求
め
た
。

B
と

C
が
助
け
る
た
め
に
水
に
飛
び
込
ん
だ
が
、

B
は
そ
の
途
中
で
溺
死
し
た
。
そ
こ
で
、
日
の
遺
族
で
あ
る
妥
と
子
供
が
彼
救
助

者

A
お
よ
び
そ
の
夫
に
対
し
て
鍋
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
原
穫
は
請
求
恕
答
。
被
告
が
上
告
。

[
判
旨
]
破
楽
差
戻
し
①
本
件
で
は
、
委
任
で
は
な
く
て
、
事
務
管
理
が
成
立
す
る
。
婚
姻
の
本
質
か
ら
す
る
と
、
妥
の
救
助
は
夫
の
利
益
と
意
思

に
適
合
す
る
か
ら
、
事
務
管
理
は
妻
だ
け
で
な
く
夫
に
対
し
て
も
成
立
す
る
。

原
由
骨
は
黙
示
的
な
責
任
の
合
意
を
持
ち
出
す
が
、
事
務
管
理
の
勾
合
に
は
、
本
人
は
法
体
行
為
的
に
何
も
関
与
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
余
地
は
な
い
。

判
例
は
、
特
に
救
助
活
動
の
場
合
の
よ
う
に
、
径
径
と
結
び
つ
い
た
危
険
か
ら
健
脱
捌
窃
が
生
ず
る
よ
う
な
事
例
に
関
し
て
、
す
で
に
こ
白
よ
う
な
健
康
の
犠

牲
を
六
七

O
条
の
意
味
で
の
費
用
の
慨
念
の
下
に
組
み
入
れ
た
。
六
七

O
条
の
こ
の
解
釈
は
、
六
八
三
条
に
基
づ
い
て
事
務
管
理
に
関
し
て
も
妥
当
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

②
こ
の
賠
償
請
一
求
憶
は
事
務
管
埋
者
の
犠
牲
(
死
亡
)
に
よ
っ
て
直
銭
的
に
打
師
事
を
受
け
た
者
に
成
立
す
る
。
こ
の
人
的
範
囲
は
八
四
四
条
・
八
四
五
条
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の
額
推
通
用
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。

③
ラ
イ
ヒ
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
に
よ
っ
て
、
遺
族
の
賠
償
請
求
融
が
保
険
者
に
移
転
し
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
が
、
原
判
決
は
こ
の
点
の
事
実

認
定
が
欠
け
て
い
る
。

(
お
)
[
叩
]
判
決
の
綬
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
事
実
関
係
]
被
告
の
ト
ラ

7
9
遥
転
手
が
原
告
の
敷
地
で
稲
荷
作
業
を
し
て
い
た
。
ト
レ
ー
ラ
ー
と
ト
ラ
ッ
ヲ
の
述
結
作
業
は
一
人
で
行
う
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
、
運
転
手
は
原
告
に
手
伝
う
こ
と
を
要
請
し
た
。
し
か
し
、
原
告
は
腕
を
負
傷
し
て
い
た
た
め
、
自
分
に
代
わ
っ
て
彼
の
労
働
者
A
に
手
伝

わ
せ
た
。
越
結
作
業
中
に
ト
レ
ー
ラ
ー
の
辿
結
器
が
ト
ラ
ッ
ヲ
の
締
め
金
か
ら
突
然
離
脱
し
、
こ
の
聞
に
い
た
A
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
原
告
は

急
い
で
そ
こ
に
行
き
A
を
救
助
し
た
が
、
そ
の
際
、
原
告
の
左
腕
が
二
つ
の
車
の
聞
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
。
原
告
は
こ
れ
に
よ
る
恨
容
の
賠
償
を
被
告
に
請
求

し
た
。
原
審
は
原
告
の
請
求
認
容
。
被
告
が
上
告
。

[
判
旨
]
上
告
楽
却

A
は
一
時
的
に
せ
よ
被
告
の
営
業
の
中
で
活
動
し
て
お
り
、
こ
の
限
り
で
被
告
は
A
に
対
し
て
営
業
リ
ス
ヲ
か
ら
保
護
す
べ
き

義
務
を
負
う
。
差
し
迫
っ
た
生
命
の
危
険
か
ら
A
を
数
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
告
は
被
告
の
事
務
を
処
湿
し
た
(
事
務
管
理
の
成
立
〉
。
と
り
わ
け
紋
助

作
業
の
よ
う
に
、
健
様
綿
密
が
こ
の
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
危
険
か
ら
生
ず
る
場
合
に
は
、
こ
れ
も
質
問
に
属
し
う
る
。

(
犯
)
品
批
判
平
成
元
年
-
二
月
二
一
自
民
集
四
三
巻
一
二
号
ニ
ニ

O
九
一
員
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
七
二
四
条
後
段
の
除
斥
期
附
が
主
た
る
争
点
と
さ
れ
て
お
り
、

国
賠
法
一
条
に
基
づ
く
伺
害
賠
償
舗
求
憾
の
成
立
は
争
わ
れ
て
い
な
い
。

〈初
)

[

9

]

判
決
[
自
動
車
転
洛
事
依
数
助
事
件
]
も
、
判
例
は
す
で
に
こ
の
侃
寄
を
六
七

O
祭
の
意
味
で
の
「
賞
用
概
念
の
下
に
組
み
入
れ
た
〈

g
g『
含
=

国
時
間
江
南
品
目
『
〉
g
『

'
S
E
Z
E同開口問自
F
『p
n
y
F
E
C」
と
す
る
。

(
明
叫

}
m
g
E
Z哲
之
宮
田
コ
吉
田
F
闘

20mHH・
s-m・
ω
g
は
、
判
例
で
は
質
問
概
念
の
拡
扱
と
類
推
適
用
の
附
の
方
法
翁
的
な
繊
界
線
が
ぼ
や
け
て
い
る
と
し
、

E
Z
E
F
¥的
司
『
昌
子
臨
由
吋
-
何
回
・
=
・

ω・
5
お
も
方
法
論
的
に
い
い
加
減
〈
巨
国
回
目
=
Z
『
〉
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
の
原
因
は
こ
の
よ
う
な
混
乱
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

(
部
〉
[
陀
]
判
決
の
慨
要
は
次
の
湿
り
で
あ
る
。

[
事
実
関
係
]
組
合
貝
た
る
原
告
が
組
合
の
た
め
に
闘
土
採
掘
契
約

2
D
E
E
r
g
g
S
H・C-
担
問
問
)
の
仲
介
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
。
し
か
し
、
阪

告
は
こ
の
契
約
締
結
交
渉
に
際
し
て
、
珪
山
石
採
掘
契
約

E
Z固『

N
F
F

与
EE40H許
可
邸
周
帽
)
の
仲
介
に
関
す
る
継
続
的
な
手
数
料
契
約
を
自
己
の
た
め
に
締
結
し

た
。
自
己
の
事
務
と
組
合
の
た
め
の
事
務
と
の
結
合
に
よ
っ
て
、
原
告
は
二
つ
の
事
務
の
混
同
の
契
機
を
契
約
栂
手
方
に
与
え
た
。
原
告
は
契
約
相
手
方
か
ら

訴
え
を
制
限
起
さ
れ
て
、
こ
れ
に
敗
訴
。
そ
こ
で
、
七
一
三
条
・
六
七
O
条
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
鍋
省
の
賠
償
を
組
合
に
対
し
て
請
求
し
た
。

原
審
は
訴
求
棄
却
。
原
告
が
上
告
。

事
諸
問
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
慣
省
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
条
ご
〉
(
宮
本
)

五
七
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法
学
怠
休

[
判
回
日
]
上
告
凝
却
原
告
は
二
つ
の
事
務
の
協
同
の
契
機
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
訟
で
負
け
る
現
実
の
彪
険
を
創
り
出
し
た
。
こ
の
臨
険
は

組
合
の
た
め
の
活
動
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。

恨
容
が
袋
任
者
の
事
務
と
受
任
者
の
事
務
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
領
容
が
生
じ
た
か
、
あ
る
い
は
、
受
任
者
の
利
益
で
創
設
さ
れ
た
他
の
危
険
状

態
か
ら
生
じ
た
場
合
に
は
、
受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
賠
償
締
求
継
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。

(
訂
)
[
凶
]
判
決
の
慨
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
現
実
関
係
]
原
告
は
夜
の
一
時
過
ぎ
に
廃
嘘
の
家
屋
か
ら
助
け
を
求
め
る
声
を
聞
い
て
、
そ
こ
に
駆
け
つ
け
た
。
最
初
の
部
尽
の
ド

7
1
の
近
く
で
彼

申
書
が
揃
た
わ
っ
て
い
る
の
を
見
た
が
、
そ
の
時
、
情
神
病
者
で
あ
る
犯
人
に
ハ
ン
マ
ー
で
頭
を
殴
ら
れ
て
気
絶
し
た
。
再
び
意
識
を
回
復
し
た
堅
口
は
道
路

に
山
山
て
通
行
人
に
知
ら
せ
、
被
寄
串
臼
は
位
ち
に
病
院
に
迎
ば
れ
た
。
原
告
は
被
答
者
の
夫
の
加
入
す
る
疾
病
保
険
組
合
に
対
し
て
、
制
中
務
管
理
に
話
づ
い
て
救

助
の
際
の
瑚
益
品
川
什
析
に
よ
っ
て
生
じ
た
収
入
脱
沼
〈
〈
申
包

s
g
g
g
P
5
に
よ
る
困
問
答
を
前
求
し
た
。
原
由
耐
は
締
求
飛
却
。
原
告
が
上
告
。

[
判
旨
]
破
梁
遊
民
し
疾
病
係
険
組
合
は
病
院
へ
の
総
滋
賀

mの
支
払
い
だ
け
で
は
く
、
病
人
の
鰍
送
を
行
い
、
さ
ら
に
医
者
の
助
け
を
初
め
て
可

能
に
す
る
よ
う
な
す
べ
て
の
給
付
を
行
う
べ
き
義
務
を
負
う
。
被
保
険
省
の
采
族
に
対
し
て
も
問
機
で
あ
る
。
負
傷
朽
の
飽
殺
は
負
傷
者
に
医
者
の
治
山
慨
を
受

け
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
か
ら
、
原
告
は
負
傷
者
ま
た
は
そ
の
炎
の
郁
務
だ
け
で
な
く
、
被
告
の
取
務
を
も
処
理
し
た
。

本
件
で
は
、
そ
も
そ
も
被
害
者
が
彼
告
の
保
険
保
護
を
受
け
う
る
か
ど
う
か
、
繰
言
す
る
と
、
炎
の
扶
養
義
務
省
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
い
が

あ
る
が
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
切
合
に
は
、
原
告
の
収
入
脱
落
を
六
八
三
条
・
六
七

O
条
の
窓
味
で
の
賠
償
さ
れ
る
べ
き

H

質
問
M

と
看
な
す
こ
と
に
疑
念
は

存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
の
よ
う
に
.
危
険
の
ゆ
に
い
る
仲
間
を
救
助
す
る
こ
と
に
役
立
ち
.
ま
た
，
事
務
管
理
者
自
身
に
と
っ
て
危
険
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ

う
な
活
動
の
場
合
に
は
.
事
務
管
理
者
自
身
が
引
き
受
け
た
他
康
に
つ
い
て
の
犠
牲
も
こ
れ
ら
の
同
規
定
の
意
味
で
の
費
用
に
属
す
る
。
原
告
の
収
入
脱
落
は
、

彼
ゥ
た
健
成
鏑
省
の
結
果
と
し
て
、
同
織
に
賠
償
さ
れ
る
べ
き
賞
用
の
下
に
回
附
す
る
。

(羽
)

[

M

]

判
決
の
償
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
事
実
関
係
〕
自
動
車
の
運
転
手
は
時
述
五

O
な
い
し
六

ohで
走
司
て
い
た
崎
、
一

C
歳
か
ら
-
一
哉
の
学
扱
三
人
が
自
転
車
で
道
路
の
反
対
側
を
対

抗
し
て
筏
近
し
て
き
た
。
取
が
約
六
メ
ー
ト
ル
に
悼
間
近
し
た
時
、
般
後
尾
の
被
告
が
突
然
友
に
曲
が
っ
て
車
線
に
入
っ
て
き
た
。
自
動
車
の
迎
転
手
は
街
突
を

回
避
す
る
た
め
に
右
に
急
ハ
ン
ド
ル
を
切
り
、
畑
に
沼
ち
た
。
そ
の
時
、
取
は
本
に
衝
突
し
、
運
転
手
は
前
腕
の
什
析
と
磁
に
裂
傷
を
仇
う
た
。
彼
は
円
以
い
間

働
く
こ
と
が
で
き
な
か
?
に
。
前
市
紋
保
険
者
は
保
険
代
位
に
よ
っ
て
取
仰
し
た
自
動
胤
辺
伝
手
の
抑
噌
首
位
剛
償
制
求
加
を
行
使
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
附
州
事
帥
は

事
故
鍋
笥
の
半
分
の
限
度
で
請
求
認
容
。
被
告
が
上
告
し
、
同
州
作
.
口
む
付
俗
上
告
。

[
判
出
口
]
上
告
お
よ
び
付
裕
上
告
の
梁
却
制
他
人
の
救
助
の
事
例
に
お
け
る
、
自
動
車
保
有
者
の
事
務
管
理
に
基
づ
く
陪
償
請
求
憾
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
第
一
に
、
道
路
交
通
法
七
条
に
よ
る
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
る
。
自
動
車
保
有
者
が
こ
の
責
任
を
負
う
切
合
に
は
、
自
己
の
事
務
を
処
理
し
て
い
る
か
ら
、

郎
一

-
O也

郷
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事
務
管
理
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
。

制
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
、
同
法
七
条
二

.mに
よ
る
免
貨
が
認
め
ら
れ
る
吻
合
に
は
、
自
動
取
逓
伝
手
に
よ
る
交
通
事
紋
の
聞
避
倣
作
が
取

務
管
理
の
婆
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
①
急
な
ハ
ン
ド
ル
傑
作
に
よ
っ
て
衝
突
を
回
避
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
実
的
な
行
為
も
事
務
の
処
理
に

銭
当
す
司
令
ま
た
、
②
こ
れ
に
よ
っ
て
、
伎
は
客
観
的
な
他
人
の
事
務
を
処
理
し
た
。
③
事
務
管
理
の
内
面
的
な
要
件
は
、
自
動
車
道
転
手
が
こ
の
事
務
を
他

人
の
も
の
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
行
っ
た
こ
と
で
足
り
る
。
本
件
で
は
、
事
務
管
理
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
危
険
と
結
び
つ
い

た
事
務
管
理
の
川
崎
合
に
は
堺
務
管
理
者
の
剛
山
容
も
六
八
三
条
、
六
七

O
条
に
よ
り
賠
償
さ
れ
る
べ
き
費
用
に
属
す
る
こ
と
は
今
日
で
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て

い
A
w
eは

お
、
判
国
H
は
、
さ
り
に
、
救
助
事
例
に
お
い
て
は
、
制
市
首
隠
償
法
上
の
「
金
制
賠
償
2
o
r
-
-
2
宮
g
H
吉
田
)
」
の
版
刷
ゃ
を
任
法
に
巡
則
さ
れ
る
質
問

の
完
全
俄
還
限
附
で
は
な
く
て
、
適
切
な
賠
償
(
E胃
5
8
2
=
居
間
=
z
n
z
庄
一
同
巳
国
間
)
に
よ
る
べ
き
こ
と
、
恨
窃
の
分
判
例
に
際
し
て
は
、
自
動
車
か
ら
由
来

す
る
危
険
む
事
故
の
原
悶
の
一
つ
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
損
申
官
の
半
額
の
限
度
で
賠
償
を
認
め
た
。

(
幼
〉
[
悶
]
判
決
の
鏡
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
事
実
関
係
]
あ
る
農
場
お
よ
び
飲
食
信
を
営
む
者
A
が
自
己
の
敷
地
内
に
あ
る
肥
だ
め
C
E
n
-
-
a
z
E
乙
を
空
に
す
る
よ
う
に
汲
み
取
り
業
者
に
依

制
し
た
。
こ
の
作
業
中
に
、

A
は
こ
の
-
m
・
に
紙
一
泊
し
た
0

・
汲
み
取
り
業
者
は
彼
を
助
け
よ
う
と
し
た
が
、
二
人
と

b
m故
死
し
た
。
汲
み
取
り
紫
哲
の
泡
銭
に

保
険
給
付
し
た
市
中
欽
保
険
告
は
A
の
倒
続
人
に
対
し
て
側
当
時
俄
締
求
し
た
。
附
叩
訴
は
開
聞
求
挺
却
。
開
告
が
上
告
。

[
判
旨
]
上
ル
宙
飛
却
辿
郎
通
常
総
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
生
命
・
身
体
の
彪
険
に
さ
・
り
さ
れ
て
い
る
他
人
を
求
め
ら
れ
江
い
で
級
助
し
た
ぢ
に
関

し
て
は
、
事
務
官
現
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
救
助
の
目
的
で
な
し
た
救
助
者
の
す
べ
て
の
娘
役
{
昌
彦
。
唱
な
る
は
六
七

O
条
・

六
八
三
条
の
意
味
で
の
費
用
と
肴
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
生
命
や
健
康
に
つ
い
て
の
犠
役
も
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
件
で
は
事
務
管
理
に
基
づ
く
請
求
権
が
成
立
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
必
要
は
な
い
。
社
会
保
険
の
開
始
義
務
が

mに
ラ
イ
ヒ
保

険
法
五
三
九
条
一
項
九
号
に
基
づ
い
て
生
じ
た
筋
合
ゃ
、
事
故
犠
牲
者
が
有
賀
に
緊
急
状
態
の
中
に
入
っ
た
の
で
は
な
い
縮
会
に
は
、
ラ
イ
ヒ
保
険
法
一
五
四

二
条
(
保
険
代
位
)
の
迎
附
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
件
で
は
、
事
務
管
四
に
基
づ
く
締
求
阪
は
市
中
依
保
険
習
に
移
転
し
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。

(
帥
判
)
m
g
z
e
=
向
田
『
¥v-回
『
H
g
m
r
・
踊
ヨ
-
-
N
P
3・∞・臼由
0
・

〔

H引
)

同

==anne『=町、、「由『吉田回目
-
T
巳
回
『
F
E
n
-
-
色
目
的
関
白
『
四
回
『
ロ
円
F
S
H
-
g
n
r
z
-
∞
両
国
・
ロ
-
Z・〉ロ
2
・・】申

mx-ω
・田町田・

な
お
、
こ
れ
よ
り
も
古
い
学
説
で
は
あ
る
が
、
ヨ
き
n
r
¥
F
O
E
-
-
F
〉
Z
2
・
5悶
p
m
s
c
m
z
-
m
-
m
-
-
S
聞
も
こ
れ
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

責
任
引
受
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
委
任
者
の
貧
径
を
否
定
す
る
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
倒
容
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
条
(
一
)
(
宮
本
)

五
1L 
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法
学
志
体

第
一
一

O
巻

第
三
号

。

〔
位
)
図
。
ロ
-
m
o
E
内
¥
ロ
白
ロ
申
n
W
0
・
z
・
〉
Z
E
-
-
S
聞
由
・
臨
2
0
〉
ロ
ヨ
・
品
-
m
-
四
回
目
『
・
・

(
帥
伺
〉
由
。
∞
-
m
o
m
R
¥
m
g
司
市
ロ
・
臨
q
『
{
】
河
E
-
N
N
-
m
・
品
目
・

〈
削
帆
)
Z
ロ
U

『
ヨ
目
=
=
・
回
a
目
F
8
5
司
『
D
n
-
園
田
町
時
一
〈
由
司
『
O
K
Z
ロ
m
g
E
〈
由
『
F
Z
n
Z
3
・
』
者
-
唱
曲
N
・
ω
S
2
8
)
一
回
目
白
2
8
2凹
¥
F
m
F
呂
田
ロ
ロ
・
「
各
『
F
E
n
-
H
島
市
伯

回
E
『
伺
豆
町
n
r
g
見
聞
n
F
F
ω
・
8
9
図
。
回
-
m
A
M
m
R
¥
0
2
2
Z
-
ロ
・
〉
E
P
-
-
申
包
・
闇
酌
吋
由
〉
2
5
・
p
m
-
g
N
T
ω
Z
E
Z
間
骨
『
¥
之
さ
司
市
三
ミ
・
=
・
〉
E
P
-
-
喧
印
∞
・

由
。
吋
-
m
p
m
z
z
ι
-
M
-
ω
・
-
申
-
吋
弓
・
・

(
必
)
回
。
ロ
・
泊
。
m
-
内
¥
ω
宮
町
『
目
ロ
・
朗
自

J

『
o
m
p
-
N
『
『
e
s
m
-
A
臼
司
3

(
組
叩
)
∞
g
g
品
一
=
曹
司
¥
玄
間
三
宮
由
F
町
四
呂
田
両
ロ
-
N
N
『
『
s
ω
・
臼
由
ご
『
・
・
〉
巴
円
}
岡
田
H
d
H
〉
宅
回
目
r
m
p
回
目
帥
白
白
島
市
『
g
m
n
-
5
5
2
a
d
H
a
M
品
・
〉
回
国
-
-
N
O
-
-
-
田

N
申
河
P
U
N
-
m
-

日
田
町
一
目
立
r
g
H
E
n
-
M
巴
『
¥
z
a
B
m
g
ロ
E
P
-
-
-
〉
ロ
2
・
・
M
E
E
由
・
臨
∞
回
目
吋
F
Y
ι
ι
y
刃
包
・
-
同
伺
C
・m-由一四回・

(
円
引
〉
白
白
E
D
H
-
2
・
呂
田
一
-
s
Z
『
E
E
同
Z
Z
n
z
E
S
国
間
g
a
m
-
R
4帥
H
K
r
O
F
F
-
ロ
『
円
。
園
田
島
e
s
z
z
z
a
p
m
R
F
5
8
・

t
・
こ
れ
を
支
持
す
る
学
説
と
し
て
は
次

の
も
の
が
あ
る
。
2
2
師
団
=
・
司
自
仲
間
ロ
Z
B
『
「
S
g
F
呂
田
0
・
ω
・
品
曲
師
会
曲
目
己
H
F
P
『
g
p
ω
n
F
Z
5
2
n
g
-
g
-
M
・
2
目
-
F
E
-
-
・
5
・
〉
Z
E
-
-
5
8
・
由
朗
自
E
-

ω
・
土
恒
一
宮
市
『
同
市
て
E
Z
H
F
町
四
国
・
5
・
〉
E
P
-
-
由
国
国
ム
s
-
m
m
-
M
0
・
m
-
母
国
u
z
r
・
旬
。
ロ
¥
m
n
F
E
Z
-
朗
自
吋
c
m
p
p
m
-
∞
回
目
『

-L固
定
ヨ
釘
¥
玄
白
3

担
司
F
5
・
〉
忌
・
・

M
g
吋
・
帥
白
吋
申
回
出
E
・
由
・
ω
・
由
N
W
問
『
自
白
目
、
、
問
r
g
恒
国
=
・
帥
晶
吋
D
m
p
同
吋
-
m
・
目
白
山
田
尚
一
『
:

な
お
、
ェ
l
マ
ン
は
こ
れ
が
今
日
で
は
辺
鋭
、
さ
ら
に
は
一
般
的
に
示
恕
さ
れ
た
見
解
で
お
る
と
い
う
。
ま
た
、
迎
邦
労
働
餓
判
所
の
判
例
で
は
あ
る
が
、

近
時
、
カ
ナ
I
リ
ス
の
治
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
六
七

O
条
が
受
任
者
の
銅
苫
に
綴
推
適
用
さ
れ
る
の
は
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
の
原

則
に
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
判
決
が
公
に
さ
れ
た
宙
〉
。
c
z
巴
g
g
巴
・
=
-
N
o
g
-
z
b
4
M
E
S
-
Z
∞
S
。

門
川
叩
)
の
富
田
『
F
-
g
〉
呂
田
町
・
2
2
3
・
こ
れ
に
対
し
て
、
D
E
E
P
E
曲
目
r
D
F
ロ
ロ
ロ
ロ
向
島
市
聞
の
B
岳
民
g
r
s
・
2
r
〉
白
唱
】
吋
M
2
匂
8
・
品
2
3
8
R
)
は
、
商

法
一
一

O
条
の
綬

A

短
か
ら
事
務
処
理
に
特
別
な
危
険
に
よ
る
銅
留
の
賠
償
と
い
う
す
べ
て
の
私
法
の
傾
峻
に
妥
当
す
る
一
般
的
な
責
任
原
則
を
導
く
。
ま
た
、

カ
ナ
l
リ
ス
と
は
異
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
危
険
責
任
で
は
な
く
て
、
契
約
上
ま
た
は
少
な
く
と
も
契
約
綴
似
の
貿
径
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。

(
帥
叩
)
開
『
冨
回
同
国
¥
Z
B
H
』
ロ
・
帥
由
叫
D
河
口
・
白
・
ω
・
-
∞
-
M
『
・
・

な
お
、
ハ
ウ
ス
は
、
か
つ
て
俗
旋
則
(
ニ
凶
ニ
条
)
に
基
づ
い
て
危
険
は
準
務
処
却
の
川
崎
合
の
本
人
の
貨
伍
を
滋
酬
明
づ
け
る
見
解
を
主
観
し
て
い
た

(
問
問
包
囲
白
¥
己
目
z
a
・
自
由
師
同
・
聞
由
吋
O
〉
目
ヨ
・
m
-
∞
・
師
三
『
・
〉
。
目
S
E
a
-
∞
由
-
r
包
囲
ロ
宏
司
『
申
『
Z
口
同
島
g
R
『
曲
四
F
p
r
H
J
N
2
間
宮
田
宮
市
『
回
目
白
品
回
目
伸
江
市
『
師
岡
田
『
白
E
F
Z
』
A
F
4

E
B
-
-
e
一
S
C
E
-
-
)
も
こ
れ
に
よ
る
。

〈
印
〉
わ
が
国
で
は
、
「
警
察
官
の
磁
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
接
待
」
や
「
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る

法
体
」
が
乙
の
よ
う
な
協
力
俊
助
者
の
災
害
に
関
し
て
国
ま
た
は
偲
道
府
県
に
よ
る
療
受
給
付
や
追
族
給
付
な
ど
を
定
め
て
い
る
。

〈
別
》
〈
包
・
・
4r〈

c
-
z
n
E
位
岡
田
『
-
o
s
o
g
n
Z
出
口
出
『
E
F
『
=
=
向
。
F
E
O
〉
z
p
『
島
田
町
・
∞
-
N
回
申
『
・
・
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な
お
、
当
初
は
生
命
救
助
者
に
限
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
一
九
四
二
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
現
在
と
悶
憾
の
穏
聞
に
拡
大
さ
れ
た
。

(
臼
)
〈
包
・
・
図
。
E
C
2
e
一
-
4
0
ヨ
-
o
・
g
・
-
唱
曲
品
・
∞
。
=
N
曲
目
-
M叶
O〈同吋時『・}・

(
m
ω
)
民
『
ヨ
曲
目
¥
-
w
z
g
白
H
M
=
・
朗
自
叫
O
同
=
・
ω
y
m
-
M
師
自
由
u
p
-
B
2
n
r
申
=
申
『
¥
ω
a
z
n
朗
自
白
川
町
出
P
N
-
-
m
-
同
町
白
吋
『
-
g
-
唱
・
2
・
・

(別
)

Y

一
【
昌
司
n
z
g
H
2
・
¥
∞
a
z
p
開
。
吋
【
】
刃
Z
-
Z
・
ω
-
M
晶
m
-
『
・
・
闇
町
田
白
河
ロ
・
-
唱
-
m
-
回
目
白
白
『
・
・

【
白
山
)
の
E
3昌
司

2
・
河
内
戸
〉
-
唱
曲
タ
主
〔
品
目
)
・

(
弱
)
∞
S
E
品
目
白
間
四
之
p
-
白
ユ
宮
市
F
朗自叫
C

刃
=
・
M
m
・
ω
-
M
O
M
-

〔
釘
)
何
回
・
吉
田
ロ
¥
開
『
M
g
由
『
dp
臨由吋-ms・g-∞-M白山田N一・

(
四
回
)
ガ
ウ
ホ
は
リ
ス
ク
責
任
論
を
録
用
し
た
ス
イ
ス
の
判
例
〈
目
頭
で
引
用
し
た
回
O
C
2
忌
5
5
N
-
-
-
0
・
M
O
O
N
-
図
。
同
国
詰
E
Z
乙
に
対
す
る
批
判
と

し
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
0
0
2
5
-
r
回
目
Z
申
『
=
r
一
-
p
u
g
ニ
亘
】
申
告
丘
三
国
ι
吉
田
Z
E
g
m
由
ユ
巳
手
門
戸
田
N
Z
E
g
-
h
-
z
∞
各
国
念
日
園
田
曲
芸
田
H
N
『
国
間
己
色
自
由
〉
H
・
F
・

品
N
N
〉
『
伊
-
o
m
白
Z
『
色
白
ロ
〉
ロ
ロ
『
白
岡
Z
宮
内
山
内
戸
山
市
。
骨
『
晶
一
一
一
同
r
a
H
白
ロ
N
5
4
0
白
色
四
国
-
E
足
時
四
日
M
F
H凶

g
g
宗
一
一
一
n
F
申
ロ
お
白
=
吉
田
・
『
B
H
同
h
H
r
由
『
宮
『
刃
W
E
-
-
悼

D
D
9

∞-

-
由
-
C
2
司
・
Y
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
抽
附
帥
問
・
前
倒
法
〈
3
)
阻
一
頁
以
下
参
問
。

(
関
)
回
一
且
師
向
E
n
N
o
r
・
0
由
『
r
a
‘
同
d
F
一
四
r
巳
F
t
回
『
「
雪
国
同
r
u
-
-
=
g
呂
田
副
申
〈
時
『
z
n伺
}
s
n
r
g
z
E
ι
M
E
目
「
白
r
g
日
『
日
a
r
R
M
・
-
-
g
z
n
v
ユ
『
F
『
A
Z
・
0
F
H
Z
F
-
唱
曲
p
m
・
-
o
削

2
5
q
-
Y
 

(ω)
判
例
の
中
に
は
、
六
七

O
条
の
要
件
と
の
関
迎
で
こ
れ
を
問
的
づ
け
る
も
の
が
め
る
。
す
な
わ
ち
、
辿
邦
労
働
柏
崎
判
所
一
九
六
一
年
二
月
一

O
臼
判
決

〈
ロ
〉
。
問
問
N
・

5
)
[織
破
事
件
]
は
、
労
働
者
の
捌
古
に
附
す
る
邪
案
に
お
い
て
、
労
働
者
に
過
失
が
あ
る
と
き
は
、
六
七

O
条
の
「
取
怖
に
よ
り
必
要
は
む

の
と
考
え
る
こ
と
が
詐
さ
れ
る
」
よ
う
な
費
用
と
い
う
要
件
を
充
足
せ
ず
、
そ
れ
放
労
働
者
の
銅
害
賠
償
請
求
総
は
成
立
し
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点

は
連
絡
労
働
故
・
到
附
一
九
八

O
年
五
月
八
日
宙
〉
。
回
目
白
・
呂
田
〉
{
ソ
l
シ
ヤ
ル
ワ

1
カ
1

m件
]
で
変
更
さ
れ
た
(
第
三
権
三
川
参
照
)
。

〔
引
)
ω
g
z
ι
吉
岡
帽
『
¥
F
E
Z
-
E
m
r
・
帥
申
吋
。
河
E
-
N
P
m
・
臼
O
W
∞
。
回
・
河
。
沼
尻
¥
∞
宮
司
帽
白
・
踊
由
吋
【
}
回
目
・
-
吋
・
ω
・
品
目
・

(
位
)
∞
0
2
・
同
時
一
¥
∞
四
Z
F
z
z
z
'
曲
目
.
『
O
ロ
=
・
-
p
m
-
M
吋
同
一
-
r
-
B
E
n
r
時
国
晶
司
、
、
ω
a
r
n
棚
田
四
回
目
見
回
-
M
m
y
m
・
回
目
白
血
『
・
一
A
U
回
目
2
・
2
・
目
ι
〉
-
田
由
R
F
品
回
〈
a
g
)
一
「
曲
『
2
H
N
-
∞
同
E
z
-
-

門
戸
司
品
目
白
戸
F
・
回
門
戸
-
N
・
2
巳
r
r
品
・
ゲ
師
白
血
山
口
-
m
-
h
M
m
y
m
q
吋
-
r
ω
・
品
白
0
・

〈
凶
)
〈
包
・
・
回
。
E
C
2
Z
4
O
B
E
-
-
N
志
向
・
白
・
=
・
0
・

Q
ロ・

5
・
m
-
M
U
叩
・
こ
こ
で
は
、
費

m償
還
の
性
質
と
範
聞
に
関
し
て
は
六
七

O
条
・
六
七
五
条
の

川
崎
泡
だ
け
が

u
mで
あ
る
と
し
て
、
慣
用
償
却
の
耶
例
に
お
い
て
も
二
五
四
条
が
適
用
可
能
で
お
る
と
い
う
上
位
理
由
の
主
張
が
否
定
さ
れ
た
。

(
削
別
)
の
=
=
ロ
ユ
タ
河
内
戸
〉
-
唱
曲
目
・
品
目
(
品
目
〉
・

〈
侃
)
も
っ
と
も
、
判
旨
の
前
段
で
は
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
、
こ
の
摘
容
が
委
任
の
遂
行
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
た
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
、
か
つ
受
任
者

た
る
.
除
告
の
溢
炎
に
よ
っ
て
全
部
ま
た
は
一
M
m
窓
起
さ
れ
た
の
で
は
は
い
m
m
り
で
、
臨
慣
す
る
つ
も
り
で
あ
?
た
と
述
べ
て
お
り
(
一
七

O
K。
酔
剖
示
的
俗
資

事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
銅
留
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
O
条
{
ご
{
宮
本
)

..... 
/、
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(拘

}
m
F
E
E
E同市
Ha¥
ロ2・
R
E
E
P
師自由民間同ロ・

8
・
m・曲面白・

(印
}

[

6

]

判
決
の
慌
要
は
次
の
湿
り
で
あ
る
。

[
取
引
式
関
係
]
あ
る
自
治
体
の
消
防
聞
の
回
目
が
消
火
活
動
中
に
倒
れ
て
き
た
渓
の
堅
で
仇
似
し
、
こ
れ
が
阿
国
で
死
亡
し
た
。
腿
鶏
聡
築
総
合
は
迫
縦

で
あ
る
姿
と
予
の
賠
償
舗
求
を
侶
否
し
た
。
そ
こ
で
、
遺
脱
は
扶
棉
免
措
州
求
慌
の
段
失
に
よ
る
捌
留
の
賠
償
を
こ
の
自
治
体
に
対
し
て
舗
求
し
た
。
原
穫
は
拍
叫
求

認
容
。
彼
告
が
上
告
。

[
判
旨
]
破
棄
自
判
控
訴
銀
判
所
は
彼
告
の
貸
伍
を
委
任
に
関
す
る
民
法
の
規
定
か
ら
導
く

O
R治
体
か
ら
の
活
動
要
請
に
応
じ
た
団
員
は
公
法
上

の
健
助
給
付
義
務
を
哩
行
し
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
同
時
に
側
々
の
事
例
で
彼
に
な
さ
れ
た
釜
託
を
も
行
う
が
故
に
、
両
者
の
聞
に
は
少
な
く
と
ら
受
任
額
似

の
関
係
が
滞
在
す
る
。
事
依
に
遭
っ
た
問
H
H
は
、
消
火
の
際
に
・
自
己
の
生
命
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
-
磁
か
に
'
伎
の
怠
思
に
合
致
し
は
い
|
崎
別
を

支
出
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
六
七

O
条
の
費
用
保
念
を
広
〈
解
す
る
と
し
て
も
、
受
任
者
自
身
で
は
な
く
て
、
他
の
者
に
生
じ
た
損
害
を
こ
の
下
に
含
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
八
四
四
条
の
扶
養
請
求
権
の
袋
失
に
よ
る
鍋
留
は
ま
さ
に
姿
や
子
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
受
任
者
で
あ
る
団
員
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。

黙
示
的
な
意
思
表
示
の
解
釈
の
方
法
で
委
任
者
の
責
任
引
受
を
導
く
こ
と
む
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
問
題
と
な
ら
低
い

cmに
公
法
上
の
義
務
の
腿

仔
の
委
託
が
認
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
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あ
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